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「政策情報かわさき」は、平成８（1996）年11月に第１号が創刊されました。それ
以来発行を重ね、今号で35号、20周年を迎えます。このことは、市職員をはじめ、
学識経験者、研究者、民間事業者など、これまで本誌の刊行に関わった多くの方々の
熱意ある努力の賜物であり、あらためて敬意と感謝を申し上げます。

創刊当時を振り返りますと、平成８年は、地方分権推進法の成立した翌年に当た
り、地方分権推進委員会から第一次勧告が出されるなど、まさに地方分権の流れが本
格化した頃でした。また、グローバル化の進展や情報通信技術の発達、低成長時代の
到来、少子高齢化の進行など、国や地方自治体等を取り巻く環境が大きくかつ急速に
変化する時代にあって、こうした環境変化に的確に対応し、行政として実効性のある
取組が求められるとともに、分権時代にふさわしい、総合的な政策力が大きく問われ
た時期でありました。

このような新たな時代の要請に対応するために、政策研究の実践や庁内外への政策
情報の発信、職員の人材育成などを目的として創刊された「政策情報かわさき」が果
たしてきた役割は、けっして小さくはなかったと思います。

あらためてバックナンバーを振り返りますと、先に触れた地方分権への対応をはじ
め、総合計画や行財政改革プランの策定、あるいは、安全安心、医療・福祉、環境、
産業・技術、まちづくり、文化・芸術など、さまざまな領域の政策研究等が余すとこ
ろなく掲載されており、当時の社会経済状況や政策課題などに対して職員らが積極的
にアプローチし、創意工夫や試行錯誤を重ねながら、時に自由な発想で論稿を発して
いることがうかがわれます。

節目の今号の特集で、本誌のアーカイブとして創刊号から34号までの主なコンテ
ンツを一覧にしてまとめ、当時の川崎市や国内外おける主な出来事も併載しました。
これまでに掲載した行政課題などには、先駆けとなっていまの施策に受け継がれてい
るものや、その時代特有の課題等を表しているものなどがあり、世の中の動きとのつ
ながりと併せて、読者それぞれの視点で興味深く見ることができると思っています。

私たちが担う基礎自治体の取組は、今まで以上に質的向上が求められ、市民の皆さ
まの期待も大きくなっていると感じています。それに伴い、本誌に求められる役割も
高まっていくものと考えます。創刊20周年を契機
に、職員全員が本誌の理念と諸先輩方の熱意を共
有し、持続可能な社会をつくるために、政策形成
能力のさらなる向上をめざすとともに、引き続き、

「政策情報かわさき」が「川崎を一歩先へ、もっと
先へ」進めるための価値ある媒体となるよう期待
したいと思います。

「政策情報かわさき」創刊からの
20年を振り返って

川崎市長　福田 紀彦
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特 集 �
「ࡦใかわさき」
ץかΒの��を
ৼΓฦͬて

୍ಕɹխհʢ͖ͨͱ͏͛ɹ·͚͢͞ʣࢯ
昭和54(1979)年5月に川崎市役所入庁。総合企画局企画調整課長、自治政策部
長、総務局人事部長、麻生区長などを歴任し、平成25(2013)年4月に総合企画局
長に就任。平成28(2016)年3月に川崎市役所を退庁し、平成28(2016)年6月から
川崎臨港倉庫埠頭株式会社会長を務める。

特別寄稿
政策情報かわさき創刊20年に想う

のメンバーにも懐かしい先輩方の名前が並んでいる。
この年（平成8（1996）年度）私は企画財政局にはお

らず（形として職員の籍はあったかもしれないが）、総
務局行政システム推進室で職員の定数管理や組織・
事務分掌などの業務を担当していた。翌平成9（1997）
年4月には、川崎市においてそれまでに類を見ない大
規模な組織改正が実施された。衛生局・民生局の統

「政策情報かわさき」創刊20周年おめでとうござい
ます。

今回この寄稿の話をいただいて、あらためて「政策
情報かわさき第1号」を開いてみた。執筆陣は、学識者、
市民、職員、研究者、ジャーナリストなど多士済々で、
その奥付には「1996年11月発行　編集・発行　川崎
市企画財政局都市政策研究室」とある。編集委員会
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合による健康福祉局の設置、環境保全局・生活環境
局の統合による環境局の設置、都市整備局・建築局の
統合によるまちづくり局の設置、土木局・下水道局の
統合による建設局の設置など、局レベルの大規模な統
合再編をベースとしたものであったが、その中で唯一
企画財政局が分離され、財政局が単独の局となるとと
もに総合企画局が新設された。

新設される総合企画局については、「施策の重点化
と全庁における総合的な企画調整機能を高めるため」

「総合企画局は、重要な政策等の企画立案、市全体の
施策の総合調整を行う」とされた。こうした新たな企
画調整組織の設置と同時期にこの「政策情報かわさき」
は創刊されたわけであるが、これは単なる偶然という
よりも、右肩上がりの高度成長の終焉、持続可能なま
ちづくりや自治体経営への志向、地方分権の本格化な
どを背景に、この時期、あらためて自治体における政
策形成力や施策の総合的な調整機能の強化がさまざ
まな形で求められるようになってきていたことに起因
するのではないかと思うところである（なお、この時
の組織改正については平成9（1997）年3月発行の「政
策情報かわさき第2号」でもその概要が紹介されてい
る。）。

�ɹʮࡦใ͔Θ͖͞ʯͱͷؔΘΓ

こうして誕生した「政策情報かわさき」にその後私
は三度ほど関わっている。

一度目は、平成9（1997）～10（1998）年度にかけ
ての総合企画局都市政策部員の時代である。平成9

（1997）年4月、総合企画局の発足と同時に私は行政シ
ステム推進室から都市政策部へと異動となった。

都市政策部は、「政策情報かわさき」発行のほかに
も、地方新時代市町村シンポジウムの開催、政策課題
研究や都市政策研究員制度の運用、地方分権の推進
などの業務を担っていた。私は「政策情報かわさき」
の直接の担当ではなかったが、政策情報誌の発行と併
せてこうした都市政策関連の事業実施を通じて、部を
挙げて新たな政策課題の発見や新規施策の検討、政
策情報の発信、政策形成を担う人材育成などに、庁内
外のネットワーク構築を図りながら取り組んでいたと
ころである。

二度目は、「政策情報かわさき」の作成・発行を
直接担当した総合企画局自治政策部長時代（平成19

（2007）～20（2008）年度、都市政策部はその後の組織
改正により自治政策部へと改編）である。部内で担当
者、担当チームと特集テーマや執筆、インタビューの
依頼者、どのようにしたら多くの人に読んでもらえる
かなど頭を悩ましながら議論したことが懐かしいが、
この時に特に思い出に残っていることが二つある。

一つは、「政策情報かわさき第23号（平成20（2008）
年3月発行）」での一橋大学大学院教授の辻琢也先生

（現一橋大学副学長）へのインタビューである。テー
マは、「川崎の来た道、進む道－川崎市における改革
の取り組みと今後の方向性－」というもので、平成14

（2002）年に財政危機宣言を踏まえて策定した「川崎
市行財政改革プラン」ならびに、改革を推し進めなが
らも川崎の将来ビジョンを描き、それへの道筋、戦略
を明らかにするという「新総合計画－川崎再生フロン
ティアプラン」の策定に中心的に関わっていただいた
お一人として、先生の思いや考え方、これからの川崎
市の進むべき方向性などについてインタビューさせて
いただいたものである。

内容の詳細は第23号をご参照いただきたいが、改
革の取り組みやこれからの川崎市のまちづくり（ハー
ド、ソフトを含めて）の方向性などについて、冷静な
情勢分析や論理的、合理的な政策、施策の構築方策
などはもとより、特に、行政の果たすべき役割や川崎
市のまちづくりへの辻先生の熱い思いを伺い、両プラ
ンに職員として関わった私もあらためて感銘を受けた
ことが強く印象に残っている。

もう一つは、第24号での巻頭座談会である。この
号の特集テーマは「川崎の国際戦略」であり、座談会
も「グローバル化時代における川崎の国際戦略を探る
～国際交流から国際貢献へ～」と題し、川崎市の産業
振興プランや種々の産業政策、総合計画などについて
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長く提言、アドバイスなどをいただいている専修大学
経済学部教授の平尾光司先生（現昭和女子大学学事
顧問）をはじめ、各局の国際交流、国際経済、臨海部
活性化、地球環境、港湾などの担当職員に参加いただ
いたものである。

私は司会役を務めたが、出席者のお話を聞いて、あ
らためて、川崎が歴史的かつ先端的な産業都市である
とともに環境先進都市であること、さらに、知識集約
的な研究開発都市であり、臨海部・港湾・羽田から世
界に開かれた国際都市であることを再認識したし、川
崎のポテンシャルや将来像について自分なりのイメー
ジを膨らますことができた。

また、平尾先生からは、「工業都市の21世紀型の一
つのモデルを川崎が提供しているのではないか、～わ
れわれは、これを世界に向けての『カワサキモデル』
と言っている。」というお話があり、「カワサキモデル」
という斬新でジャストフィットなキーワードを新鮮な
気持ちで耳にしたことを記憶している。

三度目は、平成25（2013）～27（2015）年度にかけて
務めた総合企画局長の時期である。この時期総合企
画局では、総合計画の策定・進行管理、施策・事業
や公有地の調整、広域行政、統計調査の実施・分析、
臨海部活性化、スマートシティ等のプロジェクト推進
などと併せて、自治政策部（後に自治推進部）におい
て市民自治、協働のまちづくり、地方分権、政策課題

研究、政策情報誌の発行などに取り組んでいた。
政策的な課題の発見、先取りや振り返り、関連情報

の効果的な発信、書き手、読み手を通じた人材育成へ
の寄与など、政策情報誌に期待する基本的役割は変
わっていないが、全市的な計画づくりや施策・事業の
調整、庁内外の横断的プロジェクトの推進といった役
割を担っている局においてどのような政策情報誌を、
どのように作成・発行していったらいいか、また別の
立場で頭を悩ました時期でもあった。

今この3年間の特集テーマを振り返ってみると「市
政運営の三本柱に基づくかわさきのまちづくり」「かわ
さきの地域力」「多摩川を活かしたまちづくり」「市民
の声を“聴く”」「ICTを活用した自治体施策」「地域
で支えるまちづくり」と多岐にわたっている。これは、
全庁的な計画策定や施策・事業の立案、実施などに
関わる調整状況などを踏まえながら、その時々のタイ
ムリーなテーマを追い求めた結果でもあるが、また別
の側面からすれば、自治体を取り巻く政策的課題やま
ちづくりの課題が以前にも増して範囲が広がりかつそ
のタイムスパンがかなり短縮されてきていることをも
物語っているのではないかと思う。

̎ɹʮࡦใ͔Θ͖͞ʯͷظ

創刊20周年を迎えた本誌については、私の部分的
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な経験や見聞からしても、前述したように、川崎市の
まちづくりに関する課題の発見や発掘、新たな政策や
施策の開発、設計と発信、政策形成に関わる視点や意
識の醸成、人材育成などについて大きな役割を果たし
てきたことは確かであると思うが、ここでは、今現在
私が感じている政策情報誌の作成・発刊に関する課題、
視点について何点か記してみたい。

一点目は、政策情報誌発刊のねらい、タイミングと
政策のタイムスパンについてである。これはあくまで
私見であるが、「政策情報かわさき」を含めた政策情
報誌創刊のそもそもの目的は、先駆的かつ広範な政策
関連情報の発信・共有はもとよりであるが、少し単純
な見方をすれば、自治体のまちづくりに関する課題を
先取りして掘り起こし、それをいかに効果的な政策や
施策の開発、構築、実施につなげていくかという点に
重きが置かれていたのではないかと感じている。この
こと自体は当然のことであるし、オーソドックスな考
え方であると思うが、近年のように諸々の課題に関す
る計画や施策、事業の企画立案、実施、検証に非常
にスピード感が求められている時代にあっては、実際
の政策・施策の構築、実施と政策情報誌の作成・発
刊との間にタイムラグが生じてきている恐れがあるの
ではないかと思うところである。

タイムリーなテーマ設定をしつつも良質で熟度の高
い情報誌をつくっていく上では、作成プロセスでの十
分な議論が大切であるし、一定の時間も要する。もち
ろん、政策や施策の振り返り、検証、評価も政策情報
誌に求められる大きな役割の一つであるが、先駆的な
課題や自治体政策への対応という面において、今後、
こうした状況にどう向き合っていくか、ここで私は解
答を持ち合わせていないが、大きな課題の一つではな
いかと感じている。

二点目は、政策情報誌の作成・発刊と職員のみなら
ず、市民、川崎で活動を展開している団体、事業者、
研究者などが一体となった自治体の政策形成力の向上
とをいかに効果的にリンクさせていくかという点であ
る。このことは言われて久しく、なおかつ難問でもあ
るが、政策課題の発掘、検証や政策形成のための開か
れた‘ひろば’である政策情報誌の重要な機能であると
思う。幅広い視点や立場、考え方などに基づく多様な
意見を求める、ローカルな課題を見据えつつもオール
ジャパン、あえて言えばグローバルな観点からも俯瞰
する、テーマ設定のストーリー性を工夫するなど思い

つきレベルのアイデアはいくつか挙げられるが、ここ
では私なりの思いを述べてみたい。やはり、当然のこ
とではあるが、その政策情報誌がいかに魅力的なもの
であるかが大変重要な要素ではないかと思っている。

しかし、一口に‘魅力的’といってもさまざまな切
り口がある。例えば、テーマ設定の的確さや冊子とし
ての構成や編集の熟度、あるいは読み物としての面白
さなどもそのファクターとして挙げられるのではない
かと思うが、私は、なにより、その政策情報誌がどれ
だけリアルでビジョナリーな「政策論議の場」になっ
ているか、政策論議を引き起こすトリガーとなってい
るかが重要ではないかと考えている。そのためには、
レポート・報告やインタビュー、座談会などさまざま
な形でこの「政策情報かわさき」に参画してもらえる
方々にいかに‘本気’になってもらえるかが大事なの
ではないかと思う。レポートや誌上インタビューなど
の中でどれくらいその人の本音や課題の本質に迫る意
見、考え方などを引き出せるか。そのことが読み手に
も伝わり、思索や議論をさらに深め、ネットワークや
議論の場を拡げながら具体的な施策やまちづくりの取
り組みにつながっていく。こうしたダイナミズムが情
報誌の価値や注目度を高めスパイラルアップにもつな
がっていくものと考える。一方で、関係者の‘本気’
を引き出すためには、政策情報誌の担当者のみならず、
川崎のまちづくりに携わる市職員一人ひとりの‘本気
度’が大きく求められるところであり、実際のまちづ
くりの取り組みや施策と政策情報誌の発刊が相互に作
用しながら、いかに好循環なサイクルをつくりあげて
いけるかが問われているのではないかと思う。

最後に、よく言われることであるが、こうした政策
情報誌については、その発刊をいかに継続していくか
がとても重要なことであると思う。本誌創刊号の巻頭
で政策情報誌の役割について触れている法政大学の
松下圭一教授の論説の中でも「最後に政策情報誌は
長くつづけることに意義があることを強調したいと思
います。政策・制度の開発・研究の歴史をこの政策情
報誌がうつしだすことによって、川崎市の誇りをきず
くことができるでしょう。」と述べられている。形態や
手法、発行時期、担当セクションなどその時々でさま
ざまな変遷を経つつも、今後も、この「政策情報かわ
さき」の理念が長く受け継がれ、川崎市のまちづくり
の大きな礎となっていくことを本誌の作成・発刊に携
わった一人として大いに念願するところである。
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発行号 特集・関連記事 本市の政策展開から

第1号
平成8（1996）年11月

【特集】なぜ いま政策情報誌か
●分権改革と政策・制度開発 ～政策情報誌の役割はなにか
●市民とのパートナーシップを築くために ～本誌に何を期

待するか

第2号
平成9（1997）年3月

【特集】自治体計画と都市計画マスタープラン
●自治体計画の中に都市計画マスタープランをどう位置づけ

るか
●区づくり白書と都市計画マスタープラン

●平成9年度組織再編整備計画の基本的な考え方とその概要
※行政課題報告

第3号
平成9（1997）年11月

【特集】新しい組織のスタート台に立って
●中・長期の財政計画策定と財政構造改善の取り組み
●廃棄物行政と環境行政の連携 ～ごみから見た組織再編の

有意性
●生涯福祉都市づくり推進における介護保険制度の影響と

課題
●区役所機能の拡充と新たな区政の展開

●新百合丘における市民共同のまちづくり
●川崎市福祉のまちづくり条例の制定にあたって

第4号
平成10（1998）年3月

【特集】川崎市産業の戦略的課題と方向性
●情報通信時代の都市と企業 ～「都市創成戦略 ハイテク企

業が都市を創る」
●地域産業政策と総合都市政策
●「エコタウン構想の推進」によるモノづくり都市かわさき

の再生

第5号
平成10（1998）年11月

【特集】パートナーシップ型事業の展開 ～市民協働のまちづ
くりに向けて

●市民と行政とのパートナーシップについて考える ～市民
からのプロポーザルをどう受け止めるのか

●「研究のわ」の形成と今後 ～横糸は通せるか
●市民活動家・企業・行政の協働による地域活性化の取り

組み ～シリコンバレーでの実践

第6号
平成11（1999）年3月

【特集】『改革』への挑戦 ～新しい自治体像を探るなかから
●財政危機下の自治体改革
●いま、地方自治体に求められる政策評価　
●川崎市における分権推進の基本的な考え方
●「川崎新時代2010プラン」新中期計画（第3次）の展望

と課題について

●市民活動支援はいかにあるべきか
●青少年行政の総合的推進にむけた体制整備
●出資法人の今後のあり方を考える
●改革待ったなし！区役所行政 ～市民に身近な施策推進体

制の整備
●情報化が行政を変える

第7号
平成11（1999）年11月

【特集】政策争点の整理・合意形成手法の開発 ～いくつか
の事例をケーススタディとして

●ゼロ・サム時代における自治体職員の責務とは
●川崎市における公有地情報の公開をめぐって
●「都市型社会」における行政の役割とは ～緑地保全施策

の検討を通して
●コミュニティ施設の活用と学校施設 ～地域住民の合意形

成の必要性

●川崎市住宅基本計画について
●男女共同参画社会の実現をめざす市民の取り組みについ

て

第8号
平成12（2000）年3月

【特集1】都市に「もり」をつくる
●「創造のもり」をつくる ～地域経済の振興とベンチャー

企業育成・産業創造
●「市民健康の森」をつくる ～なぜ「市民健康の森」なの

か
【特集2】『環境三条例』の改正をめぐって
●環境影響評価条例
●緑の保全及び緑化の推進に関する条例
●川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例

●「介護保険制度」をめぐる川崎市の取り組み
●「ものづくり都市川崎」フォーラム

第9号
平成12（2000）年12月

【特集】分権時代の自治体像を探る
●地方分権一括法施行に伴う川崎市における条例等の整備

状況と今後の対応
●分権時代にふさわしい市民参加手続
●市民活動支援のための具体的な課題
●市民参加の条例づくり ～「川崎市子どもの権利条例案」の

試みから

●介護保険法施行後の保健所の役割
●住宅基本条例の制定と居住支援制度の創設
●ディーゼル車から黒煙、粒子状物質を減らすために
●児童への虐待を防止するために
●SOHO事業への取り組み ～かわさき夢オフィス「創房」

ʮ政策情報かわさきʯͷ͋ΏΈͱ࣌എܠ
ʮ̠ࡦใ͔Θ͖͞ʯͷ͋ΏΈ
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発行号 特集・関連記事 本市の政策展開から

第10号
平成13（2001）年3月

【特集1】21世紀の川崎の都市像
●新時代へのメッセージ ～市民提案から新たな都市像を考

える
【特集2】新時代の課題と可能性
●市民活動支援は自治体をどう変えるか ～市民活動支援指

針の策定を通じて
●新世紀へ健康づくりのあらたなスタート
●「環境の世紀」における自治体政策の課題
●臨海部再編のシナリオ

●麻生水処理センターにおける高度処理の導入
●土地開発公社経営健全化計画
●「多摩川エコミュージアム構想」に見る新しい市民活動の

兆し
●市民がつなぐ川崎の水とみどりのまちづくり

第11号
平成13（2001）年12月

【特集1】都市における産業振興 ～サイエンスシティ川崎へ
向けて

●21世紀の科学技術と地域経済活力の創出
●川崎臨海部再生リエゾン研究会

【特集2】総合的人権施策の推進に向けて
●総合的人権施策の推進と川崎人権指針の役割　
●自立・平等・快適　「男女平等かわさき条例」がめざすも

の
●子どもの権利委員会 ～市における子どもの状況や子ども

に関する施策を検証する仕組み

●地域のなかで共生・共育 ～小学校施設を活用したわくわ
くプラザ事業

●「川崎市公営住宅ストック総合活用計画」の策定と市営住
宅の現状・今後について

●わかりやすい財務情報の提供をめざして

第12号
平成14（2002）年3月

【特集1】第2ラウンドに入った分権改革　
●住民自治を拡げる制度・手法 ～自治基本条例を中心とし

て
●分権型自治体の創造を目指して ～川崎市地方分権推進指

針の策定と当面する課題
●川崎市墓地等の経営許可等に関する条例の制定 ～新たな

ルールづくりへ向けて
【特集2】都市計画マスタープラン
●都市計画マスタープランの意義と課題 ～川崎市における

市民参加の試みから

●川崎経済の活性化をめざして ～「かわさき起業家選抜ビ
ジネス・アイディアシーズ市場」の開設

●ISO14001取得の意義と今後

第13号
平成14（2002）年12月

【特集】成熟型社会におけるまちのすがた ～自治体計画をめ
ぐって

●改革の時代における自治体総合計画 ～転換期における総
合計画とは？

●改革の時代に求められる自治体運営 ～川崎市行財政改革
プランの考え方について

●区別計画と区長権限の強化

●川崎市人権オンブズパーソン制度がスタートして
●地図による基礎的情報の共有に向けて ～麻生区地区カル

テの作成について
●川崎市における資金運用及び財源調達の課題と方向性

第14号
平成15（2003）年3月

【特集】これからの地域福祉をさぐる ～共創的市民福祉社会
の構築へ向けて

●「共創的市民福祉社会」の実現に向けて ～地域福祉ネッ
トワーク構築

●新たな参画と協働による地域福祉計画の策定に向けて
●福祉を担う市民の現場から ～地域におけるコミュニティ・

ビジネスの可能性について

●科学技術の成果を活用した都市活力の再成
●「音楽のまちかわさき」構想の推進
●多摩丘陵の緑の保全に向けた緑地保全方策の構築につい

て

第15号
平成15（2003）年12月

【特集】市民生活から見たまちの姿 ～首都圏に位置する川崎
のまちづくりと総合計画

●商業から見る市民のくらし ～広域商業圏と地域のまちづ
くりから考える商業のあり方

●都市における女性の暮らし ～育児・介護の視点から
●終の棲家の居住選択と地域活動

●市民活動センターのオープンと今後の市民活動支援のあり
方

●分権型社会におけるまちづくりルール
●川崎の新たなイメージづくり ～シティセールスの展開

第16号
平成16（2004）年3月

【特集】これからの地域コミュニティを探る
●都市部における地域社会を考える
●学校施設を利用した地域拠点施設の可能性について ～虹ヶ

丘小学校コミュニティルームの取り組みを踏まえて
●公園づくりを通した地域コミュニティ
●地域で取り組む子育て支援の現状と課題 ～中原区役所が

進めるヘルスプロモーションの実践

●子どもの権利に関する施策の動向
●人権オンブズパーソン事業 ～相談事例からみえてきた子

どもの実態、施策の方向性
●ISO９００１規格によるマネジメントシステムの再構築

第17号
平成17（2005）年2月

【特集】成熟社会における地域資源とまちづくり ～低成長時
代における自治体運営への示唆を求めて

●成熟社会における地域資源とまちづくりの構想
●かわさきのイメージアップを目指して ～地域資源と民間

活力の活用
●わが国の素材産業の資源循環産業化の潮流 ～川崎環境特

区への期待
●市民が市民を支える仕組みづくり ～井田病院の市民ボラ

ンティアを事例として
●分権時代に求められる自治体職員像 ～人材育成の取り組

みを通じて
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発行号 特集・関連記事 本市の政策展開から

第18号
平成17（2005）年3月

【特集1】新たな公共管理の可能性
●新たな公共管理の可能性を探る ～行政サービスの外部化

と指定管理者制度、委託・契約における課題から
●民間化の動向と委託契約手法の変容 ～日本におけるPFIと

指定管理者制度を中心として
●CSRにおける総合評価型入札制度（政策入札）導入の可

能性
【特集2】政策形成過程における参加のデザイン
●参加技法のイノベーション ～科学技術政策とコンセンサ

ス会議

●市民活動への資金支援のあり方 ～かわさき市民公益活動
助成金をはじめとする本市の資金支援施策

●川崎市における地下室マンション問題と条例制定

第19号
平成18（2006）年1月

【特集】川崎発「環境」の現在と未来
●新たな時代に対応した自治体環境政策の課題 ～次世代へ

の責任、持続可能な社会をどうつくるのか
●地域環境から積み上げる循環型社会の姿
●水と緑のまちづくりのための様々な取り組み

●川崎市総合コンタクトセンターについて
●協働による都市景観形成と市民自治の取り組みについて

～「あさお落書き消し隊」の発足から

第20号
平成18（2006）年3月

【特集】川崎のまちが変わる、ひとが動く ～「広域調和のま
ちづくり」と「きめ細やかな身近なまちづくり」

●21世紀のまちづくりの潮流 ～川崎の顔をつくる
●川崎駅周辺における拠点整備事業と都市デザイン
●川崎駅西口再開発事業施設「ミューザ川崎」と市文化施

設「ミューザ川崎シンフォニーホール」の取り組み

●自己決定・自己責任に基づく本市の資金調達のあり方につ
いて

●「かわさき観光振興プラン」の推進 ～非観光地・かわさ
きの挑戦

●川崎市路上喫煙の防止に関する条例の制定について

第21号
平成18（2006）年10月

【特集1】科学技術の成果を地域・市民の手に ～かわさきの
持つポテンシャル、研究開発都市に向けて

●新川崎・創造のもりの現在
●川崎・多摩川イノベーションバレーの形成と羽田空港再拡

張・国際化を活かす国際戦略「神奈川口構想」～「イノベー
ション」の先にある「川崎」

【特集2】未来につなぐ子ども施策の展開
●未来につなぐ子ども施策の展開 ～安心して子育てができ

る環境づくりのための施策
●こども相談窓口の開設
●こども家庭センターが担う課題

【特集3】いま、公立病院に求められる改革とは！

●ホームレス自立支援施策を通じ社会的弱者に優しい街づく
りを

●「かわさき産業ミュージアム」の取り組み

第22号
平成19（2007）年3月

【特集1】市民が主役の地方分権
●区民会議本格実施！ ～参加と協働による地域社会の課題

解決をめざして
●区における総合行政の推進に関する規則の施行 ～地域の

総合行政機関としての区役所をめざして
●区課題解決に向けた取り組みの調整と予算について

【特集2】専門知のストックと継承
●行政における専門知のストックと継承
●自ら主体的にキャリアプランをデザインするシステムの試

行について
●時代の要請に応えられる人材育成

●高津区役所の市民サービス向上への取り組み ～ISOから
「高津区役所サービススパイラルアップ大作戦」へ

●新たな政策評価への挑戦　～「川崎再生ACTIONシステ
ム」の取り組み

第23号
平成20（2008）年3月

【特集】川崎の来た道、進む道
●川崎市における改革の取り組みと今後の方向性
●第２期実行計画の策定について
●区行政改革の推進 ～成果と今後の課題

●政令指定都市川崎市におけるDMAT事業のあり方につい
て

●「保育緊急五か年計画」について
●「カーボン・チャレンジ川崎エコ戦略（CCかわさき）」の

誕生

第24号
平成21（2009）年3月

【特集】グローバル化時代における川崎の国際戦略
●グローバル化時代における川崎の国際戦略を探る ～国際

交流から国際貢献へ
●川崎市知的財産戦略の推進
●かわさき基準（KIS）に基づく福祉産業の振興

●住民投票制度の創設と市民自治の推進
●川崎から北京へ、北京から川崎へ ～健康スポーツ都市へ

の取り組み
●災害時要援護者支援制度について
●高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりに

向けた取り組み

第25号
平成22（2010）年3月

【特集】川崎の自治力 ～分権改革と自治のかたち
●分権改革と自治のかたちを展望する
●区民会議「第二期の現状と課題」
●川崎市自治基本条例に基づく市民自治の推進　
●住民自治組織の現状と課題 ～町内会・自治会の今

●川崎市地球温暖化対策推進条例の制定　
●福祉・介護人材の確保と定着に向けて
●「アルテリッカしんゆり」と文化・芸術を活かしたまちづ

くり
●水道事業における料金制度の見直し
●川崎市議会基本条例の制定と今後の議会改革

第26号
平成23（2011）年3月

【特集】新しい時代にふさわしい自治体像を探る
●第3期実行計画策定の考え方
●区役所分権時代に向けた区計画の策定 ～区役所、区民が

一体となった計画の策定をめざして
●新たな行財政改革プラン（第4次改革プラン）について　

～不断の改革により「持続可能な市民都市かわさき」を実
現

●ライフサイエンス、環境分野の国際戦略　
●川崎市初のPRE戦略を展望する
●権限移譲の現場から ～NPO法人関係事務スタートへの道

のり
●かわさきチャレンジ・3Rの推進
●2011  川崎はその先へ ～川崎駅東口駅前広場再編整備

ʮ̠ࡦใ͔Θ͖͞ʯͷ͋ΏΈ
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特
集

発行号 特集・関連記事 本市の政策展開から

第27号
平成24（2012）年3月

【特集1】新たな「地域の魅力」を活かす
●新たな「地域の魅力」を活かす ～川崎の地域資源とブラ

ンディングを考える
●「川崎市　藤子・F・不二雄ミュージアム」開館
●動き出した京浜臨海部でのライフイノベーション

【特集2】3.11後の川崎
●東日本大震災における対応と今後の本市の防災対策につ

いて
●とどろきアリーナ避難所の管理運営 ～東日本大震災の避

難者を受け入れて
●市民の想いを目に見える形で ～東日本大震災被災者等支

援基金を活用した取り組み

●区役所サービス向上指針の改定
●市税事務所構想　
●セレサモスと地産地消の取り組みについて
●多摩川緑地バーベキュー広場の開設

第28号
平成25（2013）年3月

【特集】指定都市川崎における区のあり方 ～これまでの歩み
とこれからの行方を探る

●区民会議の取り組みと提案の実現に向けて
●地域の子育てを支えるネットワーク
●祝！各区30周年・40周年を記念して

●【防災特集】
・川崎市地域防災計画の見直しについて
・高層集合住宅の震災対策の推進
・ミューザ川崎の「再興」に向けて ～ホール復旧に要した約

2年間
●生田緑地におけるパークマネジメントの展開
●認知症高齢者施策の現状と展開

第29号
平成25（2013）年9月

【特集】市政運営の三本柱に基づくかわさきのまちづくり　
～これまでのおおむね10年間における取り組みと今後の
施策展開に向けて

●新総合計画・川崎再生フロンティアプランに基づくかわさ
きのまちづくりと将来へ向けた展望

●低成長社会における持続的まちづくりと都市経営 ～2000
年代における川崎市

●川崎市自治基本条例とかわさきの市民自治

●川崎駅周辺地区のまちづくり 
●国際社会に貢献する成長戦略の推進
●音楽が育てるまち・かわさき
●川崎市民は映像・映画が好き!?
●アメリカンフットボールを活用したまちづくり
●Jリーグ支援を通じたまちづくり
●地域や社会が子ども・子育てを支える仕組みづくり
●川崎市の強みと特徴を活かした地球温暖化対策の推進

第30号
平成26（2014）年3月

【特集】かわさきの地域力 ～多様な力を紡ぐ取り組み
●町内会・自治会と市民活動団体が連携したまちづくり
●武蔵小杉駅周辺における新たなコミュニティの形成

●京急川崎駅周辺における安全対策
●セーフティネットの底が抜けた！
●高層共同住宅と消防の連携強化の取り組み ～地域特性に

応じた総合的な防災力向上

第31号
平成26（2014）年10月

【特集】市民の「心のふるさと」多摩川とともに歩む ～多摩
川を活かしたまちづくりの考察

●持続可能な川崎へ提言 ～多摩川への関わりを振り返り未
来を展望する

●かわさきの自然とスポーツの融合 ～市民が愛する多摩川
に

●エコシティたかつ」の取り組み ～「流域思考」による「地
球温暖化適応策」と「生物多様性保全」への貢献

●多摩川の歴史・文化の魅力発信とその活用

●生き物たちをつなげよう！ ～生物多様性かわさき戦略の
策定

●市立高等学校改革と川崎高等学校附属中学校の開校

第32号
平成27（2015）年3月

【特集】市民の声を“聴く” ～「対話」と「現場主義」のまち
づくりを目指して

●総合計画策定プロセスにおける多様な「参加」の実践
●区民車座集会を通じた市民との「対話」 
●区民会議4期8年の成果の振り返りと今後の展望　

●スマートシティの推進 ～誰もが豊かさを享受する社会の
実現を目指して

●児童虐待の未然防止および多職種協働、他機関連携によ
るネットワーク強化の取り組み

●川崎市におけるコミュニティ交通の取り組み

第33号
平成27（2015）年12月

【特集】ICTを活用した自治体施策 ～かわさきにおける情報
化の未来

●多様な主体と連携した情報施策
●コンビニエンスストアにおける証明書の交付の開始に向け

た取り組み
●子育て支援アプリ「あさお子育てポータル」実証実験の取

り組み ～子育て支援の情報を探しやすく

●川崎市の保育所待機児童対策の取り組み
●市立中学校完全給食実施に向けた取り組み
●かわさき市政だよりリニューアル
●幸区役所新庁舎竣工に思うこと

第34号
平成28（2016）年3月

【特集】地域で支えるまちづくり
●地域で支えるまちづくり ～地域包括ケアシステム構築に

向けた重要な視点
●川崎市における地域包括ケアシステム構築に向けたビジョ

ンづくり
●かわさき健幸福寿プロジェクト（要介護度の維持・改善）

の取り組み
●医療と介護の連携による在宅医療の推進

●「プロボノ」を活用した新しい地域の仕組みづくり
●知的財産を活用した川崎モデルによる中小企業支援
●川崎の魅力を発信するスタジアム ～等々力陸上競技場メ

インスタンド整備

ʮ政策ใかΘ͖͞ʯͷόοΫφϯόʔ
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年 月 川崎市の動き 国内外の動き

平成8（1996）年

4月

5月
7月

10月
11月
12月

・てくのかわさき（川崎市生活文化会館）がオープン
・「2010プラン・第２次中期計画」を発表
・市職員採用試験「国籍条項」撤廃（消防士を除く）
・沖縄県那覇市と友好都市提携
・かわさき市民放送（FM K-City）スタート
・韓国・富川市と友好都市提携
・「川崎臨海部再編整備の基本方針」を発表
・外国人市民代表者会議がスタート
・川崎公害訴訟で原告と企業・団体の間で14年ぶりの和解が成

立

※平成７年地方分権推進法成立
・住宅金融専門会社（住専）の処理問題
・アトランタ五輪開催
・国連総会にて包括的核実験禁止条約（CTBT）採

択
・原爆ドームが世界遺産になる

平成9（1997）年

1月
2月
3月

4月

6月
8月
9月

10月
11月
12月

・多摩区総合庁舎がオープン
・岩手県東和町と災害時の相互応援協定を締結
・市立看護専門学校が閉校
・川崎市自主防災組織連絡会議が設立
・かわさき健康都市宣言
・市が機構改革を実施し、13局1室から10局に再編。初の女性局

長の誕生
・加瀬ふれあいの広場が完成
・ハロー・ウィメンズ110番を開設
・溝口駅前再開発ビル「ノクティ」がオープン
・川崎市長選挙、高橋清市長が3選
・技能・技術者5人を第１回「かわさきマイスター」に認定
・東京湾アクアラインが開通

・秋田新幹線（盛岡駅～秋田駅間）開業
・消費税5％にアップ
・香港がイギリスから中国に返還
・長野新幹線（高崎駅～長野駅間）開業
・三洋証券、北海道拓殖銀行、山一證券破綻
・地球温暖化防止京都会議開催（京都議定書の制

定）

平成10（1998）年

1月
3月
4月
5月

6月
7月

8月
9月

10月

12月

・福祉のまちづくり条例がスタート
・川崎河港水門が国の登録有形文化財に指定される
・川崎ファズ物流センターが東扇島に開業
・テーマパーク「手塚ワールド」の建設候補地を川崎臨海部に絞

る
・豪ウーロンゴン市との姉妹都市提携10周年
・「ふれあい館」設立10周年
・「市地方分権推進研究委員会」が発足
・多摩川水上バスの暫定運航を開始
・ＪＲ武蔵溝ノ口駅南北自由通路と橋上駅舎の利用開始
・全7区の「区づくり白書」が出揃う
・地球温暖化防止に向けた行動計画を策定
・末期医療や地域在宅医療を行う「かわさき総合ケアセンター」

を開設
・市生涯学習プラザがオープン

・地方分権推進計画（閣議決定）
・かながわ・ゆめ国体が開催
・長野冬季オリンピック開催

平成11（1999）年

2月
4月
5月
6月
7月
9月

10月

12月

・低未利用地対策の基本方針を発表
・市民生活最優先の「新・中期計画」を発表
・東京高裁で川崎公害訴訟和解が成立。17年ぶり全面決着
・第2次行財政改革実施計画を発表。
・米ボルチモア市との姉妹都市提携20年
・男女共同参画センター（すくらむ21）がオープン
・要介護認定スタート。
・岡本太郎美術館がオープン
・2000年へのカウントダウン、記念イベント開催

・第2次地方分権推進計画（閣議決定）
・地方分権一括法成立
・地域振興券の利用始まる
・世界の人口が60億人を突破
・マカオがポルトガルから中国に返還

平成12（2000）年

3月
4月

5月
6月
7月

11月

・川崎球場が閉鎖
・居住支援制度がスタート
・川崎市立病院新外来棟が全面オープン
・「わくわくプラザ」モデル事業を実施
・児童虐待防止センターを開設
・創造のもりに慶應義塾大学が「Ｋ2タウンキャンパス」をオー

プン
・英シェフィールド市との友好提携10周年
・市の人口が125万人を突破

・介護保険制度がスタート
・西暦2000年問題
・九州・沖縄サミット開催
・シドニー五輪開催

平成13（2001）年

1月
6月

9月

10月
12月

・「人権施策推進指針」を公表
・全国初となる「人権オンブズパーソン条例」制定
・「男女平等かわさき条例」制定
・「川崎市市民活動支援指針―市民との協働のまちづくりのため

にー」を策定
・川崎市長選挙、阿部孝夫氏が初当選
・宮前の身体障害者療護施設（れいんぼう川崎）を両陛下が訪問

・省庁再編、独立行政法人制度の導入
・USJ（ユニバーサルスタジオジャパン）開園
・ディズニーシー開園
・アメリカ同時多発テロ事件発生
・確定拠出年金法施行
・皇太子夫妻の長女・愛子内親王がご誕生
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年 月 川崎市の動き 国内外の動き

平成14（2002）年

3月
4月

4・6月
5月

5・6月

7月
9月

11月

・向ヶ丘遊園が遊園地として最後の営業を行い閉園
・指定都市移行30周年
・「小児急病センター」を市内2ヵ所に開設
・人権オンブズパーソン制度がスタート
・旧向ヶ丘遊園のばら苑を「生田緑地ばら苑」として一般に無料

開放
・収支見通しの試算に基づき「財政危機宣言」を行う
・「行財政改革プラン」を策定
・川崎駅東口に大型商業施設「ラ・チッタデッラ」がオープン

・経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002
（閣議決定）

・欧州の単一通貨「ユーロ」の流通を開始
・ソルトレイクシティ五輪開催
・サッカーＷ杯日韓大会開催
・住民基本台帳ネットワーク稼働
・北朝鮮の拉致被害者５名が帰国

平成15（2003）年

2月
3月
6月

7月

8月

9月

11月

・かわさき新産業創造センター（KBIC）設立
・「川崎市医療情報システム・かわさきのお医者さん」を導入
・市の全事業を対象とした新たな評価制度（川崎再生ACTION

システム）を発表
・「多選自粛条例」制定
・高津区に「子ども夢パーク」がオープン
・市住民基本台帳ネットワークが本格稼動。住基カードの発行開

始
・京急川崎駅前に大規模商業施設「ＤＩＣＥ（ダイス）」がオープ

ン
・産学公民連携による「川崎臨海部再生リエゾン推進協議会」が

発足
・高津区役所が品質マネジメントの国際規格「ISO9001」の認

証を取得

・経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003
（閣議決定）

・イラク戦争勃発
・新型の急性肺炎ＳＡＲＳの感染がアジアから世界

へ拡散
・さいたま市が指定都市へ移行
・個人情報保護法が成立
・ＮＨＫ、民放で地上デジタル放送始まる
・戦後初となるイラクへの自衛隊国外派遣

平成16（2004）年

4月

5月

7月

9月

9・10月
10月
12月

・市の人口が130万人を突破
・「音楽のまち・かわさき」が民間主導でスタート
・野宿生活者の緊急一時宿泊施設として「愛生寮」を川崎区に開

所
・市制80周年
・「ミューザ川崎シンフォニーホール」がオープン
・かながわサイエンスパークがテクノハブイノベーション川崎（Ｔ

ＨＩＮＫ）を開設
・かわさき市民活動センターが「かわさき市民公益活動助成金制

度」を新設
・「ホームタウンスポーツ推進パートナー」を認定
・川崎フロンターレがＪ１昇格とＪ２優勝を決める
・「るるぶ川崎市」発行
・小田急多摩線に「はるひの駅」誕生
・「自治基本条例」制定

・経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004
（閣議決定）

・アジア各地で鳥インフルエンザが猛威を振るう
・市民参加の裁判員法が成立
・紀伊山地の霊場と参詣道が世界文化遺産に登録
・アテネ五輪開催、金メダル16個を獲得
・新潟県中越地震が発生
・一万円札福沢諭吉他の新札発行
・インドネシア・スマトラ島沖地震が発生

平成17（2005）年

1月
3月

4月
10月
11月

12月

・多摩区役所が「ISO9001・2000年版」の認証を取得
・「新総合計画・川崎再生フロンティアプラン」第１期実行計画

および「第2次行財政改革プラン」を策定
・宮前区長や病院事業管理者に初めて民間人を起用
・川崎市長選挙、阿部孝夫市長が再選
・総合コンタクトセンター「サンキューコールかわさき」がスター

ト
・指定管理者制度の導入に向けた公募を実施し、160施設の選定

結果を発表
・「路上喫煙の防止に関する条例」制定

・経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005
（閣議決定）

・愛知県で愛知万博「愛・地球博」開催
・静岡市が指定都市へ移行
・兵庫県尼崎市でJR福知山線脱線事故が発生
・知床が世界自然遺産に登録
・郵政民営化の関連法成立
・日本の総人口が初めて減少し、約1億2777万人

に
・気候変動枠組条約（京都議定書）発効
・個人情報保護法全面施行

平成18（2006）年

1月

2月
3月
4月
6月

7月
9月

12月

・国内の自治体として初めて、国連「グローバル・コンパクト」
への参加を表明

・市立多摩病院が開院
・「区民会議条例」制定
・鷺沼プール跡地に「カッパーク鷺沼」がオープン
・登戸駅、南北自由通路およびペデストリアンデッキ等が本格供

用を開始
・各区で第1期区民会議がスタート
・ＪＲ川崎駅西口に大型複合商業施設「ラゾーナ川崎プラザ」が

オープン
・「パブリックコメント手続条例」制定

・地方分権改革推進法成立
・トリノ五輪開催
・堺市が指定都市へ移行
・気象庁が緊急地震速報の運用を開始
・秋篠宮家に悠仁親王ご誕生
・耐震強度構造計算書偽造が発覚、川崎市内のマ

ンションも被害

平成19（2007）年

3月

4月
6月
7月

10月

・ＪＲ南武線・小田急線、開業80周年
・電子メール配信サービス「メールニュースかわさき」運用開始
・昭和音楽大学、新百合ヶ丘キャンパス開校
・「川崎市行政サービス端末」稼働
・アメフトＷ杯2007 川崎大会開催、優勝は米国、日本準優勝
・リエカ市との姉妹都市提携30周年
・区役所窓口、毎月第2・第4土曜日の開設スタート
・「川崎市アートセンター」が新百合ヶ丘にオープン

・社会保険庁の年金記録問題が発覚
・新潟市、浜松市が指定都市へ移行
・国民投票法が成立
・石見銀山遺跡が世界文化遺産に登録
・新潟県中越沖地震が発生
・郵政民営化へ移行。日本郵便（株）など発足
・サブプライムローン問題を発端に世界金融危機

発生
・団塊世代の大量退職が始まる
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年 月 川崎市の動き 国内外の動き

平成20（2008）年

2月
3月
4月

5月

6月
6・9月

7月

・「カーボンチャレンジ川崎エコ戦略（ＣＣかわさき）」を策定
・第2期実行計画及び「新行財政改革プラン」を策定
・全国初のホテルとの複合施設として新「中原消防署」開庁
・市内初の大型農産物直売所「セレサモス」がオープン
・「東扇島東公園」がオープン、市内の砂浜が約50年ぶりに復活
・中華人民共和国・胡錦濤国家主席が市内の環境先進技術を視

察
・全国初の常設・選挙同日実施型の「住民投票条例」制定
・「日本陸上競技選手権大会」「セイコースーパー陸上2008川崎」

開催
・各区で第2期区民会議スタート
・「映像のまち・かわさき推進フォーラム」設立、地域連携により

取組を推進

・後期高齢者医療制度が運用開始
・中国・四川大地震が発生
・秋葉原通り魔事件が発生
・北海道・洞爺湖サミット開催
・北京五輪開催
・米証券会社リーマン・ブラザーズの経営破たん

で金融危機拡大

平成21（2009）年

2月
4月

4・5月
5月
6月
7月

10月
12月

・「川崎国際環境技術展」を初開催
・市立川崎病院 ＮＩＣＵ（新生児集中治療管理室）が８年ぶり再

開
・市の人口が140万人を突破
・新たな中原市民館・市民活動センターが開館
・川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）を初開催
・有馬・野川生涯学習施設「アリーノ」がオープン
・「議会基本条例」制定
・「ミューザ川崎シンフォニーホール」開館5周年記念式典開催
・ 市内における災害医療派遣チーム「川崎ＤＭＡＴ」発足
・川崎市長選挙、阿部孝夫市長が３選
・「地球温暖化対策の推進に関する条例」「地区まちづくり育成条

例」制定

・地方分権改革推進計画（閣議決定）
・米国大統領にオバマ氏就任
・岡山市が指定都市へ移行
・裁判員制度が運用開始
・第45回衆議院総選挙で、民主党が大勝し、民主・

社民・国民連立政権発足

平成22（2010）年

2月

3月

4月
7月

10月

・毎日映画コンクール表彰式をミューザ川崎シンフォニーホール
で初開催

・聖マリアンナ医科大学病院が「総合周産期母子医療センター」
を開設

・ＪＲ横須賀線武蔵小杉駅が開業
・東扇島東公園「かわさきの浜」で潮干狩りが解禁
・各区で第3期区民会議スタート
・羽田空港の国際化と24時間運用の本格化
・「地方分権の推進に関する方針」を策定
・高速川崎縦貫線（殿町～大師ジャンクション）が開通

・日本航空が会社更生法を適用し破たん
・バンクーバー五輪開催
・相模原市が指定都市へ移行
・小惑星探査機「はやぶさ」帰還
・広島平和式典に米大使などが初めて参列
・東北新幹線（八戸～新青森間）開業
・日本の名目ＧＤＰ、中国に抜かれ世界第3位に
・ギリシャ経済危機

平成23（2011）年

3月

4月

7月

8月

9月

11月

12月

・全市で「ミックスペーパー」、南部３区で「プラスチック製容器
包装」の分別収集開始

・東日本大震災発生、計画停電など市内でも大きな影響。「ミュー
ザ川崎」にも被害

・第3期実行計画と「新たな行財政改革プラン」を策定
・川崎駅東口駅前広場がリニューアル
・日本初の映画専門の大学として「日本映画大学」が麻生区に開

学
・臨海部に実験動物中央研究所の「実中研　再生医療・新薬開

発センター」が開所
・臨海部に「かわさきエコ暮らし未来館」がオープン
・日本最大級の浮島太陽光発電所（メガソーラー）が運転開始
・「ドラえもん」などの原画を展示する「川崎市藤子・Ｆ・不二雄

ミュージアム」がオープン
・「モントルー・ジャズ・フェスティバル・イン・かわさき」を初

開催
・京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区指定

・国と地方の協議の場に関する法律成立
・第1次一括法成立（義務付け・枠付けの見直し）
・第2次一括法成立（義務付け・枠付けの見直し、

都道府県から市町村への権限移譲）
・東日本大震災が発生。福島第一原子力発電所事

故
・九州新幹線が全線開業
・小笠原諸島が世界自然遺産に、平泉が世界文化

遺産に登録
・サッカー女子Ｗ杯ドイツ大会で日本代表が初優

勝
・地上アナログテレビ放送終了
・北アフリカ、中東諸国の民主化運動「アラブの春」

が進行
・世界人口が70億人を突破

平成24（2012）年

4月

6月

7月

10月
12月

・指定都市移行40周年
・最新鋭のプラネタリウムを導入した「かわさき宙（そら）と緑

の科学館」がオープン
・かわさき新産業創造センター新館「NANOBIC（ナノビック）」

供用開始
・重症患者救急対応病院として川崎幸病院開業
・寄附金控除の対象となるＮＰＯ法人の条例指定制度を導入
・各区で第4期区民会議スタート
・川崎商工会議所の新会館（川崎フロンティアビル）が完成
・ザルツブルク市、リューベック市との友好都市提携20周年
・臨海部に「川崎生命科学・環境研究センターLiSE」が完成
・川崎駅北口自由通路の整備に向けて、市とJR東日本で施行協定

締結

・熊本市が指定都市へ移行
・東京スカイツリーが開業
・ロンドン五輪開催、最多数のメダルを獲得
・「NASA」無人探査車が火星に着陸
・第46回衆院総選挙で自民党が大勝、民主党が敗

北し政権交代
・笹子トンネル天井板落下事故発生
・竹島、尖閣諸島の領有権問題が顕在化

˗2�ؒͷओͳͰ͖͝ͱ
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集

年 月 川崎市の動き 国内外の動き

平成25（2013）年

1月

3月
4月

5月
10月

・国立医薬品食品衛生研究所・実験動物中央研究所、市との連携・
協力に関する基本協定書の締結

・殿町国際戦略拠点「キング スカイフロント」まちびらき
・「ミューザ川崎シンフォニーホール」がリニューアルオープン
・大田区と産業連携に関する基本協定締結
・「川崎市『特別自治市』制度の基本的な考え方」を策定
・「東海道かわさき宿交流館」オープン
・川崎市長選挙、福田紀彦氏が初当選

・第3次一括法成立（義務付け・枠付けの見直し、
都道府県から市町村への税源移譲）

・アルジェリア人質拘束事件発生
・ＴＰＰ交渉に日本が正式参加
・歌舞伎座がリニューアルオープン
・インターネット選挙運動解禁
・2020年オリンピックの東京開催が決定

平成26（2014）年

1月

3月
4月

7月
10月

・市長が直接市民の意見を聞く「区民車座集会」がスタート
・市人口145万人突破
・武蔵小杉駅に新たな駅前広場が誕生
・市立川崎高等学校を市内初の公立中高一貫教育校へ再編、附

属中学校開校
・市制90周年を迎える 
・川崎市と横浜市が相互連携する全国初の「待機児童対策に関す

る連携協定」を締結

・第４次一括法成立（国から地方、都道府県から
指定都市への権限移譲）

・「地方分権改革の総括と展望」取りまとめ
・ロシア（ソチ）で第22回冬季オリンピック開催
・ロシアがクリミア自治共和国を編入
・消費税率8％に引き上げ

平成27（2015）年

3月

4月

5月

11月

・橘樹官衙遺跡群が川崎市初の国史跡に指定
・川崎富士見球技場（富士通スタジアム川崎）リニューアル
・等々力陸上競技場メインスタンド供用開始
・人口が政令指定都市で7位に
・保育所待機児童数のゼロを実現
・幸区役所新庁舎がオープン
・セイコーゴールデングランプリ陸上2015川崎開催
・さいか屋川崎店が閉店
・新しいジャズフェスティバル「かわさきジャズ2015」開催

・第5次一括法成立（国から地方、都道府県から指
定都市などへの権限移譲、義務付け・枠付け見
直し）

・北陸新幹線（東京～金沢間）開業
・大阪都構想が住民投票で否決
・改正公職選挙法が成立。選挙年齢が18歳以上に
・米とキューバが54年ぶりに国交を回復
・安全保障関連法案が成立
・フランスのパリ中心部で同時多発テロが発生
・第21回気候変動枠組条約締約国会議（COP21）

でパリ協定2015を採択

平成28（2016）年

3月

4月

5月
6月

9月
10月
11月

・ＪＲ南武線新駅の「小田栄駅」が開業
・川崎市総合計画、川崎市行財政改革プログラムを策定
・地域包括ケアシステムの構築のため全区役所に「地域みまもり

支援センター」を設置
・セイコーゴールデングランプリ陸上2016川崎開催
・中原区の人口が川崎市の行政区で初めて25万人を突破。「住み

たい街ランキング2016」では武蔵小杉が３位に
・藤子・Ｆ・不二雄ミュージアムが開館5周年
・川崎市役所本庁舎さよならイベントを開催。78年の歴史に幕
・川崎市イクボス宣言

・第６次一括法成立（国から地方、都道府県から
指定都市などへの権限移譲、義務付け・枠付け
見直し）

・マイナンバー制度スタート
・北海道新幹線（新青森～新函館北斗間）開業
・熊本地震発生
・米オバマ大統領、現職の米大統領として初めて

広島を訪問
・英国民投票「EU離脱」決定
・リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック

開催
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「成長」と「成熟」の調和による持続可能な「最幸のまち かわさき」をめざして特集2

総務企画局都市政策部企画調整課　担当係長　 山井　康明
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平成28（2016）年3月、川崎市は、「川崎再生フロン
ティアプラン（平成17（2005）年3月策定）」に続く、
新たな総合計画として「川崎市総合計画」を策定した。

総合計画は、地方自治体の行政運営にとって、「背骨」
にも例えられるものであり、的確な時代認識に基づき、
社会をより良くするために進むべき正しい目標を定め
るとともに、効果的・効率的に目標を達成する手段を
表す必要がある。

世界的にも、格差や紛争が広がり、先進国の成長率
が鈍化する中で、社会をより良くするための「正解」
が見えにくい状況となっている。同様に、少子高齢化
が急速に進む、我が国や地方自治体を取り巻く状況も
大変厳しいものと考えられる。

このような中で、市が目指す目標や達成手段につい
て、幅広いコンセンサスを得ることは大変困難な作業
であり、私たち職員にとっても大きな「挑戦」であった。

本稿では、「川崎市総合計画」の策定経過や、内容
を、その特徴に触れながら概説するとともに、平成29

（2017）年度からはじまる第2期実施計画策定に向け
て、重要となる視点をいくつか挙げていきたい。

̎ɹࡦఆܦա

平成25（2013）年11月に就任した福田紀彦川崎市長
は、「対話」と「現場主義」を市政運営の基本姿勢に
掲げた。

この基本姿勢に基づき、新たな総合計画においても、
市民活動や企業活動の現場からの問題提起や、行政
サービスの最前線での具体的な課題を踏まえながら計
画策定を進められるように、さまざまな立場の方々の
意見を丁寧に聴き取ることを重視して策定プロセスを
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進めた。
具体的には、素案をつくる段階から、無作為抽出の

市民によるワークショップや区民祭等のイベントの場
の活用など、多様な手法を積極的に導入し、市民参加
の機会を多く設けた。

以下、主なものを紹介する。
①無作為抽出した市民による「川崎の未来を考える市

民検討会」（参加者180人（7区合計））
本市としては初の無作為抽出による区民ワーク

ショップであり、「ワールドカフェ（リラックスした雰
囲気の中で、広く多様な意見を集める目的で採用）」
及び「グループワーク（専門のファシリテーターが進
行して、議論を深く掘り下げる目的で採用）」の2つの
手法を用いて、区ごとにテーマ設定をして意見交換を
行った。

②総合計画市民検討会議（参加者21人、全体会5回、
部会3回）
市民検討会議は、公募を含む市民21人とコーディ

ネーター（学識経験者）1人の計22人で構成され、「自
分・家庭でできること」（自助）、「地域でできること」（共
助）、「行政が行うべきこと」（公助）という3つの区分
を設定し、主な政策分野ごとに課題と対応策を検討し
た。

どの回も、市民のエネルギーを感じさせる熱心な議
論が交わされた。議論の成果については、検討に活か
すとともに、その中から、市民が自ら取り組むべきこ
ととして、直接、市民の皆さんに提案し、呼びかける
ことがふさわしいと考えられる意見を、「市民から市民
へのメッセージ」としてとりまとめ、総合計画に掲載
した。策定に関わった市民の熱い思いがつまったメッ
セージとして冊子に掲載しているので参照していただ
きたい。

③総合計画有識者会議（各分野に専門性を有する有
識者6人により構成、会議6回、ラウンドテーブル2回）
専門的な見地から意見や助言をいただく場として開

催、各政策分野の重点テーマを中心に検討を行った。
また、並行して、新たなアイデア等を創造する場とし
て、ゲストアドバイザー等を招いた「ラウンドテーブル」
を開催した。

④その他の取り組み
○区民祭の場等を活用した市民意見の聴取（参加

者7区合計8,289人）
○川崎の未来を考える市民フォーラム（参加者約

300人）
○出前説明会（合計102回、参加者1,854人）
○市民車座集会（参加者約200人）

以上のように、市民、関係団体、市内企業、有識者
など、たくさんの方々による熱心な議論の積み重ねか
ら、川崎市の新たな総合計画は生まれた。
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（1）計画策定の趣旨
「川崎市総合計画」は、これからの本市の目指す姿

やまちづくりの方向性、実現に向けた具体的な取り組
み等を示す、市政運営の基礎となる総合的な計画であ
る。

国や多くの地方自治体が人口減少に転じ、地方創生
が課題となっている中で、本市は、利便性の高い生活
都市として、また将来性のある産業の振興、文化・芸
術やスポーツのまちとして発展を続けている。

一方で、本市においても、今後の人口減少への転換
や、少子高齢化のさらなる進行が見込まれるほか、都
市インフラの老朽化や、産業経済を取り巻く環境変化
など、将来を見据えて乗り越えなければならない課題
が山積している。

また、少子高齢化の進行に伴う社会保障関連経費
の増大など、財政状況は厳しい見通しとなっている。

このような状況の中にあっても、子どもたちの笑顔
があふれ、高齢者や障害者等、誰もが社会に貢献しな
がら生きがいを持つことができ、同時に産業都市とし
て力強く発展し続ける、そのような「成長」と「成熟」
が調和し、誰もが幸せを感じられるまちを実現するた
めの市政運営の指針とすべく、総合計画を策定した。

なお、計画策定に当たっては、前述のような社会経
済状況の中で、「将来を見据えて乗り越えなければな
らない課題」にいち早く対応するとともに、交通・物
流の利便性や先端産業・研究開発機関の立地など「積
極的に活用すべき川崎のポテンシャル」を最大限に活
用し、国の成長戦略や東京2020オリンピック・パラリ
ンピックなど「新たな飛躍に向けたチャンス」を的確
に捉えていくことを基本認識として検討を進めた。

（2）計画期間と構成～3層構造～
「川崎市総合計画」は、社会経済状況の変化等に柔

軟に対応していくため、「基本構想」、「基本計画」、「実
施計画」の3層構造を採用している。

また、合わせて、中長期的な課題等を踏まえて、効
果的な取り組みの考え方を明らかにするため、「かわさ
き10年戦略」を設定した。

①基本構想
今後30年程度を展望し、本市が目指す都市像や、

まちづくりの基本目標、5つの基本政策を定める。

川崎市基本構想
■めざす都市像
「成長と成熟の調和による持続可能な最幸のまち 
かわさき」

■まちづくりの基本目標
「安心のふるさとづくり」
「力強い産業都市づくり」

②基本計画
今後概ね10年間を対象として、「基本構想」に定め

る5つの基本政策を体系的に推進するために、23の政
策及びその方向性を明らかにする。

③実施計画
基本構想や基本計画に定めるビジョン・方向性に基

づき、中期の具体的な取り組みを定めるもので、計画
期間を4年間（第1期のみ2年間）とする。

④かわさき10年戦略
基本構想に掲げる「めざす都市像」等を実現するた

めに、中長期的な課題等を踏まえながら、「成長」と「成
熟」のまちづくりに向けて、重点的・分野横断的に進
める取り組みを整理して掲載したものである。

まちに活気や活力をもたらす「成長」、市民に安心
やうるおいを与え、まちに対する愛着を育てる「成熟」、
成長と成熟の好循環を支える「基盤」づくりの3つの
視点で、7つの戦略を設定している。

「川崎市総合計画」について、詳細は、本市ホームペー
ジを参照していただきたい。
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◆「川崎市総合計画」
（http://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000075895.html）

̐ɹʮ࡚ࢢ૯߹ܭըʯͷ特

本市の新たな総合計画は「何を重視してつくられた
のか」―――ここではその考え方が表れていると思わ
れる特徴を3点挙げてみたい。

（1）実施目的が明確で、進行管理がしやすい計画
一つ目の特徴は、取り組みの実施目的（何のために

行うのか）を明確にするとともに、取り組みの進捗状
況（どこまで進んだのか）及び効果（その結果どうなっ
たのか）をしっかりと管理・評価し、市民にわかりや
すく伝えることを重視した進行管理の仕組みを導入し
たことである。

具体的には、取り組みの目標とその成果を可視化す
るため、「市民の実感に基づく指標（市民の実感指標）」
および「市の取組の効果を表す指標（成果指標）」を
設定し、計画の達成状況等を適切に進行管理すること
で、課題や改善点を明確化し、PDCAサイクルがより
一層効果的に機能する仕組みである。

将来、人口減少社会を迎えようとしている中、限ら
れた財源や人員を有効に活用し、さらなる市民サービ
スの向上を図るとともに、市民満足度を高めていくこ
とがこれまで以上に求められている。

また、総合計画をはじめとする行政計画は、実行を
伴ってはじめて市民サービスの向上につながるものと
なる。そのため、市民にもわかりやすい形で計画の進
捗を管理・評価し、取り組みの実行・改善につなげて
いく仕組みは、計画の推進に不可欠なものである。

以下、本市の進行管理の仕組みを簡潔に紹介する。

①政策に関する効果の測定（「市民の実感指標」の設定）
政策体系のうち、本市が目指すべきまちづくりの方

向性や目的を示す「政策」に、市民の満足度等の市民
の実感に基づく指標（市民の実感指標）を設定し、市
の取り組み等の結果により、市民満足度がどの程度向
上したのかを測ることで、市民目線での施策等の推進
につなげる。

②施策に関する評価（「成果指標」の設定）
政策を実現するための方策である「施策」に、市民

生活がどう変わるのかなどの視点による目標（直接目
標）と、その目標に基づく市の取り組みの効果を表す
指標を効果的に設定し、達成状況を適切に把握した上
で、課題や改善点を明確化することにより、適切な事
務事業等の見直しや次期計画への着実な反映を図る。

③事務事業に関する評価
施策を実現させるための具体的な手段である「事務

事業」については、数値目標等を中心に、事業の実施
結果の達成度を把握するとともに、施策全体の推進に
寄与しているかを確認し、事業の必要性や有効性、効
率性などを客観的に評価することで、着実な進行管理
を行う。

④外部評価
内部評価結果の市民への分かりやすさを重視した

評価の仕組みと合わせて、市民や有識者の参画によ
り、市民目線・専門的視点で、内部評価結果の公正性、
適正性、妥当性等の検証を行うとともに、より効率的・
効果的に施策を推進していくための評価を実施する。

（2）市民にわかりやすく、伝わりやすい計画
総合計画は、行政にとっては、取り組み内容を体系
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的かつ計画的に整理した市政運営の礎となるものであ
るが、同時に、地域で活動する市民や団体、企業等、
さまざまな主体が連携して、共に、さらに住みやすい
川崎をつくっていけるように、本市の課題や目指すま
ちの姿を共有するためのツールでもある。

そのため、総合計画は、政策体系に沿って計画期
間の取り組み内容を体系的にしっかりと示しながらも、
市民等の行政以外の立場の方々にとってもできるだけ
わかりやすく、伝わりやすいものでなくてはならない。

二つ目の特徴として、わかりやすさ、伝わりやすさ
を重視した計画という点が挙げられる。

①「政策体系」の簡素化
前総合計画において、5階層であった政策体系を、

新たな総合計画においては、「基本政策（第1階層）」「政
策（第2階層）」「施策（第3階層）」「事務事業（第4階層）」
の4階層に整理した。

また、関連する施策・事業を体系上複数の箇所に
位置づけるいわゆる「再掲」を廃止するとともに、そ
のことで表現しにくくなる横断的な施策等については、

「分野別計画」等で定めることと整理するなど、簡素
化を図り、わかりやすさを向上させた。

②「重点戦略」の明確化
「実施計画」と合わせて、前述の「かわさき10年戦略」

を設定したことも、計画をわかりやすく伝える取り組
みの一つである。

73の「施策」と600を超える「事務事業」が政策
体系に位置づけられ、短期間の取り組みを示す「実施
計画」では十分に表現しきれない、中長期的な課題を
踏まえた重点的・戦略的な取り組みを、政策体系とは
別に整理してまとめることで、将来を見据えて中期的
に目指す方向性や取り組み内容をわかりやすく伝える
とともに、民・産・学など多様な主体と一体となった
まちづくりを促進することをねらいとしたものである。

③掲載事業を市民生活に影響の大きいものに精選
600を超える事務事業の中から、市民生活に影響の

大きいものを精選し、冊子に掲載することでわかりや
すさを向上させるとともに、データや写真、イメージ
図、イラストレーター書き下ろしのイラスト等を用い
て、市民に伝わりやすい構成とするなど、「伝わること」
を意識して計画のつくりについてもさまざまな工夫を
施している。

（3）最適な資源・財源の配分による効率的・効果的
で実行性の高い計画行政の推進

めざす都市像を実現するためには、「実施計画」に
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定める具体的な取り組みが、計画どおり確実に実行さ
れることが必要である。

第三の特徴として挙げられるのが、より実行性を高
めるため、前述の進行管理の仕組みと合わせて、「実
施計画」の中で、年度ごとの取り組み内容を、事務事
業レベルで、活動量も含めてできるだけ具体的に定め
るとともに、合わせて計画期間における施策実行に必
要な事業費を「計画事業費」として集計し、中長期的
な収支状況を示した「収支フレーム」と合わせて公表
したことである。これにより、財源の裏づけのある具
体的な取り組みを年度ごとに詳しく実施計画に位置づ
けることができている。

また、総合計画策定に当たっては、「必要な施策・
事業の着実な推進」と、「持続可能な行財政基盤の構
築」の両立を図るため、本市の行財政改革の指針とな
る「行財政改革プログラム」、及び財政運営の指針と
なる「今後の財政運営の基本的な考え方」と一体で
検討を進めた。計画の推進を支えるこれらの指針を一
体で検討することにより、計画の実行性を確保してい
るのである。

両指針について、詳細は、市ホームページを参照し
ていただきたい。
◆「行財政改革プログラム」

（http://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000075901.html）
◆「今後の財政運営の基本的な考え方」

（http://www.city.kawasaki.jp/230/page/0000075828.html）

̑ɹޙࠓͷऔΓΈ
ʙ2ܭࢪ࣮ظըࡦఆʹ͚ͯʙ

平成29（2017）年度は、川崎市総合計画の第2期実
施計画（計画期間　平成30（2018）年度から平成33

（2021）年度）の策定年度である。
中長期的な視点で計画を推進するためには、これま

で述べてきたさまざまな仕組みを活用しながら施策・
事業を進めるとともに、これからの課題を踏まえつつ、
次の計画期間に向けた検討を進めていかなくてはなら
ない。

そこで、次期実施計画の策定を進めるに当たって重
要と思われる視点をいくつか挙げてみたい。

（1）川崎のポテンシャルを最大限に活かす
限られた経営資源の中で、これから本市が直面する

課題を乗り越え、「最幸のまち かわさき」を実現する
には、持てる資源をいかに活用できるかが大きな課題
となる。

幸い本市には、首都圏の中心に立地する恵まれた立
地条件のほか、充実した交通ネットワーク、先端産業・
研究開発機関の集積、豊富な文化・芸術資源等、優
れたポテンシャルがある。

また、地域には、社会貢献活動に積極的に取り組む
ボランティアやNPO、企業などが数多く存在している。

社会経済状況が大きく変化していく中で、地域の防
災力の向上や、高齢者の生活支援、まちを挙げての東
京2020オリンピック・パラリンピックに向けた取り組
みなど、今まさに対応が求められている地域課題は、
その多くが行政によるサービスの提供だけで解決でき
るものではなくなっている。

そのため、今後の行政に求められる機能として、市
民・団体による主体的な取り組み、企業等の協力を促
すことや、さまざまな地域資源をつなぎ合わせて、効
果的な取り組みを生み出すことが重要となるであろう。

そして、職員としては、まず地域のこと（地形やま
ち並み、交通事情、立地企業、そこで活動している人材・
団体、起きている問題など）をよく知る意識を持つこと、
合わせて、関係する部門がどんな事業に取り組んでい
るかを幅広く把握することが大切ではないか。

地域の課題、地域の人材・資源と、行政が提供し
ているものを知ってはじめて、それらをつなぎ合わせ、
新たな解決策の発案や、価値創出の可能性を高められ
るからである。

以上を踏まえ、第2期実施計画策定に当たっては、
地域の課題や各局区の取り組み状況などを丁寧に把握
するとともに、積極的に情報の共有を図ること、組織
の枠を超えた課題解決を促進することを重視した検討
を進めていきたい。

（2）持続可能な市政運営の確保
平成29（2017）年度予算の状況を見てみても、市税

収入の増が見込まれている一方で、消費税率引き上げ
の延期や、県費負担教職員の給与費負担の移管等が
収支の状況に大きな影響を与えるなど、本市の財政状
況は、総合計画策定時に比べ、明らかに厳しさを増し
ている。

厳しい財政状況の中で、いかに、安定的に市民サー
ビスを提供しながら、新たな課題に対応していくかが
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引き続き課題となる。
道路、橋りょう、上下水道施設などの老朽化した都

市インフラの補修や、都市間競争が激しさを増す中で
の保育ニーズへの対応など直ちに対応しなくてはなら
ない課題に迅速に対応しながら、超高齢社会の到来を
見据えた地域包括ケアシステムの構築など、将来に向
けて中長期的に計画的に取り組まなくてはならない課
題に的確に対応していくには、これまでの取り組みの
見直しが不可欠である。政策の効果に着目し、より効
果的な取り組みに資源を集中させ、効果の低い取り組
みは縮小・廃止するなど、選択と集中、資源の最適化
を徹底する必要がある。

そのため、職員一人ひとりが、「この取り組みにより、
市民にとって何がどれだけ良くなっただろう」「この取
り組みが、本質的な課題の解決にどれだけ貢献しただ
ろう」など、これまでの取り組みを見直す意識を持つ
こと、またその取り組みの効果を測定し、数値化する
ことを積極的に試みることなどが必要である。

事業の見直しには、市民の理解が不可欠である。市
民及び市議会に対する説明責任をしっかりと果たして
いくためにも、取り組みの効果を比較できるように数
値等でわかりやすく表し、説得力のある説明を行う技
術は、職員のスキルとして今後一層重要なものとなる
であろう。

前述の計画の進行管理の仕組みにおいても、効果
に着目して取り組みを見直す視点が取り入れられてい
る。こうした仕組みを効果的に運用するなど、総合計
画の策定や実行を通じて、前述のような意識・スキル
の向上が図られることが望ましい。

̒ɹ͓ΘΓʹ

以上、「川崎市総合計画」の概要及び今後の課題に
ついて筆を進めてきた。担当者の思い込みも含まれて
いる点についてはご容赦いただきたい。
「川崎市総合計画」は、第1期実施計画が始まった

ばかりである。今後、私たち職員には、変化の激しい
社会経済状況の中で、中長期的な見通しを持ちながら、
限られた資源を有効に活用して、一つ一つの課題に取
り組み、「最幸のまち かわさき」への歩みを着実に進
めることが求められる。それは簡単なことではないが、
未来に向けたまちの一歩は、職員一人ひとりの日々の
実践の積み重ねによって成される。そうした意識を持

ちながら、粘り強く取り組んでいきたい。



ủ


Ứͱủ

ख़
Ứͷ
ௐ

ʹ
Α
Δ
࣋
ଓ
Մ

ͳủ
࠷

ͷ
·
ͪ
͔
Θ
͞
͖
ỨΛ
Ί
͟
͠
ͯ
ủ̝

࡚
ࢢ
ߦ
ࡒ

վ
ֵ
ϓ
ϩ
ά
ϥ
Ϝ
Ứͷ
ࡦ
ఆ
Λ
ऴ
͑
ͯ

特
集

政策ใかΘ͖͞�/P�35�2017�03 21

「成長」と「成熟」の調和による持続可能な「最幸のまち かわさき」をめざして特集2

ʮ࡚ࡒߦࢢ政վֵϓϩάϥϜʯͷ
策ఆΛऴ͑ͯ

総務企画局行政改革マネジメント推進室　担当係長　 吉田　純二

̍ɹ͡Ίʹ

平成28（2016）年3月に、「川崎市総合計画」と併せ、
「川崎市行財政改革プログラム（以下「プログラム」
という。）」を策定・公表した。平成26（2014）年3月に
も「川崎市行財政運営に関する改革プログラム」を策
定しているが、これは、市役所内部の改革を切れ目な
く推進するためのものであり、市民サービスの再構築
等の全ての取り組みを網羅した本市の行財政改革の計
画の「完全版」としては、平成25（2013）年11月に誕
生した福田市政のもとでは初である。

̎ɹܭըࡦఆͷܦա

平成14（2002）年7月の財政危機宣言を皮切りとす
る前市政における12年間の行財政改革においては、行
政のスリム化に取り組むことによる、約3,000人の職
員数の削減などの量の改革、いわゆる「量的改革」の
面で大きな効果を上げた。

こうした改革を進めてきた一方で、少子高齢化は着
実に進展している。平成27年国勢調査（平成27（2015）
年10月1日現在）によれば、本市の生産年齢人口（15
～64歳）は、前回調査との対比で戦後初めて減少した。

近い将来において「超高齢化」（高齢者人口（65歳～）
の人口全体に占める割合が21％以上になること）を迎
えるなど、これまで経験したことがない社会状況の変
化が見込まれる。また、こうした変化に伴う市民ニー
ズの多様化・増大化に対応したサービスの質、さらに
は、それを支える職員の質の一層の向上等の、新たな
取り組みが求められているところでもある。

プログラムでは、このような状況を踏まえ、総合計
画に掲げる施策等を着実に推進するため、必要な経営
資源であるヒト・モノ・カネ・情報の確保等を行い、
市民満足度の高い行財政運営を推進するものとして、
従来からの量的改革に加え、市民サービス、市役所組
織・職員の質の向上などの「質的改革」の推進等を基
本理念とした改革を、市民サービスの最前線である現
場を起点として推進するものとした。

なお、計画期間は、平成28（2016）・29（2017）年度
の2カ年であるが、総合計画における基本計画の計画
期間である今後の概ね10年間を見据えた取り組みとし
た。

また、取り組み構成は、
・ 多様な主体との協働・連携を旨とする「取組1「共

に支える」」
・ 市役所におけるさまざまな仕組みや市民サービス等
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の再構築を旨とする「取組2「再構築する」」
・ 働きやすい、働きがいのある環境づくりとともに、

常にチャレンジする職員の育成等を旨とする「取組
3「育て、チャレンジする」」

の3本柱である。
以上が、プログラムの概略である。詳細は是非、計

画本体をご覧いただきたい。
（http://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000075901.html）
ところで、今回の計画策定において一番力を入れた

のが、各局等の改革の取り組みを集約した「各局等改
革プログラム」である。前述の「取組」の1～3ごとに、
計176の取り組みを掲載している。

個々の取り組みについては、「現状」「取組の方向性」
「具体的な取組内容」のほか、定量的な効果測定が可
能なものについては、目標となる「指標」を示している。

従来の計画では、個々の取り組みについて、おおよ
そ、その方向性のみが示されていたが、今回、特に「具
体的な取組内容」、「指標」を掲載したのは、後述する
取り組みの評価をしやすくするための工夫である。

また、こうした取り組みの洗い出し、あるいは、プ
ログラムの策定全般に当たっては、今後の概ね10年間
を見据えた計画ということもあり、市民、職員等を問
わず、多くの意見を取り入れることにも注力した。

市民からの意見聴取については、計画策定の各過
程で実施したパブリックコメント手続きや、平成27

（2015）年8月に総合計画と併せて実施した「市民車座
集会」もその一つであるが、ここで特筆したいのは、
行財政改革の取り組みについて市民と一緒に考える、
カフェ形式での気軽な意見交換の場として実施した

「かわさき改革カフェ」である。なお、これについては、
計画策定に当たり「市民からの意見を聴取した」とい

うより、「意見交換を通じ市民に参加していただいた」
という方が正確であるが、こうした取り組みは、行財
政改革の計画策定においては本市初の試みとなった。

改革カフェは、平成27（2015）年9月から10月までに
わたり、市内3カ所で実施したところであり、公募市
民をはじめ、区民会議、町内会、市内企業等関係者、
そこに職員を含め、16歳の高校生から88歳の年配の
方まで、老若男女を問わず、139名もの方が集まった。

テーマは、
・ 協働のまちづくりを進めるに当たって行政が担う役

割とは？
・ どんな区役所になったらもっと良くなる？
・ まちづくりを進めるに当たって、どんな力を持った

市民や職員が必要？
の3つであり、途中、席替えやテーマ替えも行いながら、
多くのアイデアを出し合った。

ここでは、その内容は割愛するが、中でも社会人等
に混ざり、高校生、大学生が自分の考えをしっかりと
持ち、生き生きと議論に参加している姿が大変印象的
であった。

公職選挙法の改正により選挙権年齢が18歳以上に
引き下げられたところでもあるが、選挙における投票
率の低下や、町内会・自治会における加入率の低下、
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役員の高齢化等の若者の行政に対する無関心を一因
とする課題も多い中、行政の分野を問わず、こうした
意見交換の場をより多く提供していくことは、各事業
等の推進における多様な意見の反映はもとより、さま
ざまな課題の解決にも寄与していくであろうことを改
めて実感した場ともなった。

話は変わり、庁内における課題集約の手法として新
たに実施したのは「改革提案」である。

従来、計画に掲載している取り組みは、各所属が、
所管する事務・事業について自ら課題を提起し、改革
を行うとしたものを基本的に集約したものである。

しかしながら、課題の中には自らでは見つけづらく、
他から指摘されて初めて気付くものもある。そこで、
今回実施した改革提案とは、他の所属が所管する事務・
事業についての課題を提起し、その改革・改善を、具
体的手法とあわせ対象所属に提案するといったもので
ある。提案内容を対象所属に示すに当たっては提案元
の所属は明記しない、としているが、要は、他人に苦
言を呈す、といった作業であり、持ちつ持たれつの関
係も頭をよぎり、実際書いてみるのは、思いのほか勇
気のいる作業である。そうした中、取り組みとしては
採用されたものの、計画への掲載にまでは至らなかっ
たものもあるが、忌憚のない、多くの提案が挙がった
ところである。

̏ɹܭըͷࡦఆΛऴ͑ͯ

こうした試行錯誤を行いながら、プログラムの策定
が終わった。結果、150ページの大作となった。いや、
私個人とすると、なってしまった。計画策定に一緒に
携わった担当間では、「分厚いと手に取るだけで嫌気
が差すからコンパクトなものにしよう！」とか、「総合
計画を着実に進めるための手段ということであるなら、
他都市にも事例があるように、総合計画と合冊した方
が、むしろ分かりやすいのではないか？」といった話
も出ていたが、その実現は今後の方々に託すことになっ
てしまった。もちろん、賛同してくれればの話だが…。

計画の策定を終えたからといって、自席でふんぞり
返っていて良いはずもない。分厚い計画になってしまっ
た分、その庁内への周知は念入りに行わなければなら
ない。

そこで、実施しているのが、時を同じくして策定し
た「川崎市人材育成基本方針」や「区役所改革の基

本方針」などの説明と併せた出前講座である。
ところで、本稿をここまで読んでいただいた方も同

様のことを感じているかもしれないが、往々にして理
念的な話は、眠りへと誘う呪文のようなものである。
そうした理由もあり、出前講座の際は、理念的な話より、
これまでの本市における創意工夫による改革の取り組
み事例の紹介に多くの時間を割いている。

その内容は、
・ 地域産業の活性化を目指し、大企業・研究機関が

保有する開発特許等の知的財産を中小企業に紹介
し、中小企業の製品開発や技術力の高度化、高付
加価値化を支援する事業で、全国から「川崎モデル」
として注目を集めるに至った「知的財産マッチング
支援」の取り組み

・ 待機児童対策といった共通の課題を有する首都圏
の2大都市が施設共有等の連携を果たし、国の地方
制度調査会でも紹介されるとともに、「行革甲子園
2016」への出場にも至った、本市と横浜市との「待
機児童対策に関する連携協定」に基づく取り組み

・ 本市港湾局による埋立作業の粉塵対策に利用する
散水用水について、協定締結に基づき企業から無償
提供を受けた処理済工業用水（不用水）を活用す
ることにより、CO2排出量削減による地球環境保全
とともに本市の財政支出削減にも寄与し、平成28

（2016）年3月に開催された「第10回全国都市改善改
革実践事例発表会」への出場にも至った取り組み

など、本市が誇る、きらびやかな成功事例である。
こうした事例紹介を行っている（本当の）主旨は、

これに倣い、全国に誇れるような改革を、創意工夫に
より一つでも多く発案し、推進してもらいたい、とい
うことであるが、成功に至る取り組みは、当然、氷山
の一角であり、見えないところには無数の失敗事例が
あることを忘れてはならない。

言い古された言葉ではあるが、「失敗を恐れずチャ
レンジしてみる」ことこそ重要である。

なお、出前講座は、平成28（2016）年7月から開始
し、同年12月現在で実施回数は44回、延べ受講者数
は1,073人にのぼるが、行財政改革の取り組みを庁内
に浸透させ、職員の意識向上を図っていくためには、
今後も継続して実施する必要がある。

また、計画の進行管理・評価も計画策定後に必須と
なる取り組みの一つである。

プログラムの取り組み評価は、「計画（Plan）」、「実



ਤද1�長ؒ࣌࿑ಇऀͷׂ合ʢࡍࠃൺֱʣ
ʲग़య�σʔλϒοΫࡍࠃ࿑ಇൺֱʢ࿑ಇ政策ڀݚɾݚमߏػʣr

ਤද2�ҭۀٳࣇऔಘͷਪҠʢஉੑʣ
ʲग़య�平成27年ۉ༺ޏجຊ調ࠪʢް生࿑ಇলʣr

ਤද3�ҭۀٳࣇऔಘͷਪҠʢঁੑʣ
ʲग़య�平成27年ۉ༺ޏجຊ調ࠪʢް生࿑ಇলʣr

政策ใかΘ͖͞�/P�35�2017�0324

施結果（Do）」、「評価（Check）」、「改善（Action）」の、
いわゆるPDCAサイクルによるものであり、まず、取
り組み目標である「計画（Plan）」のもと、「実施結
果（Do）」では活動指標も踏まえ活動実績（どれだ
けがんばったか？）を評価する。「評価（Check）」に
おいては、行財政改革の取り組みは総合計画に掲げ
る施策等を着実に推進するためのものであることから、
プログラム掲載のもののみならず、総合計画第1期実
施計画における成果指標も活用しながら、取り組みの
効果（がんばった結果、どれだけの効果が得られた
か？）を評価する。「改善（Action）」においては、以
上の評価による反省点も踏まえ、今後の取り組み目標
を設定する、といった仕組みである。なお、これまで
も行財政改革の取り組み評価においては、一部の取り
組みにおいて、活動実績のみならず、効果の評価を行っ
ていたが、全ての取り組みの効果を網羅的に、さらに、
実施計画と連携し評価を行うのは、今回が初めての試
みである。また、今回の評価からは、外部委員で構成
される「川崎市行財政改革推進委員会」による外部評
価を行うが、これも行財政改革の取り組みとしては本
市初である。

初めて尽くしであり、何はともあれやってみなけれ
ばわからない部分もある。また、PDCAサイクルは、
聞こえは良いが、実は完成しながらにして錆びた歯車
のようなものである。それぞれの取り組みに所管課、
ないしは、その「都合」がぶら下がっており、これを
回すのはかなり大変な作業である。行財政改革推進委
員会の委員から「指標が事業課等の自己都合によらな
いものであることが重要」といった旨の御意見もあっ
たが、各取り組みの適正な評価により課題が明確化さ
れ、質の高い市民サービスの提供と、持続可能な行財
政基盤の構築に一層資するものになるよう、成果・評
価指標、あるいは、評価手法そのものも、適宜見直し
を進めていく必要がある。

̐ɹ৽ͨͳऔΓΈͷ࢝ಈ

こうした取り組みを推進しているうち、プログラム
策定から早1年が経過する。平成29（2017）年度は次
期計画の策定年度となる。プログラムは、概ね10年間
を見据えたものではあるが、当然のことながら、取り
巻く環境の変化には的確に対応していかなければなら
ない。

この間に発足した第3次改造安倍内閣は、自らを「未
来チャレンジ内閣」と位置付け、中でも「働き方改革」
を最大のチャレンジとしている。また、内閣総理大臣
の私的諮問機関として設置された「働き方改革実現会
議」では、当面のテーマとして、同一労働同一賃金、
労働生産性の向上、長時間労働の是正、女性・若者
が活躍しやすい環境整備等の9つを挙げている。

我が国おける「働き方」の現状を見てみると、長
時間労働者（週49時間以上働いている人）の割合は、
約21％となっており、欧米諸国の約2倍と、突出して
高い（図表1）。
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男性の育児休業取得率は、2.65％であり、過去最
高の水準ではあるものの、女性の81.5％と比較すると
大きな開きがある（図表2・3）。

また、労働生産性とは、労働者1人当たり（1時間
当たり）で生み出す成果を指標化したものであるが、
GDP/就業者数（または就業者数×労働時間）によ
り算出した平成26（2014）年の日本の労働生産性は、
OECD加盟34か国平均の87,155ドル（917万円）より
低い72,994ドル（768万円）となっており、同加盟国中
第21位の値である（図表4）。このことは、日本は相対
的に「仕事に費やしている時間の割には成果が上がっ
ていない。」という現れであり、これを解決するために
は、もっと頑張る、のではなく、どのようにして頑張
るか、どのようにして賢く働くか、といったことを真
剣に考えなくてはならない。

本市の取り組みとしては、平成28（2016）年10月に
開催した第70回九都県市首脳会議において、各都県
市の職員の働き方の現状を踏まえた、多様で柔軟な働
き方が可能となる働き方改革の実現に向けた取り組み
について、九都県市共同による研究を提案し、首都圏
連合協議会に新たに設置する検討会のもと、情報共有
を行いながら、ICTの活用、民間の取り組みなど、好
事例・先進事例の調査や課題解決に向けた検討を進
めるとの結果に至った。

また、同年11月には、市長、副市長以下市幹部職
員35名が、職員のワークライフバランスを確保できる
職場づくりと、充実した生活を送ることができる働き
方改革の実現のため、「川崎市イクボス宣言」を行っ
たところでもある。

いずれにせよ、働き方改革の具体的な手法は今後の
検討課題となるわけだが、これまで慣れ親しんできた
働き方の見直し、あるいは、世界に冠たる日本人の勤
勉さや昭和的精神論、場合によっては出世欲、金銭欲、
体良くことを済ませたいといった人間の性（さが）に
も起因するその非効率性を是正することは決して容易
なことではない。

これは、あくまで世間一般的な話ではあるが、特に
若い職員は残業を好んで行う、といった話も耳にする。
若いうちに、残業を前提とせず、時間管理や仕事を効
率的にこなすコツを身につけなければ、当然管理職に
なっても残業なしにはこなすことのできない業務の指
示しか行えなくなる。人間は機械ではないので、稼働
時間が増えれば増えるほど、当然、生産力は逓減する。

また、特に行政の場合は、民間とは異なり「利益を
いくら上げた」といったような仕事の成果の定量的な
評価が難しいこともあり、例えば、作成した資料の枚
数、その見栄え、開催した会議の回数等の成果を上げ
るための手段、言い換えれば「費やした労力」を誇る
ことに傾倒し、勤務時間数が増加しているようにも思
える。

さらに、パワハラは行政、民間を問わず問題になっ
ているところだが、極度に厳しい態度をとる上司を持
つ部下は、仕事が楽しくなくなり、生産性が向上しな
いのは言うまでもない。また、上司への意見もしづら
くなり、事務・事業の推進において、「ワンマン化」を
招くことにもなる。

問いかけてみたい。
・ あなたは、自分の業務、あるいは部下の業務が勤務

時間内に終わるよう、心がけていることはあります
か？

・ あなたは、職員が働きやすい職場環境に向け、何か
工夫していることはありますか？

・ あなたが作成したその資料、伝えるべき情報がコン
パクトにまとまっていますか？

・ 幹部に見せるとはいえ、庁内会議で一度きりしか使
わないような付加価値の低い資料作成に、過度な時
間を費やしていませんか？



・ あなたが開催しているその会議、開催すること自体
が目的となっていませんか？

・ あなたは、大勢に影響のない寡少なことにこだわる
マイクロマネジメントを行っていませんか？

・ あなたは、無駄に怒鳴ったりして、部下を、周りの
職員を委縮させていませんか？

・ あなたの職場では、パワハラが放置されていません
か？
以上は、長時間労働是正と労働生産性の向上といっ

た限られた視点からの思いつく範囲での問いかけであ
るが、いずれにせよ働き方改革の実現に本気で向き合
うのであれば、建前を抜きにした「本音」ベースの、
忌憚のない議論を進めていくしかない。

政策ใかΘ͖͞�/P�35�2017�0326
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「成長」と「成熟」の調和による持続可能な「最幸のまち かわさき」をめざして特集2

かわさきύϥϜʔϒϝϯτ
ʕ2020年ɺͦͯͦ͠ͷઌʂʕ

市民文化局オリンピック・パラリンピック推進室　 木田　哲也

̍ɹ͡Ίʹ

「平成25（2013）年9月8日、2020年夏季オリンピッ
クの開催都市が東京に決定―――。」

早朝のニュースを聞いて多くの人々が興奮したこと
と思う。世界最大のスポーツと文化の祭典が東京に再
びやってくる。テレビの中でしか観たことがない、あ
の感動的な場面を直接観ることができる。自らも歓喜
したが、日本中が同じ反応だったのではないか。昭和
39（1964）年以来の2回目の夏季大会開催。これはアジ
アでは初めてのことである。

そして3年以上の月日が流れ、まだ先だと思ってい
た2020年まであと3年。川崎市ではこの大会を契機と
してどのような取り組みを進めていくのか、「かわさき
パラムーブメント」について説明をさせていただく。

̎ɹ͔Θ͖͞ύϥϜʔϒϝϯτ

（1）かわさきパラムーブメントについて
今、日本は少子高齢・人口減少社会に入っているが、

これは川崎市も例外ではない。将来人口推計では、東
京2020オリンピック・パラリンピック競技大会（以下

「東京2020大会」という。）が開催される年には、川崎
市の高齢化率は21％を超え、平成42（2030）年の人口
152.2万人をピークにその後は減少へと転じていく見
込みである。

高齢化の進行だけではなく、心身に障害を持つ人や
介護が必要な人が増えることも想定されている。こう
した中、一人ひとりが尊重され、能力を発揮できる環
境づくりを進めていくことが持続可能なまちづくりに
つながっていくのである。

パラリンピックは大会を重ねるごとに参加国と選手
数が増えている。川崎市では、パラリンピックを未来
につながるダイバーシティ（多様性）とインクルージョ
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ン（さまざまな人が自分らしく社会の中に混ざり合え
ること）の象徴と捉え、そして、障害のある人などが
生き生きと暮らす上での障壁となっている、私たちの
意識や社会環境のバリアを取り除くことや、新しい技
術でこれらの課題に立ち向かっていく運動、ムーブメ
ントを「かわさきパラムーブメント」と位置付け、こ
れを合言葉に2020年、さらにはその先へとつながる
新しい社会を市民と共に創るため、さまざまな取り組
みを進めている。

（2）かわさきパラムーブメント推進ビジョン
川崎市では平成28（2016）年3月に「かわさきパラ

ムーブメント推進ビジョン（以下「推進ビジョン」と
いう。）」を策定した。これは、東京2020大会を契機と
した、誰もが暮らしやすいまちづくりを進めていくた
め、東京大会に向けた川崎市の方向性や目指すべきレ

ガシー（遺産）を明らかにし、取り組みを計画的に推
進していくためだ。

推進ビジョンは、平成28（2016）年度から東京2020
大会終了後の平成33（2021）年度までの6年間を取組
期間としている。この期間は、東京2020大会終了後
に取り組みの成果を検証し、そのレガシーを平成36

（2024）年の市制100周年やその後のまちづくりにつな
げていくことを意図したものである。

また、東京2020大会に向けた機運の高まりや、国
内外の情勢等を踏まえ、各分野の取り組みを段階的に
拡充し、さらには加速度的に進化させていくため、取
組期間を3つのフェーズに設定し、推進ビジョンの見
直しを行うこととしている。

（3）かわさきパラムーブメント推進フォーラム
市民、団体、企業等のさまざまな主体の連携・協働

の場として、福田市長とパラリンピアンの成田真由美
氏を共同委員長とする「かわさきパラムーブメント推
進フォーラム」を平成27（2015）年10月に設置した。「か
わさきパラムーブメント」は行政としての取り組みだ
けでなく、市民と一緒になって実践することで、より
良い社会に向けた変化を生み出すムーブメントに発展
していくものである。

（4）かわさきパラムーブメント5つの方向性
オリンピック・パラリンピック競技大会は世界最大

のスポーツと文化の祭典である。推進ビジョンでは、
その特徴や川崎市の強みを踏まえ、政策領域を幅広く
捉える5つの方向性を設定し、これまでの取り組みの
さらなる推進を目指すこととしている。今回はこの5つ
の方向性について、第1期推進期間の取り組みを中心
に紹介する。
①ひとづくり

東京2020大会に向けたボランティア人材の育成や
心のバリアフリー、国際交流を推進することで、心が
つながり通い合う「ひとづくり」のための取り組みを
進める。オリンピック・パラリンピック競技大会は、
世界中から多くの選手や観客などが集まると同時に、
大勢のボランティアが「おもてなし」や大会運営を支
えることとなる。障害の有無や国籍の違いなど、立場
を越えて感動を分かち合う。この経験や活動は、市民
一人ひとりが輝けるまちづくりに向けた大きなかけが
えのない財産となるものだと考えている。
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②スポーツ振興・健康づくり
東京2020大会を契機として、スポーツや健康づく

りへの関心を高め、「する・見る・支える」の視点から
スポーツの推進を図っていく。誰もが健康的で生き生
きと暮らすことのできるまちづくりに向けて、スポー
ツや運動に親しめる環境づくりを進めながら、障害者
スポーツの推進、競技スポーツの振興に取り組むとと
もに、世界の舞台で活躍する川崎育ちのアスリートを
育成するための取り組みを進めていくものである。

③まちづくり
東京2020大会の開催期間中には国内外から多くの

人が川崎市を訪れる。そのため、交通環境の向上をは
じめとした駅周辺や公共的施設のバリアフリー化、多

言語化に配慮した案内表示の充実など、ユニバーサル
デザインの推進を図ることにより、やさしい未来につ
ながる「まちづくり」の取り組みを進める。
④都市の魅力向上

歴史、文化、産業…。多彩な地域資源がある川崎市。
東京2020大会はそれらの魅力を国内外に発信する絶
好のチャンスである。国や他都市などと連携しながら、
市内の集客・回遊性の向上や、外国人観光客などへの

「おもてなし」としての取り組みを進め、国内外に向け
て川崎の魅力を発信する。また、文化芸術活動の面か
らも「かわさきパラムーブメント」につながる取り組
みを行い、誰もが文化芸術に親しめる環境づくりを進
めるとともに、文化芸術の振興により川崎市のブラン
ド力を高めていく。

⑤先進的な課題解決モデルの発信
超高齢社会の到来やエネルギー政策の転換、地球

環境問題などのさまざまな課題の解決に向けた取り組
みを行うことで国際社会に貢献するとともに、持続的
な経済成長に寄与する取り組みを「先進的な課題解
決モデル」として展開し、国内外に広く発信していく。
これは、川崎市がこれまでに培ってきたものづくり技
術や高度先端技術を活かして、成長が期待されるライ
フサイエンス、環境、福祉などの産業分野を発展させ
ていくものである。
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̏ɹ͔Θ͖͞ύϥϜʔϒϝϯτϓϩδΣΫτ

2（3）で紹介した、かわさきパラムーブメント推進
フォーラムでは、｢かわさきパラムーブメント｣ の5つ
の方向性に基づいて、実践につながるさまざまなアイ
デアや取り組みが提案されている。平成28（2016）年
度は、提案された内容をベースにプロジェクト化し、
事業として実施・展開している。
①パラスポーツやってみるキャラバン

小学校の授業や「地域の寺子屋」の場を活用して、
普段は観戦・体験する機会の少ない障害者スポーツ（パ
ラスポーツ）の魅力を子ども達に体感してもらうこと
を目的に、児童を対象とした参加型の障害者スポーツ
体験講座を実施。障害への理解や、学校や地域の障
害者スポーツへの関心を高める機会を創出している。

平成28（2016）年度は、小学校13校、地域の寺子屋
4カ所で実施した。体験種目も、アンプティサッカー、
車椅子バスケットボール、フライングディスク、ブラ
インドサッカーなど、多岐に渡っており、パラリンピ
アンや現役の日本代表選手などにも講師としてご協力
をいただいている。

体験講座に参加した子ども達からは、「競技用車椅
子が楽しかった」「選手のプレーが格好良かった」「障
害者と一緒に楽しめるスポーツがあることが分かった」
などの感想が数多く寄せられている。これは非常に貴
重な経験だと思う。私が子どもの頃には障害者スポー
ツを体験することはなかった。より多くの子ども達が
障害者スポーツの楽しさや魅力を感じ、障害につい
て理解を深めることができるように次年度以降も継続
し、東京2020大会までに市内全小学校での実施を目
指している。

②インクルーシブなカワサキハロウィン
毎年秋に開催されている ｢カワサキハロウィン｣ は

日本最大級のハロウィンイベントとして、国内だけで
なく海外にまで広く知られるようになった。20回目を
迎えた ｢カワサキハロウィン2016｣ において、大人も
子どもも、健常者も障害者も、あらゆる人が個性を大
切にしながら楽しめるイベントとなるよう、今回初め
て車椅子利用者のパレード参加をモデル的に実施し
た。

一般の参加者と同じようにホームページで募集を行
い、平成28（2016）年10月30日のハロウィン・パレー
ドには車椅子利用者5名と介助者が初参加。沿道から
の声援が大変多く、参加者からは「手を振られたり、
握手されたりするなどして、とても楽しかった」「観客
の反応もあたたかかった」などの感想をいただいた。
参加者からの意見等を踏まえて今回の結果を検証し、
次年度以降も継続して実施する予定である。

③かわさきパラムーブメントの理念の浸透に向けた取
り組み

「かわさきパラムーブメント」の考え方を多くの市民
や事業者の方々と共有し、全市的な取り組みとして進
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めていくことが大変重要である。そのため、シンポジ
ウムや講演会等の場を活用した取り組みにも力を入れ
ている。

平成28（2016）年12月には「かわさきパラムーブメ
ントシンポジウム～パラアスリートたちが、社会を進
化させる～」と題し、川崎市産業振興会館にてシンポ
ジウムを開催。第1部は、日本パラリンピック委員会
事務局長中森邦夫氏の基調講演、第2部では、リオデ
ジャネイロパラリンピック競技大会で活躍された成田
真由美選手（水泳）および山口貴久選手（ウィルチェ
アーラグビー）への川崎市市民特別賞・川崎市スポー
ツ特別賞の贈呈式とパネルディスカッションを実施し
た。市民だけでなく、スポーツ団体の関係者など、約
220名が参加。参加者からは感嘆の声も上がり、「か
わさきパラムーブメント」について、多くの気付きや
ヒントを得ることができたシンポジウムとなった。

また、平成28（2016）年11月には川崎商工会議所と
の共催で、市職員と市内企業の方々向けに「ユニバー
サルマナー講演会」を実施。第1部は伊藤弘副市長か
ら ｢かわさきパラムーブメント｣ の基調講演、第2部
では「バリアバリューから未来を創る」と題して、日

本ユニバーサルマナー協会の薄葉幸恵講師からユニ
バーサルマナーをテーマにご講演いただいた。障害者
差別解消法、心のバリアフリー、講師の体験談、そし
て明日から実践ができる対応策など、非常に有意義な
内容であった。

ここで紹介したのは平成28（2016）年度に実施した
プロジェクトの一部である。今後も2020年やその先に
向けて、既存プロジェクトの拡充や新規プロジェクト
の実施など、「かわさきパラムーブメント」のさらなる
展開を図りたいと考えている。

̐ɹӳࠃදνʔϜͷࣄલΩϟϯϓडೖΕ

（1）ホストタウン構想の取り組み
ホストタウン構想とは、全国の自治体とオリンピッ

ク・パラリンピックの参加国や地域との人的、経済的、
文化的な相互交流を図るとともに、スポーツ立国、共
生社会の実現、グローバル化の推進、地域の活性化、
観光振興等の観点から政府が推進しているものであ
る。現在、第3次まで登録されており、ホストタウンと
して登録されている自治体は138件となっている。（※
複数の国との交流計画を提出している場合や、複数の
自治体が連携して登録している場合も1件とカウント
されている。）川崎市は、平成28（2016）年1月の第1次
登録にて英国を相手国とするホストタウンに登録され
た。2020年に向けてスポーツ、文化・教育、産業など、
さまざまな交流事業を進めていく計画である。

（2）事前キャンプ受入れに向けた取り組み状況
川崎市は英国オリンピック委員会（以下「BOA」

という。）と、東京2020大会に向けて等々力陸上競技
場を英国オリンピック代表チームの事前キャンプ地と
する覚書を日本オリンピック委員会（JOC）、横浜市、
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慶應義塾大学とともに、平成28（2016）年2月8日に締
結した。

覚書締結に先立ち、BOAが提案した事前キャンプ
計画では、陸上競技は等々力陸上競技場を中心に、競
泳等は横浜国際プール、慶應義塾大学日吉キャンパス
では体育館競技の実施が基本となっている。事前キャ
ンプの実施時期や競技種目等の具体的な内容について
は、引き続きBOAと協定締結に向けた調整・協議を
進めているが、英国オリンピック代表チームに対して
の「おもてなし」は行政だけでなく、市民の力を借り
ながら進めていくことで、事前キャンプの受入れに向
けた機運も高まっていくのだと考えている。

また、英国パラリンピック委員会（以下「BPA」と
いう。）も本市施設（等々力陸上競技場、とどろきアリー
ナ、富士通スタジアム川崎等）を視察しており、現在
はBOAとの調整だけでなく、BPAとの覚書締結に向
けた協議も並行して進めている。

（3）事前キャンプ受入れに向けた英国視察
平成28（2016）年10月にBOA・BPAとの協議の進

展および、2012年のロンドン大会（以下「ロンドン
2012大会」という。）で大きなレガシーを残したロン
ドン並びに周辺都市における取り組みの実態や、その
手法についての知見を得ることを目的として英国視察
を行った。

先ずは、ロンドン2012大会において、ブラジル、ア
メリカ、カナダなどの事前キャンプを受入れたシェ
フィールド市を訪問した。事前キャンプ受入れ時の
課題だけでなく、川崎市同様に大会開催都市以外で
ある都市としてのレガシー形成など、さまざまな情報
を得ることができた。BOA･BPAとの意見交換では、

BOAとの協定締結に向けた個々の競技種目に関する
条件や施設利用についての協議を行うとともに、BPA
が目指すビジョンと「かわさきパラムーブメント」の
相互認識を図った。今後はBOA・BPAとのパートナー
シップを強化し、事前キャンプの成功につなげていき
たいと考えている。

さらに、先進的なスポーツ施設を有するラフバラー
大学等も視察。アクセシビリティの配慮は当然として、
オリンピック・パラリンピックのアスリートが一緒に
トレーニングする環境は参考になった。スポーツだけ
ではなく文化・芸術をはじめとするさまざまな場面に
おいて「多様性の尊重」を中心に据えた取り組みを行
い、それをきっかけに人々の意識をシフトさせたこと
もロンドン2012大会の大きなレガシーである。英国の
レガシー、それはすなわち「かわさきパラムーブメン
ト」の理念と共通するものであり、今後の川崎市のレ
ガシー形成に向けて大変参考となるものであった。

̑ɹ͓ΘΓʹ

リオ大会が終了し、東京2020大会に向けた取り組
みは助走段階からスピードアップする段階に入ってき
た。他の自治体や企業においても2020年に向けてはさ
まざまな取り組みが進められているが、誰にでも取り
組むことができる小さなことを少しずつ積み上げて大
きなムーブメントとして展開する。それが「かわさき
パラムーブメント」の推進である。

川崎の持つ多様性は可能性であり、最大のポテン
シャルでもある。その一つひとつを輝かせることが私
達の幸せにつながっていくのだと思う。東京2020大会
で終わりではない。平成36（2024）年の市制100周年、
さらにはその先の未来に向けて、川崎をこれからも住
みやすい、そして活気と魅力があふれる「ふるさと か
わさき」にするための取り組みとして、全市を挙げて「か
わさきパラムーブメント」を推進していきたい。
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「成長」と「成熟」の調和による持続可能な「最幸のまち かわさき」をめざして特集2

ྟւ෦ͷ࣋ଓతൃలに͚ͯ

臨海部国際戦略本部臨海部事業推進部　担当係長　 上原　彩

̍ɹ͡Ίʹ

現在、川崎臨海部は、何度目かの転換期に差し掛かっ
ている。これまでにも、企業のグローバル化や工場分
散に伴う企業再編や生産拠点の移転などが進むという
転換期があり、それによって低未利用地が発生するリ
スクを抱えてきた。そして、その都度どのように臨海
部を活性化させるかを検討してきた。

今回、これまでの転換期と大きく違う点は、国際的
な環境配慮に関する要請があり、さらには国内人口が
減少する中で転換期を迎えている、という点である。
これまでは、石油化学や鉄鋼といった基幹産業を中心
に、需要が減ることなく、事業として成長し続けるこ
とを前提に活性化策を考えてきた。しかし、これから
は社会全体が成熟を迎える中で、国際的な要請を見据
えつつ、川崎臨海部はどのような役割を果たし、どの
ような特色を持つ地域になっていくべきなのか、とい
う「目指す姿」を考えていくことが必要となっている。

臨海部国際戦略本部では、今年度と来年度の２カ年
で、この「目指す姿」とそれを実現するための戦略や
取り組みの方向性を「（仮称）臨海部ビジョン（以下「ビ
ジョン」という。）」として策定しようとしている。

̎ɹϏδϣϯࡦఆͷഎܠ

（1）川崎臨海部の概要
川崎臨海部とは、川崎区の概ね産業道路以南を指し、

その面積は約2,800haである（図表１）。事業所数は
約2,300、従業員数は約59,000人の、9割以上が民間
所有地からなる地域である。首都圏に立地しているた
め、地方のコンビナートと比べて地価が高く、拡張性
が小さいという特徴を持つ。

図表１の①～③および⑨を第1層、④、⑤、⑦、⑧、
⑩を第2層、⑥、⑪を第3層と呼び、地区ごとや層ごと
に異なる特色を持つ。

第1層は、早い時期から工場の進出が進んだ地域で
あり、石油化学や鉄鋼系の企業のほか、さまざまな業
種の企業が立地している。また、住宅地と隣接してい
る地域でもある。キングスカイフロントや塩浜、南渡
田など拠点整備を行っている地区はここに含まれる。

第2層は、主に石油化学、エネルギー系の企業が集
積している埋立地である。昭和40年代を中心に作られ
た工場が多く、施設老朽化の問題を抱えている企業も
多い。

第3層は、昭和40年～50年代に埋立てられた地区で、
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東扇島には物流倉庫が集積している。東扇島の東側に
は、やはり施設老朽化の問題がある。扇島には鉄鋼、
エネルギー系の企業が立地している。

（2）川崎臨海部の成り立ち
川崎臨海部は、大正2（1913）年、実業家の浅野総一

郎氏が、大型船が泊まれる港の整備及び川崎・横浜に
またがる臨海部の埋め立てに着手したことから開発が
始まった。この頃から重化学工業企業が設立され始め、
昭和30年代には、埋め立て事業及び企業誘致が進展
し、臨海部のコンビナートが形成されていった。

昭和40年～50年代には、公害問題が顕著となり、
市民運動が高まった。公害防止条例等の制定や工場
の排煙設備や環境対策技術の向上等により、工場等を
発生源とする公害は徐々に改善していった。これ以降
は、産業と環境の調和が課題となる。

平成元年～10年代は、産業構造転換への対応や国
際競争力維持のため、企業のグローバル化や工場分

散化（工場の市外移転）が進められ、川崎臨海部にお
いても経営統合や高度化・高効率化の影響が生じ、冒
頭にも述べた低未利用地が発生した。

（3）本市の基幹産業とその動向
図表2は工業統計調査を基にした資料である。政令

指定都市の中では、製造品出荷額が1位となっている。
その中でも、川崎臨海部に多く集積する石油・石炭製
品、化学、鉄鋼分野に占める割合が大きく、これらが
本市の基幹産業であるといえる。

これらの基幹産業の動向は次のとおりであり、今の
ままでは、低未利用地が発生するリスクがあると考え
られる。ビジョン策定の背景には、こうした問題も存
在する。
①石油精製、石油化学業界の動向

石油精製、石油化学産業では、近年、シェール革命や、
産油国やアジアにおける大規模プラント新設等により、
世界の需給構造に変化が起きつつある。我が国の国際
競争力を強化するため、国は産業競争力強化法第50
条に基づく調査を行い、今後の方向性として生産効率
の向上や生産体制の最適化を行う方向性を示した。今
年度、大企業の統合が発表されたが、本市の2つある
石油コンビナートの川上（原油から石油化学製品へと
精製する過程を川の流れに例えたときの、上流部分）
には、その2社がある。これから数年間は統合利益を
出すための動きがでてくると考えられる。

また、石油からはガソリン、軽油、灯油などの燃料
となる製品やナフサといった石油化学製品の原料とな
る製品が精製される。ナフサについては、その後プラ
スチックの原料となるエチレンが精製できることから、
今後も需要が見込めると思われるが、本市には、前述

の２社がエチレンを精製する
設備を1基ずつ持っている。国
内他都市では重複設備の統合
による高効率化を目指すコン
ビナートもあることから、今後
本市においても同様の流れに
なる可能性がある。

一方、ガソリン、軽油等の
燃料は、地球規模の温暖化対
策から見直しを求められてい
る状況にある。平成27（2015）
年12月に採択されたパリ協定
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に参加するに当たり、我が国は2030年度までに2013
年度比で温室効果ガスの排出を26％削減するという
目標を掲げている。温室効果ガスの9割近くをＣＯ2が
占めているため、目標達成のためにはＣＯ2の削減を
目指していくことになるが、本市に水素を燃料とする
FCV車MIRAIが導入されたように、今後、ガソリン
車からEV車やFCV車への移行が進むことにより、需
要が減少する可能性がある。
②鉄鋼業界の動向

現在は中国や韓国企業の生産能力の向上により、供
給過多となっている（生産抑制の動きも見られてきて
いるが）。

̏ɹྟւ෦ʹؔ͢Δ͜Ε·ͰͷऔΓΈ

（1）川崎臨海部整備基本計画
高度経済成長期終了以後、事業所の減少が続き、

広大な遊休地や低未利用地が発生したことから、臨海
部全体の活力の低下が懸念されることとなり、平成4

（1992）年に「川崎臨海部整備基本計画」が策定された。
その後、平成8（1996）年に、基本計画の見直しを行

い、地域活力の維持・発展と環境・防災面の取り組み
の強化を基本とした「川崎臨海部再編整備の基本方針」
が基本計画の取り組みの方針として策定された。遊休
地の面積は、平成11（1999）年をピークに減少へと向
かった。

（2）川崎臨海部再生プログラム
平成13（2001）年6月に、新たな産業立地促進と新た

なまちづくりを推進し、川崎臨海部の活性化に資する
ことを目的に、地元産業界、行政関係者、学識経験者
で構成する「川崎臨海部再生リエゾン研究会」が設置
された。インフラや環境等に関する作業部会を設け、
2年間の研究の結果、「川崎臨海部再生プログラム」を
策定した。プログラムでは、川崎臨海部が日本を代表
する産業集積や既存インフラの集積が進んだ地域とし
て捉え、ここでの産業の再生と新産業の創出を行うこ
とにより、都市再生を図ることを目標としている。行
政が取り組むべき施策も提言され、平成26（2014）年
度に行われた検証においては、1割強が引き続き検討
が進められているものや検討が止まっているもので
あったが、9割弱は実施・一部実施・実施に向けて進
捗中となっていた。

プログラムにおいて提言された施策として、プログ
ラムを推進していく場であるリエゾン推進協議会や
NPO法人産業・環境創造リエゾンセンターなどが設
立され、今回のビジョン策定に向けてもそれらの活動
や会議を、検討や周知の場の一つとして活かしている。

（３）川崎臨海部土地利用誘導ガイドライン
平成21（2009）年3月には、川崎臨海部の活性化や

持続的な発展に資するため、戦略的なマネジメントを
展開する上での指針として、「川崎臨海部土地利用誘
導ガイドライン」が策定された。このガイドラインは、
川崎臨海部に立地する企業へのヒアリングや現地調
査、また川崎臨海部に関する最近の動向を基に策定さ
れた。

ガイドラインの取り組みの一環として、当本部では
毎年川崎臨海部の「地区カルテ」や「アクションマップ」
を作成している。

（4）キングスカイフロントの形成
ライフサイエンスや環境分野における世界最高水準

の研究開発から新産業を創出する「国際戦略拠点」と
して、殿町地区の拠点形成を行ってきた。当地区は、
国際戦略総合特別区域、国家戦略特別区域、特定都
市再生緊急整備地域に指定され、拠点整備が進めら
れている。

もともと川崎臨海部に工場を持つ企業は、川崎の工
場に研究所を併設しているところが多く、また、ライ
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フサイエンスは、基幹産業である石油化学産業とも親
和性が高いことから、実際にライフサイエンス分野へ
の展開を始めている企業（図表4）や、大学と共同研
究を行っている企業もある。今後、キングスカイフロ
ントを基点として、大学と企業や、企業間のイノベー
ションが展開されるよう、検討が進められている。

（5）水素社会の実現に向けた取り組み
水素エネルギーの積極的な導入と利活用による「未

来型環境・産業都市」の実現を目指し、平成27（2015）
年3月に「水素社会の実現に向けた川崎水素戦略」を
策定した。戦略では、5つの方向性のもと、「水素供給
システムの構築」「多分野にわたる水素利用の拡大」「社
会認知度の向上」の3つの基本戦略により取り組みを
推進することとしている。

現在、市内における優れた環境技術の集積や、水素・
燃料電池関連企業が多数立地する地域特性や特徴を
活かし、多様な主体と連携したさまざまな水素のリー
ディングプロジェクトに取り組んでいる。

̐ɹϏδϣϯࡦఆʹ͚ͨऔΓΈ

（1）ビジョン策定の目的
本市や我が国の経済を牽引してきた川崎臨海部で

は、基幹産業である石油化学産業、鉄鋼業の再編や

次世代エネルギーの推進等、取り巻く環境が大きく変
化している。今回のビジョン策定は、このような変化
の激しい状況においても、長期的な視点からの課題解
決やポテンシャルの発揮を通じて、本市の「力強い産
業都市づくり」の中心として、持続的に発展し、産業
と環境が高度に調和した地域として日本の成長を牽引
できるよう、川崎臨海部の目指すべき将来像や、その
実現に向けた戦略、取り組みの方向性を示すことを目
的としている。

（2）検討手法
現在直面している課題に対し、それぞれを解決する

ための施策を実施するのではなく、30年後を見据えた
臨海部の目指す将来像を十分に議論し、企業及び全
庁的にその将来像を共有した上で、その実現策として
直近10年間に取り組むべき方向性や、先導的・モデ
ル的に実施するプロジェクトを検討するバックキャス
ティング手法により策定することとしている。

バックキャスティング手法とは、マクロな条件を基
に起こりうる未来を想定し、その状況下で「あるべき
姿」を定め、そこから現在を振り返る（バックキャスト）
手法である。

今回は、マクロな条件を概ね30年後に予測されるグ
ローバルな社会予測とし、「あるべき姿」を「目指す姿」
として検討を進めている。

また、見据える先を30年後としているのは、10年程
度であれば社会が大きく変わる可能性が小さいため将
来像を描きにくく、100年後とすると将来予測をしに
くくなるからである。私たちが社会に出てから定年ま
での期間が概ね30年であることからも、社会がひとま
わりする期間なのではないかと考えている。

今年度は、「目指す姿」の取りまとめを行い、来年
度に戦略・取り組みの方向性や、代表的なプロジェク
トを取りまとめていく予定である。

（３）検討体制
検討体制の中心は、庁内会議（局長級、課長級）と

外部の有識者による有識者懇談会の2つである。
また、策定されたビジョンを実現していくためには

市民理解や立地企業の協力が欠かせないことから、策
定段階から、企業や市民その他さまざまな関係者から
の意見を広く集めることとしている。いただいた意見
については、できる限り多様な意見を反映させていき
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たいと考えている。
①有識者懇談会

エネルギー、都市計画、産業、環境の4分野の有識
者を委員に迎え、市長、副市長などと有識者懇談会を
開催している。30年後という不確定なことを前提に御
意見をいただくことから、審議会形式（附議を行い答
申を受ける形式）をとらず、各委員から自由闊達な意
見をいただき、事務局側で検討を深めるという形を選
択した。これまで10月、12月に開催し、多くの意見や
宿題をいただき、検討を進めている。

②臨海部の活性化に向けた研究会
NPO法人産業・環境創造リエゾンセンターとその

会員企業約20社と共に、臨海部の将来像や戦略・取
り組みの方向性について議論を行い、それを取りまと
めて有識者懇談会へ報告している。これまでに、過去
の取り組みの振り返りや川崎臨海部のSWOT（*1）の
洗い出し、有識者を招いての講義受講などを行ってき
た。先日は若手社員との意見交換を行い、様々な意見
を出してもらったが、同じ地域に立地する企業の若手
同士のよい交流の機会ともなったようである。今後も、
研究会をビジョン策定に向けた企業の意見をもらう場

の一つとして、（また、企業間の交流の機会としても）
活用していくこととしている。

（*1） 事業分析法の一つ。ある事業について、その強み・弱み・
機会・脅威を判定し、課題を導き出すこと。

③その他のヒアリング・インタビュー
①の有識者懇談会の委員以外にも、川崎臨海部に

関係する分野の有識者へのヒアリングやインタビュー
を行っている。これまで、エネルギー、コンビナート、
防災、都市計画、観光などの分野の有識者から話を伺っ
てきた。今後も引き続き意見を集める予定である。

また、立地企業への個別ヒアリングも行っている。
立場が変わると意見が異なってくることもあることか
ら、川崎工場等の総務部門の担当者から本社の企画部
門の担当者まで、さまざまな立場の人から意見を集め
ている。

̑ɹ͓ΘΓʹ

ビジョンは、私を含めて係長級職員3人がメインで
担当している。本部内で検討を重ね、他部署の職員と
も意見交換を行ってきた。現在は、これまで調べてき
たことや有識者懇談会、ヒアリングなどでいただいた
意見を基に、「目指す姿」の案を取りまとめているとこ
ろである。「川崎らしさ」や大事にすべき「価値観」は
どのようなことかを考え、どのような臨海部像を描い
ていくのか、話し合いながら作業を行っている。

さまざまな人から話を聞く中で、ビジョンに期待す
る声や面白い取り組みだといってくださる声を聞いた。
身が引き締まるととともに、とても励みになった。

30年後の川崎臨海部が魅力ある地域であり続ける
ことを目指し、策定に向けた作業を進めていきたいと
思う。
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まちづくり局総務部企画課　課長補佐　 佐藤　英樹

̍ɹ͡Ίʹ

日本は、豊富な森林資源を有しており、この資源を
有効に活用することは、地球温暖化防止、循環型社会
の形成、水源のかん養など、森林が持つ多面的な効果・
機能の発揮に繋がるものである。一方で、近年、木材
原産地の多くの国産木材が利用可能な伐採期を迎えて
いるものの、低価格な外国産材の影響により需要が低
迷し、零細化・高齢化による林業の衰退、将来的な森
林の管理不全などが懸念されている。

また、国全体として人口減少、首都圏への人口流入
が進行していることなどから、地方創生の重要性も高
まっている。

̎ɹ࡚ࢢͷऔΓΈ

こうした背景を踏まえ、平成22（2010）年には「公
共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」
が施行されるなど、木材原産地だけでなく、消費地で
ある都市部としての役割が求められており、川崎市で
は、平成26（2014）年度より、国産木材利用に関す
る具体的な取り組みを開始した。

（1）公共建築物に関する取り組み
本市では、平成26（2014）年10月に「川崎市公共建

築物等における木材の利用促進に関する方針」を策定
し、学校や庁舎、市営住宅などの建物用途に応じた木
材使用量の目標値などを定め、公共建築物における国
産木材の積極的な利用を進めている。

併せて、小規模な公共建築物の整備に際し、市内設
計者を対象にプロポーザル方式により選定を行うこと
で、木材利用に関する技術力・ノウハウの向上等を図っ
ている。（平成28（2016）年度は公立保育園1件を選定）

（2）民間建築物に関する取り組み
国産木材の利用を一層促進するためには、民間建築

物における木材利用の拡大が重要であることから、各
分野の民間事業者、有識者、公益団体などの多様な
ステークホルダーで構成する「川崎市木材利用促進
フォーラム（以下「フォーラム」という。）」を平成27

（2015）年10月に設立した。
フォーラム内には、全会員による総会に加え、各分

野の横断的な連携による取り組みの方向性の提示や取
り組みの共有を図るための運営委員会、各分野が有す
る課題等について実務的な検討を行う5つの作業部会
を設置している。
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平成27（2015）年度のフォーラムの成果として、作
業部会での検討結果などを踏まえ、木材利用に関する
基礎知識・事例紹介などを分かりやすくとりまとめた

「川崎市木材利用の手引き」やパンフレットを作成し、
事業者や一般利用者へ広くPRすることで、木材利用
の普及を促進している。

また、平成28（2016）年度は、フォーラム会員が関
わる民間建築物に対する材料・設計等の提案の募集
を行うことで会員相互の技術力の向上等を図るととも
に、木材の生産から施工までの行程ごとに、作業部
会会員の取り組み、技術、製品情報などを冊子として
とりまとめてサプライチェーンを可視化することで更
なるビジネスマッチングにつなげるなど、民間建築物
に関する一層の木材利用に向けた取り組みを進めてい
る。

̏ɹݝ࡚ٶͱͷ࿈ͨ͠ܞऔΓΈ

（1）　取り組みの経緯
本市が国産木材利用に関する検討を進める中で、ス

ギの生産量が日本一で、木材の先進的な研究開発に
取り組む宮崎県への視察・意見交換を行ったことを契
機とし、同県との連携・協力に向けた検討を開始した。

宮崎県は、温暖な気候から木材などの豊富な農林水
産資源とともに、それらを活用する技術を有しており、
都市部における国産木材の利用拡大に向けた取り組み
を進めている。また、川崎市は、首都圏の中央に位置
する立地優位性などから、多くの人や物流による高い
消費ポテンシャルを有していることに加え、多くのも
のづくり企業等が集積しており、これらの企業が地方
の企業と連携し、互いの技術等を活かすフィールドを
有している。その一方で、法規制による不燃化対応等
によるコスト増などの理由から、十分な木材利用が進
んでいない状況である。

こうしたことから、互いの持つ特性・強みを活かし、
両自治体における多様な主体が連携・協力することで、

国産木材利用を一層促進するという考えが一致し、平
成26（2014）年11月に基本協定を締結した。

（2）「崎－崎モデル」の構築
この協定により、都市から地方へ、地方から都市へ

の人・モノ・情報等の好循環化を進め、互いの地域の
活性化および持続的成長につなげるため、宮崎の「崎」
と川崎の「崎」を用いた『崎－崎モデル』とネーミングし、
新しい価値の創造モデルの構築に向けた取り組みを進
めている。具体的には、民間事業者間のビジネスマッ
チング創出や新たなサプライチェーンの構築、技術力・
ノウハウの向上、雇用創出等を展開し、国産木材の利
用促進につなげるものである。

（3）主な取り組みとその効果
①国産木材利用技術の向上、普及促進

宮崎県と連携した講演等や視察の開催（計3回実施、
計約175人が参加）などの取り組みを進めることで、
木材利用技術等の向上、木材利用に関する普及啓発、
木育等を通じた木の価値・効果への理解を深めるとと
もに、民間事業者間の交流にも繋がるなどの効果が図
られた。

ア　『都市の森林フォーラム』
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　平成27（2015）年2月開催
◦ 目　的：木材利用に関する普及啓発、多様な

企業等の交流など
◦ 内　容：基調講演（東京大学名誉教授有馬孝

禮氏ほか）、交流会（宮崎県産食材のPR、企業
等交流）

◦ 参加者：市内関連企業など　約120人
イ　『宮崎県木材利用施設ツアー』

平成27（2015）年6月開催
◦ 目　的：宮崎県が有する木材加工技術や木材

利用施設の視察、新たなビジネスマッチングの
場の提供など

◦ 視察先：宮崎県木材利用技術センター、木の
花ドーム等

◦ 参加者：設計事務所・建設業など　約30人

ウ　『宮崎県木育施設ツアー』
　平成28（2016）年1月開催

◦ 目　的：「木育」をテーマに、園舎の視察や人
事交流を通じ、木の価値や効果について理解
を図る。

◦ 視察先：吾田幼稚園、ソレイユ保育園など
◦ 参加者：保育事業者など　約25人

木材利用施設ツアーや木育施設ツアーの参加者か
らは、「木材利用施設を見たことで、木造建築に取り
組むための刺激を受けた」「参加することで、木への
感受性を取り戻す良い機会となった」といった好評な
意見が得られるなど、参加者に対する国産木材利用に
向けた意識の醸成、技術・ノウハウの向上等が図られ
た。
②民間事業者と連携した取り組み

宮崎県では、都市部における木造・木質化の検討・

提案を目的とした「スギ利活用検討委員会」を平成
27（2015）年8月に設置し、民間事業者と連携し、都
市部における木材利用の促進に向けた検討を進めてい
る。

その取り組みの一つとして、フォーラムと連携し、
川崎市内の小学校増築校舎（RC造　平成25（2013）
年度完成）を木造として設計した場合のコスト比較を
行ったところ、建物の荷重軽減に伴う基礎、杭、地盤
改良の費用低減等の理由から、小規模建築物において
は、構造費の一定のコスト削減が図られるとの結果が
得られた。

こうした宮崎県と連携した取り組みの成果を踏ま
え、川崎市では、今後、公立保育園などの小規模施設
について、木造による整備を進めていくものである。

③宮崎県との広域連携事業
平成28（2016）年度の取り組みとして、宮崎県との

広域連携事業として地方創生加速化交付金（内閣府）
を活用した「ティンバーリノベーション事業」を進め
ている。

本事業では、川崎市において、木を活かしたリノベー
ションのモデル事業を展開し、まちの新たな魅力・活
力の創出を図るとともに、木育イベント等を通じ、木
の価値の向上等による国産木材の一層の利用を図る。

また、宮崎県においてはコスト等の課題解決に向け、
内装・家具における材料・設計・施工等の企業が連携
したサプライチェーンの構築に取り組むとともに、リ
ノベーション事業者と連携することで、サプライチェー
ンの一層の展開を図るものである。

具体の取り組みとして、川崎市では、市内民間建築
物におけるリノベーション事業を公募し、補助対象事
業として2件を選定。内装・家具等において効果的に
木を使うことで、国産木材の利用促進に加え、木の価
値等を活かしたリノベーションにより、まちの魅力・
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活力の創出、ブランド力の向上、ビジネスマッチング
による雇用の創出、市内関連企業の新たな受注機会、
若手デザイナーなどの人材育成などにつなげる。

また、市内の保育園や商業施設、公園において木育
イベントを開催し、子どもから大人まで、幅広いユー
ザー、事業者を対象に、木の良さ・価値や国産木材利
用の意義などの普及・理解および地域の交流・活性化
を図っている。

̐ɹ࡚ʕ࡚Ϟσϧͷ۩ମతྫࣄ

（1）住宅のリノベーション
宮崎県と川崎市の連携による具体的な事例として、

視察ツアーに参加した川崎市の不動産業者と宮崎県
の木材販売業者とのビジネスマッチングにより、宮崎
県産木材を利用した住宅のリノベーションが平成27

（2015）年に行われた。
市内の空き家物件について、内装の一部に木材を利

用することで、木の質感や香りなどの付加価値を高め
た仕様となり、類似物件との差別化が図られ、即日で
入居者が決まるなど、木材利用に対するニーズが非常
に高いことが確認された。

（2）セレサモス宮前店
セレサモス宮前店においては、宮崎県との基本協定

を契機に、壁の一部や陳列台に宮崎県産材のスギが使
われるなど、着実に国産木材の利用事例が増えている。

̑ɹ͓ΘΓʹ

この取り組みは、単に都市部が地方の木材を使うと
いうものではなく、互いの強みを活かした連携を通じ
て、公共・民間建築物における国産木材の積極的な利
用を図ることで、木材利用の機運を高めるとともに、
この新しい価値の創造モデルとなる取り組みを全国に
発信することで、地方と都市の連携による持続可能な
都市の発展に貢献するものである。

また、宮崎県との連携によるものは、フォーラムな
どのプラットフォームを通じた、木材利用における技
術や人の連携を基本とする取り組みであることから、
国内他地域への横展開も可能であると考えている。

今年度においては、宮崎県に加え静岡県浜松市や秋
田県など、他の木材原産地との連携を視野に入れなが
ら、現場視察や民間事業者間の交流・連携等の機会
提供などを行っており、国産木材の利用促進に向けさ
らなる展開を進めている。

今後の木材利用の一層の促進に向け、公共・民間
建築物において、宮崎県やフォーラム会員が有する木
造・木質化に関する技術・ノウハウを活用した効果的
な国産木材の利用事例の整備を図るとともに、効果的
な整備を継続的に行う仕組みを構築し、それらを広く
発信することで、国産木材等を活用した豊かなまちづ
くりにつなげていきたい。
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まちづくり局交通政策室　広域交通対策担当課長　 藏内　政之

̍ɹ͡Ίʹ

JR東日本株式会社（以下「JR」という。）とは、こ
れまでもさまざまな分野において連携をしており、平
成22（2010）年に開業した横須賀線武蔵小杉駅や、現
在進めている川崎駅北口の整備など、川崎の顔となる
さまざまな取り組みを協働して進めてきた。

そんな中、地域と鉄道の持続的な発展に向けて、平
成26（2014）年3月に本市とJRが勉強会を開始し、さま
ざまな課題認識などを共有して、両者の関係を一層強
固・緊密にするため、平成27（2015）年1月に同社が自
治体と締結する初の包括連携協定を本市と締結した。

本稿では、小田栄駅整備の事業実施内容及びJRと
の協働の取り組みについて説明したい。

̎ɹڠఆʹͮ͘جऔΓΈ

協定に基づき取り組みを進める主な内容は以下の4
つである。

1つ目は、「鉄道と沿線のブランド向上」で、鉄道各
線のイメージとその沿線エリアのイメージは密接に結
びついているため、その両方を引き上げるもの。

具体的には、利用者や市民の皆様にとって利用しや
すい駅・鉄道に向けた取り組みを進めることで、路線
イメージの向上を図り、併せて、その沿線地域全体の
イメージも向上させ、「住んでみたい」、そして、「住
み続けたい」と思う魅力のある、沿線・まちとして広
く認識されることを目指すものである。南武線は、多
くの路線と接続しているため、どこに行くにも便利な、
もともとポテンシャルの高い路線であり、ブラッシュ
アップを図ることで、ブランドイメージを向上させ、
人気のある路線として定着するよう取り組むもの。

平成26（2014）年の川崎市10大ニュースでも、南武
線新型車両導入が2位になるなど、南武線は市民の皆
様にとっても大変関心が高い路線であるため、ブラン
ドイメージの向上を図っていくものである。

2つ目は、「地域の暮らしの安全・安心の向上」で、
近年、暮らしの安全・安心の確保についての関心が高
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まっており、都市側と鉄道側が協調してこれらの課題
に取り組み、暮らしの不安を解消し、日々の市民生活
の質を高めていくことを目指すものである。

特に、現在重点的に取り組んでいる、子育て対策や
超高齢社会の到来を踏まえた、高齢者が一層安心して
暮らせる環境づくりなどの取り組みを通じて、「最幸の
まち　かわさき」を目指すものである。

3つ目は、「スマート化・低炭素化」で、環境負荷を
さらに低減させ、持続可能な社会の実現に向けた取り
組みを進めるもので、来るべき水素社会に向け、その
トップランナーとなるべく、水素の利活用について検
討していくものである。

具体的には、平成29（2017）年春を目途に、武蔵溝
ノ口駅において自立型水素エネルギー供給システムを
導入し、発電を行い、平常時においては、駅舎の電源
の一部として活用し、災害時には、一時滞在場所等へ
の電源供給が可能となるもので、水素エネルギーの利
活用を推進するものである。

4つ目は、「公共交通の利用促進」で、人にも地球に
も優しく、誰もが利用できる公共交通機関の利用を促
進し、特に自動車利用から鉄道利用への転換を目指す
ものである。

当該協定は、これらの内容を協働により取り組むこ
とで、両者でWin-Winの関係を築き、質の高い魅力
あるまちづくりを進めていき、両者が持続的に成長・
発展することを目指すことである。

この包括連携協定の「鉄道と沿線のブランド向上」
の取り組みの一つとして、南武支線の川崎新町駅と浜
川崎駅間に新駅を開業することを同社と合意した。

̏ɹখాӫӺඋܭը

（1）新駅周辺の状況
小田栄地区は、以前は大規模工場や県立川崎南高

校が立地していたが、新たなまちづくりが進み、工場
跡地については、商業施設や特別養護老人ホームな
どの福祉施設、1,500戸を超える共同住宅が完成する
など人口が大幅に増加している。また、学校跡地につ
いては、平成26（2014）年9月にホームセンターを核店
舗とする大型ショッピングセンターが開業し、平成27

（2015）年には、残りの区域にサービス付き高齢者住宅
や保育園、14階建ての分譲マンションが竣工した。こ
れにより、跡地全体のまちづくりが完了した。

線路を挟んで南西側に位置する小田地区は、戦前か
らの京浜工業地帯に立地する工場労働者などの住宅と
して、古くからまちが形成されていたため、木造住宅
が密集し、居住環境の改善が必要であり、燃えにくい
建物に建て替えを促進するなど、地区の実情に応じた
防災まちづくりを推進している。

JR南武支線沿線の住民は、路線バスや自転車など
で川崎駅東口へアクセスする方が多い。一方、川崎駅
東口は、臨海部に通勤される方々が多数利用されるた
め、バス等が集中しており、駅周辺の交通混雑が課題
になっている。このため、南武支線の利用を促進し、
川崎駅の負担を軽減することを検討した。

（2）新駅整備のコンセプト
このような地域の状況から、新駅を整備することに

より、バスや自転車利用からの転換が期待できること
など、鉄道利用へのポテンシャルについて、同社の理
解が得られた。整備方針としては、既存ストックである、
南武支線を活かし、両者で協力しながら、低コスト化・
短工期化というコンセプトで新駅整備を進める、戦略
的新駅として両者で位置付けることとした。費用負担
については、同社と本市で折半することとし、平成27

（2015）年度末の開業を目標とした。

（3）JRとの事務分担
新駅整備の方針が決定したものの、事業費の費用負

担協議、駅の敷地となる用地確保、駅施設の詳細設計、
国土交通省関東運輸局との事業基本計画変更手続き
など、やるべきことが山積みで、包括連携協定締結か
ら、ほぼ1年間で開業が本当にできるのか、私は不安
を感じていた。

事業費負担協議は両者で進めるとして、駅用地とな
る東京電力㈱の所有地は、駐車場等として貸していた
ため、同社に了解を得て、借地人との交渉については
本市が、同社との取得契約に関しては、本市とJRが一
緒に当たることとした。

鉄道事業者として行う、駅施設の詳細設計や国交
省との手続きに関しては、JRが担当した。

（4）新駅の位置等
新駅の低コスト化・短工期化のコンセプトのもと、

鉄道施設の移設が伴う箇所などを除外した結果、浜川
崎方面のホームは、小田踏切の西側に設置することと
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し、尻手方面のホームは、小田踏切の東側に設置する
こととした。駅位置としては、踏切を挟んではす向か
いとなった。

尻手駅を除く、南武支線の各駅は無人駅であること
から、新駅も同じく無人駅とし、階段、スロープを設
置し、簡易Suica読取機を設置した。

（5）踏切周辺の安全対策
新駅の中心に位置する小田踏切は、道路が斜めにク

ロスする構造となっていて、一部が一方通行となって
いるため、複雑で、危険な踏切となっていた。

今回、新駅の整備に併せて、踏切内及び周辺道路
に対して、路肩のカラー化を行うことで、歩道部分と
車道部分とを視覚的に分離した。また、尻手方面のホー
ム側には、一部歩道を設置し、歩行者の車道との分離
を行った。他にも小田踏切バス停のかさ上げや、駐輪
場の設置、隣接道路の拡幅、車の進行方向を示す車
道のカラー化など、実施可能な対策は積極的に行った。

̐ɹখాӫӺඋʹࢢ͚ͨͷऔΓΈ

（1）事業用地の取得
浜川崎方面ホームの整備に関しては、JR用地内で整

備ができるため、用地取得は伴わないが、尻手方面ホー
ムは、東京電力の用地を取得する必要がある。前述し
たとおり、東電用地は貸し出しているため、4人の借
地人の方々に立ち退き等をお願いすることになる。平
成27（2015）年3月に東京電力に協力依頼をし、借地人
の方々への説明は4月からとなった。借地人の方々は、
新駅整備事業に対する理解はしていただいたものの、
自分たちの駐車場等をどこに移転すれば良いのかと困
惑している状況であった。移転先については、周辺の
JR用地や東電用地、市有地など移転先として可能性
がある箇所を探したものの、4人の借地人とも現在の
箇所の近傍地を希望したため、東電用地の中で、駅用
地として使用しない東側の残地を4人で分割して、使

用することで関係地権者の了解が得られた。
この内容が固まったのは、10月上旬である。4月か

ら交渉を開始して、借地人の4人と所有者の東京電力
とも調整し、この内容をまとめたのは、離れ業に近い
仕事ぶりであった。交渉にあたった係長、担当職員の
労をねぎらいたい。

10月中には、借地人が実施する移転工事が終了し、
更地になったことから、11月初めにJRと東京電力との
土地売買契約を締結できた。

このことにより、年度内の駅整備への最大の課題を
クリアすることができた。

（2）事業費圧縮のための取り組み
JRが駅施設の詳細設計を同時並行的に進める中で、

当初の想定より工事費が増額することが6月くらいに
判明した。JRと協議したが、工事費をある程度、圧縮
することはできたものの、当初予算額を超えることは
明らかになった。

そんな矢先、建設緑政局で実施している、道水路現
況調査にて、東京電力渡田変電所地内に市の水路敷
地が含まれているとの情報提供が建設緑政局からなさ
れた。

すぐに、市の水路敷地と小田栄新駅南側で、道路
拡幅予定地部分にかかる東京電力所有地との土地交
換ができないか、庁内調整が始まった。

最終的には、水路敷地部分は払い下げ可能な土地と
なり、土地交換が可能な状況になった。それから、不
動産鑑定を行い、東京電力とJR・本市で土地価格に
ついて再三協議し、土地交換が成立した。

この土地交換により、東京電力からの土地取得面積



ඒज़部ͷΈな͞ΜͱϔουϚʔΫߍߴ川崎ཱݝ

平ࢧ社長ʢ࣌ʣͱখֶ生ͱా市長

৲खӺ長ࢀՃしͯͷ౿҆શ׆ൃܒಈ

川崎Ӻ౦自༝௨࿏にࣔܝしͨ։ࠂۀ

政策ใかΘ͖͞�/P�35�2017�03 45

ở
ຊ
ࢢ
ͷ

ࡦ
ల
։
͔
Β
Ỡଟ
༷
ͳ
ओ
ମ
ͱ
ͷ
ڠ
ಇ
ɾ
࿈
ܞ
˔
ઓ
ུ
త
৽
Ӻ
ɾ
খ
ా
ӫ
Ӻ
ͷ

උ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

を減らすことができたため、土地買収費、工事費を含
めた事業費を当初予算内に収めることができた。

̑ɹখాӫӺඋʹ3+͚ͨͱͷڠಇ

（1）駅名投票
駅名を決定するのは、本来、JRが行うことであるが、

今回は、新駅に対して、地元の皆様に親しみをもって
利用していただけるように、駅名投票を実施した。市
として、JRが駅名にできる候補名称について協議し、
最終的には、地元の方々に3つの候補の中から選んで
もらう形とした。

（2）高校生がデザインしたヘッドマークを作成・運行
小田栄新駅の開業を記念して、沿線の県立川崎高

校と市立川崎総合科学高校の生徒がデザインしたヘッ
ドマークをつけた電車1編成を運行した。

高校への作成依頼は市が行い、作成・取り付けは
JRが担当した。

（3）地元小学生を乗せた団体記念列車を運行
小田栄駅落成記念式典の中で、地元の東小田小学

校の6年生を乗せた団体記念列車を運行した。小学校
との調整は市が行い、列車運行はJRが担当した。

（4）踏切安全啓発活動
本市職員とJR横浜支社職員が合同で、小田踏切の

周辺において、踏切事故ゼロ運動のクリアファイルや
ティッシュと小田踏切バス停のマウンドアップ化に伴
う、道路交通の変更規制図を車の運転手や、自転車利
用者、歩行者に対して配布しながら、踏切安全啓発活
動を実施した。

（5）川崎駅東西自由通路への広報
小田栄新駅の開業の広報として、川崎駅東西自由通

路にある、白い鋼板に広告を掲出することにより、小
田栄新駅の開業を周知することで本市とJRが合意し、
市は庁内調整を担当し、JRは広告の作成、掲示を担当
した。この広告は、開業後3カ月間掲示し、川崎駅東
西自由通路を利用する人々に周知した。
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̒ɹࢢຽҙݟΛөͨ͠վળ߲ࣄ

事業説明会及び工事説明会の計4回の説明会を通じ
て、市民の方から御意見があり、改善した事項をここ
に示す。

（1）防犯カメラ
防犯カメラの設置は当初設計では考えていなかった

が、市内で凶悪な事件が起きていることなど、御意見
をいただき、市とJRで協議して、設置となった。

（2）トイレ及びSuicaチャージ対応
小田栄駅は、最小限の施設での駅整備となったため、

トイレとSuicaチャージ対応の券売機等は設置してお
らず、JRから駅直近のコンビニエンスストアに協力依
頼をして、駅利用者のトイレ利用とSuicaチャージ対
応が可能となった。

�ɹ͓ΘΓʹ

市職員の中で駅新設の仕事に携われることはまれで
あり、貴重な経験をさせてもらった。多くの一喜一憂
の事象が発生し、物理的に新駅の開業が無理ではない
かというところまで追い詰められたが、JRも含め、関
係者全員が誰一人諦めることなく、どうすれば目の前
の課題を解決できるかという視点で、仕事に向き合っ
たことが1年で駅を開業できた要因ではないかと振り
返って思う。

今回のプロジェクトに携わった関係者全員にこの場
を借りて、改めて敬意と謝意を表したい。

開業日の平成28（2016）年3月26日（土）の朝5時に小
田栄駅に行ったが、多くの鉄道ファンや地元の方々が
車道にあふれ、1番電車を待っていた。この時だけで
なく、今後もこの様な多くの方々に利用される駅にす
るためにも、デイタイムや深夜帯の増便についてJRへ
要望し、さらに利用しやすい駅になるよう期待したい。
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࡚ࢢͷอҭॴࣇػಐର策ͷ
औΓΈ

こども未来局子育て推進部事業調整・待機児童対策担当　担当係長　 新村　祐

̍ɹࣇػಐରࡦͷඞཁੑͱຊࢢͷگݱ

（1）なぜ待機児童対策が必要なのか？
我が国では仕事と家庭との両立が困難等の理由か

ら第一子出産を機に多くの女性が離職する、いわゆる
「女性の労働力率のＭ字カーブ」の問題が長きにわたっ
て存在している。将来にわたり活力ある社会を維持し
ていくためには、女性がその個性と能力を発揮できる
環境づくりが急務であり、産休・育休を終えた女性が
スムーズに職場に復帰できるよう基礎自治体が責任を
持って待機児童対策に取り組む必要がある。

（2）本市における待機児童対策の現況
本市の待機児童数は、平成22（2010）年時点で全国

ワースト2位の1,076人であったが、受入枠の大幅な拡
大や、区役所における相談対応の充実等を強力に推進
してきた結果、平成27（2015）年4月に待機児童解消を
果たした。（平成28（2016）年4月は6人）

市内では武蔵小杉駅や川崎駅周辺など、交通結節
点となっている主要駅近辺の地域において、現在も活
発に大規模集合住宅の開発が進み、人口の流入が続
いているため、保育需要は今後も引き続き増加が見込
まれている。

̎ɹࣇػಐͷղফʹ͚ͨओͳऔΓΈ

待機児童対策に特効薬は無く、次の取り組みを粘り
強く継続していくことが重要である。

（1）多様な手法を用いた保育受入枠の拡大
保育需要の高い地域に認可保育所等の整備を着実

に進めるとともに、本市の特徴として認可外保育施設
の中で、保育室の面積や職員配置等の基準が認可施
設並みの高いレベルにある施設を「川崎認定保育園」
として認定し、月額最大2万円の保護者への保育料補
助等により、施設を利用しやすい環境作りを進めてき
た結果、利用者の大幅な増加に繋がっている。

（2）区役所におけるきめ細やかな相談・支援
保護者の多様な保育ニーズと、それに見合う施設・

サービスとのマッチングを適切に進めるため、区窓口
への専任職員の配置等により利用者支援を充実させて
いる。保育ニーズは一人ひとり異なるため、窓口では
できる限り丁寧に聞き取りを行い、適切な保育施設・
サービスへと橋渡ししている。

また、平日夜間・土曜日の相談窓口開設や地域子育
て拠点等における相談会の開催など、市民視点に立っ



อҭ所に͓͚るࢠどͨͪ
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たきめ細やかな対応を行っており、こうした取り組み
は国のモデル事例としても取り上げられている。

（3）保育の質の担保・向上
保育施設が近年急速に増えて、保育に従事する職

員の数も年々大幅に増加する中で、保育の質を担保・
向上することが喫緊の課題となっている。

全国的に保育士が不足し、ベテランが育ちにくい環
境の中、地域の公立保育所が人材育成の拠点となり、
公立と民間の保育関係者が交流し学び合う場を作り、
保育の質の担保・向上に努めている。

（４）横浜市との待機児童対策に関する連携
平成26（2014）年10月に、川崎市側からの働きかけ

により、横浜市との間で、政令市間では全国初となる
待機児童対策に関する連携協定を締結した。主に市境
における保育所の共同整備や両市の保育施設（川崎認
定保育園と横浜保育室）の相互利用、保育士確保対
策などの取り組みにおいて相互に連携・協力を進めて
いる。本取り組みにより、保護者にとっては子どもの
預け先の選択肢が広がり、両市の職員にとっても、市
民感覚をより強く意識するきっかけになっている。ま
た、既存施設の共用により行政運営の効率化を図るこ
とで、中長期的には効率的で持続性のある行政サービ
スの提供が可能となる。

̏ɹޙࠓͷࣇػಐରࡦͷํੑ

待機児童対策の課題は、都市部への人口集中や、
企業における働き方、長時間労働など国レベルの構造
的な問題とも密接にリンクしている。そのため、市単
独の取り組みだけでは根本的な課題解決は困難である
が、子育て中の保護者が安心して子どもを産み・育て
られる環境を作り、女性が輝く社会を実現していくた
めに、引き続き、効果的かつ効率的に待機児童対策を
推進していくことが何より重要である。
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ཱ࡚ࢢதֶߍશڅ৯ͷ࣮ࢪ
ʙΈΜͳͰ創Δ݈څ߁৯ʙ

教育委員会事務局中学校給食推進室　 葛山　久志

̍ɹ͡Ίʹ

現在、本市では、全ての市立中学校（52校）にお
ける完全給食（主食・おかず・牛乳による給食）の導
入を目指して、市内３カ所の学校給食センターの建設
や各学校における配膳室整備等のハード面の整備と
献立内容や食育の推進等のソフト面の検討を進めてい
る。

̎ɹதֶߍશڅ৯࣮͚ͨʹࢪ
ຊࢢͷऔΓΈ

平成29（2017）年1月からは東橘中学校、犬蔵中学校、
中野島中学校およびはるひ野中学校において完全給食
が実施され、同年9月には22校（川崎市南部学校給食
センター配送校）において、同年12月には残りの26校

（川崎市中部学校給食センター配送校および川崎市北
部学校給食センター配送校）において完全給食が実
施される予定であり、平成29（2017）年中に全ての市
立中学校で完全給食が実施される。

平成25（2013）年11月に「川崎市立中学校給食の基
本方針」（※１）を決定し、中学校完全給食の実施に向
けた取り組みに着手してから、約4年間で、全52校で

の完全給食の実施が実現することになる。
この事業スケジュールのスピード感は他都市でも例

のないものであり、全市的、全庁的な協力体制のもと、
取り組みを進めてきた成果といえる。

˞̍ɹཱ࡚ࢢதֶڅߍ৯ͷجຊํ
１　早期に中学校完全給食を実施します。
２　学校給食を活用した、さらなる食育の充実を

図ります。
３　安全・安心な給食を提供します。
４　温かい給食を全校で提供します。

̏ɹ݈څ߁৯

中学校給食の目指す方向性としては「みんなで創る
『健康給食』」をスローガンに、以下のようなコンセプ
ト（※２）で給食の実現を図ることとした。

˞̎ɹh ৯ʱͷίϯηϓτڅ߁݈
１　とにかく「美味しい」中学校給食
２　自然と「健康」になる中学校給食
３　みんなが「大好きな」中学校給食



ཱݙॳͷࢪ৯࣮څߍଂதֶݘ
͝Μ、ͱΓͷ༲͛͋͑、ࡾ৭φϜϧ、かΘ͖ͦͩͪ͞ͷࡊεʔϓ
ʢεʔϓͷࡊશͯ市࢈ʣ、͍ͪ͝、ڇೕ

ࢠͷ༷ؒ࣌৯څ
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このような『健康給食』というスローガンのもと、
生涯にわたって健康的な生活を営む基礎を育み、望ま
しい食習慣や自分で食を選択する力を育成するため、
学校給食を生きた教材として活用し、食育を推進して
いく。

̐ɹதֶڅߍ৯࣮ࢪʹΑΓͨΒ͞ΕΔͷ

中学校給食の実施は、健康増進や食育などの教育
的効果を上げることが第一義的な目的であるが、子育
て支援という面においても大いに寄与する。

特に、お弁当づくりから解放されることは、我が家
も夫婦共働きで、二人の子どもの育児に忙殺されてい
ることから、家事の軽減という点でとても助かると感
じている。また、朝の家事が軽減されることで、家族
で朝食を食べる時間が生まれるかもしれない。そのよ
うな家庭では、朝食の家族団欒の時間が「その日一日
頑張ろう」という活力につながるものと考えられる。

また、家庭とも連携した食育の推進や、学校で学ん
だことを生徒が家庭にフィードバックして、家族みん
なが食に関する正しい知識を習得し、健康になれるよ
うな取り組みも重要である。家庭における食育につい
ては、行政から家庭に向けた啓発をさらに充実してい
く必要がある。このような状況の中で、健康に対する
市民の関心が高まっていることもあり、中学校給食を
契機として、生涯にわたって市民が健康に暮らせる社
会の実現に向けた取り組みを連携・協力し、推進して
いくため、平成29（2017）年1月に株式会社タニタと包
括協定を締結したところである。

連携・協力の主な取り組みとして、タニタ食堂等で
提供されている献立を本市の中学校給食にアレンジし

た「健康給食＠川崎 プロデュース  by TANITA」を
四半期に一度、平成30（2018）年度から中学校で提供
していくことや、教材の開発、教職員への食育につい
ての研修、中学生と保護者向けの健康プログラムの実
施などを検討している。

このような取り組みのほかにも、学校給食における
市内農産物の供給という観点からJAセレサ川崎と連携
を進めるなど、食育について、多様な主体と連携しな
がら、様々な取り組みを展開していく予定である。

̑ɹ͓ΘΓʹ

給食が始まって良かったことを中学校の教職員に聞
いたところ、「みんなで同じ給食を食べることにより、
食事中の会話が増えた。」という感想が返ってきた。

みんなで協力して配膳等の準備作業を行い、同じも
のを食べ、会話が弾み、その場が和む。笑顔で給食を
食べる子どもたちを見て、これこそが、「食」の力なの
だと感じたものである。

平成29（2017）年中には全中学校で完全給食が実施
される。その後は、中学校で給食が提供されることが
当然のことになり、安全・安心で温かくて美味しい給
食を当たり前のように提供し続けることが市の責務と
なる。

今後、中学校給食を実施していくなかでさまざまな
課題がでてくるかと思うが、子どもたちが生涯を通じ
て健康で活力ある生活を送る基礎を培うことができる
ように、付加価値の高い中学校給食の実現に向けて取
り組みを進めていきたい。

また、このような取り組みを通じて子育て世代に選
ばれるまちづくりに貢献していきたい。
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খࣇҩྍඅॿ੍ͷ
֦ॆͷऔΓΈ

こども未来局こども家庭課　医療費助成係長　 平山　雪生

̍ɹຊ੍ͷ֓ཁ

本制度は、医療費の一部を助成し、子育て家庭の
経済的負担の軽減を図るものであり、子育ての不安を
解消し、安心して子どもを産み育てることができる環
境づくりを進めるため、小学校6年生までの拡大を目
指して取り組みを進めてきた。

̎ɹ੍֦ॆͷऔΓΈ

（1）小学校3年生までの段階的な拡充
本制度は、神奈川県からの補助金を受け実施してい

るが、通院助成に係る補助の対象年齢は小学校就学
前までであり、小学校1年生からの年齢拡大に当たっ
ては、財源の確保が課題となっていた。

拡充に向けた検討では、小児の受療率や家計に占
める医療費の負担感の高い小学校3年生までを優先す
ることとし、平成27（2015）年4月に小学校2年生まで、
平成28（2016）年4月に小学校3年生まで段階的に年齢
の拡大を行った。

（2）小学校6年生までの拡充
小学校6年生までの年齢拡大については、平成28

（2016）年3月策定の「川崎市総合計画」の第1期実施
計画において、平成29（2017）年4月に拡大することを
位置付けるとともに、「行財政改革プログラム」にお
いて、「受診者に一定の負担を求める仕組み等につい
て検討」することを示した。

（3）一定の負担を求める仕組みの検討
小学校6年生までの年齢拡大に当たっては、恒久的

な支出の増加を伴うことから、本制度を安定的かつ継
続的に実施するため、「受診者に一定の負担を求める
仕組み」の検討を行った。

検討にあたっては、保険医療における自己負担の
割合が、小学校未就学時の2割から就学後に3割に引
き上がることから、受診1回あたりの1割相当額である
500円を上限とすることとした。上限額を設定したの
は、医療費の負担の高い家庭をより支援するため、総
医療費の1割では、窓口での負担額が不明であり、医
療費の支払いの不安や負担が重くならないよう配慮し
た。

また、当初の検討では、対象を小学校1年生以上と
することも検討していたが、審議会や市民等の意見を
伺いながら検討を進める中で、小学校3年生までは対
象とせずに、小学校4年生以上を対象とし、4年生以



制度拡充後の小学校 4～6年生の負担軽減イメージ 

1 診療等は、自己負担（3割）全額負担から 1回あたり 500円までの負担に軽減されます。 
2 院外処方の調剤は、自己負担（3割）全額負担から、保護者負担がなくなります。 
3 入院医療費助成（現行中学校卒業まで）は、引き続き、保護者負担はありません。 
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上であっても、低所得者層への配慮として、保護者が
市民税所得割非課税の場合は、500円の負担の適用除
外とすることとした。

結果として、拡充前の年齢では、新たな負担を生じ
ることなく、平成29（2017）年4月から新たに助成対象
となる小学校4年生から6年生までについては、通院1
回あたり500円までを自己負担とし、500円を超えた
額を助成することにより、負担の軽減を図ることとし
た。

̏ɹޙࠓͷऔΓΈ

本制度は、医療費を助成し負担を軽減することによ
る子どもの健やかな成長が目的である。医療費助成を
受けるに当たって、日頃から子どもの健康管理に注意
し上手に受診をしてもらうために、子どもの病気のサ
インに早く気付き受診することや、かかりつけ医を持
つことなどの周知にも力を入れていかなければならな
いと考える。今後も、子どもが健康で、女性が安心し
て働くことのできる環境づくりに努めていきたい。
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ʦຊࢢの政策ల։からʧঁੑのًࣾ͘ձの࣮͚ʹݱて

ঁੑͷ׆༂ਪਐͰࣾ͢ࢦձ

市民文化局人権・男女共同参画室　担当係長　 小沢由香子

̍ɹ͡Ίʹ

平成27（2015）年8月に「女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律」が成立した。

この法律で、地方公共団体は当該区域内における女
性の職業生活における活躍についての推進計画を策定
し、地域の特性を踏まえた主体的な取り組みを推進す
ることなどが求められている。

川崎市では、平成27（2015）年度から平成28（2016）
年度にかけて推進計画策定に向けた検討を進めてきた
ところである。本稿では、その過程も含め、川崎市に
おける働く女性を取り巻く現状や課題、今後の方向性
についてまとめてみたい。

̎ɹঁੑ׆༂ͱԿΛ͍ͯ͠ࢦΔͷ͔

平成26（2014）年6月に発表された国の成長戦略に
「女性の更なる活躍促進」が掲げられ、また、前述の
とおり翌年8月には「女性の職業生活における活躍の
推進に関する法律」が成立し、地方公共団体において
も取り組みの推進が求められている。

こうした状況を受け、手探りで具体的な検討を始め
ることとなった。最初に「女性の活躍できる社会とは

何だろう。女性の輝く社会とは男女共同参画社会と違
いがあるのだろうか。」という疑問が浮かび、目指すべ
き社会のイメージは具体的ではなかった。

そこで、一人の働く者として、どのような社会になっ
て欲しいのかを考えてみた。個人的には「しっかり働
いて、家のこともやって家庭も大事にしたい」と思っ
ている（できていないことが多いが）。女性だからとい
うわけではなく、男性であろうが、女性であろうが同
じ思いの人は多いのではないだろうか。このような希
望がかなえられる職業生活を送ることができる社会を
目指すことではないか、漠然とではあるがそう考えた。

では、実際に市民はどのような希望を持っているの
だろうか、また、川崎市の働く女性を取り巻く状況は
どうなのだろうか、課題は何であろうか。

̏ɹ࡚ࢢͷݱঢ়ͱ՝

川崎市における働く女性を取り巻く現状等を把握す
るに当たり、市長の附属機関である「川崎市男女平等
推進審議会」に部会が設置された。部会での現状把握・
分析により、次の（1）～（3）の課題が浮かび上がった。

（1）職業生活と育児・介護など家庭生活の両立
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① 結婚、出産・育児を機に離職する女性が多く、育
児中の女性の有業率が低い

川崎市女性の労働力率（15歳以上人口に占め
る労働力人口の割合）は、結婚、出産期に当たる
年代で低下し、その後再び上昇する「M字カーブ」
を描いている。また、未婚女性の労働力率はM字
になっていない一方で、有配偶女性の労働力率は
全体的に低くM字の底の数値も低くなっている。

育児をしている女性の有業率は全国52.3％に
対し、川崎市は36.9％と低く、大都市（20政令
指定都市および東京都特別区部）比較で最も低
い（平成24年就業構造基本調査結果）。

② 生活優先度の希望と現実のギャップ
男女とも「仕事と家庭生活をともに優先」する

生活を希望するが、現実は、女性では「家庭生
活優先」、男性では「仕事優先」になっている割
合が高い。

（2）職業生活における女性の力の十分な発揮
① 働きたい女性が多い

25～54歳女性無業者の6割以上が就業を希望
しており、大都市比較では2番目に高い。

② 自分で事業を起こしたいとする女性が多い
女性有業者に占める女性起業家割合は2.8％、

起業家に占める女性割合は14.7％であるが、女
性求職者のうち、「自分で事業を起こしたい」と
する人の割合が、大都市比較において25～34歳、
35～44歳で高い。

※①②とも平成24年就業構造基本調査結果

（3）企業における自主的な取り組みの推進
① 市内事業所の99％以上が従業者300人未満の事

業所（平成26年経済センサス結果）
② ワーク・ライフ・バランスへの取り組みを行って

いる中小企業は6割未満

̐ɹޙࠓͷํੑ

審議会に設置された部会から各課題を踏まえ施策の
今後の方向性が示された。

（1） 仕事と生活の調和の実現に向けた環境づくり
（2） 働く女性・働きたい女性への支援
（3） 企業の自主的な取り組みの促進に向けた働きか

け・支援
特に、市は方向性の（3）に基づき、中小企業等の

取り組みを促進するため、意識啓発や理解促進、事業
主行動計画策定に向けたノウハウ支援などの充実が求
められている。

結婚や育児、また、少子高齢化が進み、働きながら
介護などを担う人が増えていくことも想定され、多く
の人の職業生活において、仕事だけに集中できる時期
があったとしても一時期だけのことではないだろうか。

こうした状況下において、職業生活で女性が活躍し
ていくためには、家事や育児、介護等を女性だけが担
うのではなく、男女ともに担っていかなければならな
い。アンケート結果からも仕事と家庭生活をともに優
先することを希望している市民が多い。

しかしながら、男性が当然のように長時間労働をし、
また、一手に家計を支えなくてはならない状況にあっ
ては、男性は家事等を担いたくとも担うのは難しい。

こうした状況を変えるためには、働き方改革や男女
ともに誰もがワーク・ライフ・バランスの実現ができ
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る職場環境の整備が必要であるが、それには働く場の
提供主体である事業主による取り組みが不可欠となっ
てくるからである。

̑ɹ͓ΘΓʹ

最初の疑問「女性活躍とは何を目指しているのか」
であるが、女性が活躍できる社会は、男性も活躍でき
る社会であり、それは、男女が共に男女平等に関わる
人権の侵害を受けることがなく共に働き、学び、生活
することができる「男女共同参画社会」と同じである
と理解している。

男女共同参画社会の実現に向け、女性の活躍に関
するさまざまな取り組みを行ってくとともに、その理
解促進に取り組んでいきたいと考えている。
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総務企画局人事部人事課　 荒井　諒

̍ɹ࡚׆ੑঁࢢ༂ਪਐ特ఆۀࣄओ
ఆࡦըͷܭಈߦ

（1）法制定の経緯
我が国における女性の就業率は、着実に上昇してき

ているが、就業を希望しているものの育児・介護等を
理由に働いていない女性は約300万人に上る。さらに、
第一子出産を機に約6割の女性が離職するなど出産・
育児を理由に離職する女性は依然として多い状況があ
る。また、日本の管理職における女性の割合は11.3％

（平成26（2014）年）となっており、欧米諸国のみなら
ずアジア諸国と比較しても低い状況にある。

一方、我が国は急速な人口減少局面を迎え、将来
の労働力不足が懸念されている。また、国民のニーズ
の多様化等に対応するためには自治体・企業等におけ
る人材の多様性を確保することが不可欠であり、新た
な価値を創造し、リスク管理等への適応能力を高める
ためにも、女性の活躍の推進が重要と考えられている。

このような経緯から、平成27（2015）年8月に「女性
の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女
性活躍推進法」という。）」が成立し、事業主（国や地
方公共団体、民間企業等）に女性の活躍推進に向け
た数値目標を盛り込んだ事業主行動計画の策定が義

務付けられた。本市においても、平成28（2016）年3月
に「川崎市女性活躍推進特定事業主行動計画（以下

「計画」という。）」を策定し、女性職員の活躍推進に
向けて取り組んでいるところである。計画期間は平成
28（2016）年度から平成30（2018）年度までの3カ年。

（2）計画策定に向けた調査等
①女性職員向けアンケート調査

女性の活躍推進に当たり本市における課題等
を把握するため、平成27（2015）年9月から10
月にかけて、市長事務部局に所属する一般職員の
女性職員約2,600人に対してアンケート調査を実
施。1,692人から回答を得た。（回答率65.1％）

アンケートでは、約8割の職員が今の働き方に
概ね満足しているとの結果となったが、一方で、
約6割の職員が自身のキャリアプランを「持って
いない」「考えていない」と回答しており、また、
約7割の職員は「家事、育児、介護等との両立が
困難」「自分の能力に自信がない」「責任のある職
に魅力を感じない」などの理由から昇任に対して
消極的であることが分かった。また、約9割の職
員が「時間外に対応せざるを得ない業務がある」

「業務量が多く、家事や育児、介護等に支障が生
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じている」などの理由から仕事と生活の両立に不
安を感じていることも分かった。

②女性職員の活躍に関する状況把握・分析
女性活躍推進法および内閣府令では、女性の

活躍に関する状況を把握し、活躍を推進するため
に改善すべき事情の分析を行った上で計画を策
定することとされている。本市では把握・分析が
必須とされている7項目について、全任命に所属
する職員の状況把握・分析を行った。その結果、
月平均の時間外勤務については各任命とも男性職
員が女性職員を上回っていること、全体の職員に
占める女性割合が34.6％であるのに対して管理職
に占める女性職員の割合は15.0％（平成27（2015）
年4月1日時点）にとどまること、育児休業取得率
は女性職員が100％であるのに対して男性職員は
約3％であること等の課題が判明した。

（3）数値目標の設定
女性活躍推進法では、状況把握・分析の結果、判

明した課題の解決に向けた数値目標を設定し、計画に
盛り込む必要があると定められている。

本市においても、前述（2）に記載した課題を踏まえ、
次の4つの数値目標を設定した。

① 平成30（2018）年度までに、管理職（課長級）
に占める女性比率25％をめざす

② 職員向けアンケート調査において「満足してい
る」等の回答率80％の確保

③ 毎年度、年間の総時間外勤務数の前年度比5％
減をめざす

④ 平成30（2018）年度までに男性職員の育児休業
等の取得率10％をめざす

（4）目標達成に向けた取り組み
各目標の達成に向け、職員のキャリア形成支援や働

きやすい環境づくり、ワーク・ライフ・バランスの推
進など、さまざまな取り組みを行っている。

①女性登用の推進
ア　意識啓発を目的とした管理職向け研修の実

施
イ　メンター制度の構築に向けた検討
ウ　管理職等の女性先輩職員と若手職員との意

見交換会の実施

エ　女性活躍に関する研修の実施
②意欲・満足感の向上

ア　職員向けアンケートの実施および検証
イ　女性職員向けオフサイトミーティングの実施

③働き方の改革
ア　時間外勤務の状況の把握
イ　時差出勤等の柔軟な勤務制度等の検討
ウ　年次休暇取得の促進

④男性職員の育児参加の促進
ア　配偶者出産特別休暇等の積極的な取得の促

進
イ　男性職員が積極的に育児休業等を取得でき

る職場風土を醸成するための各種研修による
意識啓発の促進

̎ɹͦͷଞͷऔΓΈ

（1）「川崎市イクボス宣言」の実施
次世代育成支援や女性活躍推進が求められている

中で、本市においては平均時間外勤務数や長時間労働
者の割合が増加傾向にあり、ワーク・ライフ・バラン
スを実現できる環境整備と意識改革が必要である。

このような背景から、職員のワーク・ライフ・バラ
ンスを確保できる職場づくりと、充実した生活を送る
ことができる働き方改革実現のため、平成28（2016）
年11月15日に市長、副市長、各事業管理者、教育長
および各局本部室区長が「川崎市イクボス宣言」を行っ
た。同宣言書には、女性の活躍推進・組織の質的改革
に取り組み、限られた人材の能力を最大限活用し、業
務効率を上げることで更なる市民サービスを向上させ
ることが明記されており、今後、幹部職員のリーダー
シップにより女性職員の活躍に向けた取り組みが一層
推進されていくことが期待される。
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（2）「川崎市働き方・仕事の進め方改革推進本部」の
設置
前述の「川崎市イクボス宣言」を受け、職員の心身

の健康保持や仕事と生活の調和、長時間労働の是正
に向けた取り組みの推進等を図り、もって市民サービ
スを推進することを目的として、平成28（2016）年12
月6日に「川崎市働き方・仕事の進め方改革推進本部」
を設置。これまでの発想や制度を大きく転換し、業務
プロセスの見直しやワークスタイル変革などの「制度・
環境の整備」と、多様な働き方への理解や管理職のマ
ネジメント力向上などの「意識改革・人材育成」の両
輪により、女性活躍推進を含めた、さまざまな取り組
みを推進していく。

̏ɹ͓ΘΓʹ

社会全体が働き方改革への機運の高まりを見せる中
で、女性職員の活躍を推進していくためには、男女双
方が家事、育児、介護等に携わりながら、自らがキャ
リアアップを目指していくような職場環境を構築して
いくことが不可欠である。

また、女性職員の活躍推進を含めた働き方・仕事の
進め方改革は、組織の持続可能性に関わる重要な施
策であり、各職場の管理職が職員のライフステージを
理解し、的確な業務分担を行うなど、職場の環境づく
りを実践することが必要であるとともに、管理職のみ
ならず職員一人ひとりが固定観念を捨て、これまでの
働き方を見直していくための意識改革を行う必要があ
る。
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図表 2 最近の治安に関する認識 
【出典 内閣府 治安に関する特別世論調査（平成 24 年調査）】  
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ʦຊࢢの政策ల։からʧ·ͪの҆શ҆৺ʹ͚て

୭͕҆৺ͯ͠า͚Δ
໌Δ͍·ͪΛͯ͠ࢦ
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市民文化局地域安全推進課 地域安全係長  石床　高志

̍ɹҬͷ҆શ҆৺ΛऔΓݱ͘רঢ়

大きな事件が起きると、しばしば「昔に比べて、物
騒な世の中になってきた…」「最近の事件は凶悪化し
てきている」などといった声があがる。

では、実際に地域の治安は悪化しているのだろうか。
図表1は川崎市内における刑法犯認知件数の推移であ
る。

ここからわかるとおり、市内の刑法犯認知件数は減
り続けており、平成27（2015）年には1万件を割り、ピー
ク時の3分の1程度まで低下している。

では、こうした治安の向上は市民生活において実感
されているのだろうか。次に示したのは、「最近の治安
に関する認識」について、内閣府が平成24（2012）年

に行った調査の結果である（図表2）。

犯罪発生件数が大きく減少しているにも関わらず、
その内容を実感するには至っていないどころか、体感
上では、昔より治安が悪化したと感じている人が多く
を占めている。これは、インターネットなどの発達で
犯罪情報に触れる機会が増えたことなどが「不安感」
を高める要因として考えられる。実際に、同様の調査
を「あなたが住んでいる地域の治安」に限定して行う
と、「悪化した」という回答は大きく減少する。

いずれにしても、快適な生活を送るうえで、「不安
なく」生活できる環境は、非常に大きな要素を占める
ものである。また、そうした不安を取り除くためには、
生活するうえで、どのような場所に不安を感じ、行政
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に何を求めているのかを分析することが大切になって
くる。

図表3は「犯罪に対する不安が生じる場所」、図表4
は「犯罪の被害にあわないための行政への要望」につ
いて、公益財団法人日工組社会安全研究財団が実施
した調査の結果である。

図表3、4の結果からも、地域住民が最も求めている
ことは、安心して歩くことができるまちであることが
わかる。そうしたまちづくりに、欠かせない要素が「防
犯灯」である。

̎ɹ൜౮ཧΛऔΓݱ͘רঢ়

現在、市内の道路には、当たり前のように防犯灯が
設置されており、日常生活において特に注意を向ける
ことは少ないかもしれないが、ここ数年、防犯灯に大
きな技術革新がもたらされている。

LED灯の登場である。
これにより、従来の蛍光灯などに比べ、電気料や

CO2排出量、耐用年数などが大きく向上した。

※数値は概算であり、使用機器や使用状況により前後する。

では、市内における防犯灯の管理状況やLED灯の
普及状況はどうなっているのだろうか？
●川崎市内の防犯灯の灯数

約7万7千灯
うち、LED灯の灯数
約1万8千灯

●防犯灯の管理主体
・町内会等：約7万6千灯
・川 崎 市：約　 1千灯
川崎市では、一部を除き、防犯灯は地域の実情をよ

く把握している町内会や自治会等が設置し、修繕や電
気料の支払いなどについても町内会や自治会等に担っ
ていただき、費用の一部を市が補助する形式で市内の
防犯灯を維持してきた。これにより、地域の死角が減
少し、防犯上も大きな効果を上げてきたところである。

一方で、管理者である町内会・自治会等の金銭面
や労力面の負担が課題となっていた。また、防犯灯の
LED化についても、初期投資の費用負担が重いため、
一部を除き、なかなか市内全域に浸透しない状況に
あった。

こうした、さまざまな課題を解消するため、川崎市
では町内会・自治会等が維持管理している防犯灯を市
に移管していただき、一括して防犯灯のLED化を行う

「防犯灯LED化ESCO事業」を実施することとなった。

̏ɹ൜౮-&%Խ&4$0ۀࣄͱʁ

ESCOとは、「Energy Service Company」の略称
で、市と契約したESCO事業者が、従来型防犯灯を一
斉にLED防犯灯に交換する工事と、その後10年間に
わたる維持管理業務を合わせて行うものである。

市は、町内会・自治会等から防犯灯を引き取ること
となるため、以降の電気料などの維持管理費やLED化
の工事費など多額の費用が発生する。一方で、LED
化工事を一気に進めることにより電気料が大幅に下が
るため、この下がった費用の一部をESCO事業の費用
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として、10年間分割してESCO事業者に支払う事業方
式である。

̐ɹۀࣄͷ֓ཁ

事業は、平成28（2016）年度に行う事前のLED化工
事と、平成29（2017）年4月に川崎市に防犯灯を移管し
た後の維持管理を含め、足掛け11年間に及ぶ事業で
ある。

事業費や事業の概要を次に記す。

（1）事業費の概要
　●総事業費

約22億8千万円
（防犯灯LED化工事費、10年間の維持管理費、
新規設置対応費等）

（2）事業内容
①　事前工事（平成28（2016）年度実施）
　●市内防犯灯の状況調査

（設置場所、所有者、柱の強度調査）
調査灯数：約7万2千灯

（一部事業対象外となる防犯灯あり）
●町内会・自治会等および市が所有している防犯

灯のLED化工事、管理プレート設置
工事対象灯数：約5万灯

●既にLED化されている防犯灯への管理プレート
の設置
対象灯数：約1万8千灯

②　移管準備事業（平成28（2016）年度実施）
●防犯灯管理システムの構築
（システム構築、データ生成）

●町内会・自治会等所有の防犯灯の川崎市への
移管手続

対象灯数：約6万7千灯
●故障等対応用コールセンターの設置

③　防犯灯維持・管理事業
（平成29（2017）年度から平成38（2026）年度ま
で）

●防犯灯の維持管理、故障対応
●防犯灯の新規設置事業
●効果測定
（費用削減効果およびCO2削減量についての検
証）

●既にLED化されている防犯灯の灯具交換
対象灯数：約1万8千灯

（平成32（2020）年度以降、順次実施）

̑ɹ&4$0ۀࣄͷ࣮ࢪʹΑͬͯɺಘΒΕΔޮՌ

ここまでに記したとおり、防犯灯LED化ESCO事業
は、市内防犯灯の管理体制を根本から変える事業であ
る。では、ESCO事業の導入により、どういった効果
が生ずるのであろうか。次に導入に伴う主な効果をあ
げてみたい。

（1）町内会・自治会等の負担軽減
従来、町内会・自治会等が維持管理してきた防犯灯

であるが、大きいところでは1千を超える数の防犯灯
を管理している団体もあり、地域の負担は非常に大き
いものであった。
ア　維持管理

ʲैདྷͷொ会ɾ自治会ͷෛ୲ʳ
・ 電気料についての負担
（電気料の9割相当額の補助制度あり）

・ 修繕について工事業者の手配や立会いなど
の労力、修繕料の負担

（1灯あたり1,100円の補助制度あり）
・ 補助金申請等にかかる労力

ʲ&4$0事ۀಋ入ޙʳ
・ 電気料や修繕料は全て市が負担
・ 故障発生時には、町内会・自治会等からの

コールセンターへの連絡に基づき、業者の
手配や修繕などを全て市が実施
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イ　新規設置

ʲैདྷͷொ会ɾ自治会ͷෛ୲ʳ
・ 設置費用についての負担（一部補助あり）
・ 設置工事業者の手配や立会い、東京電力な

どへの申請手続等の労力
・ 補助金申請等にかかる労力

ʲ&4$0事ۀಋ入ޙʳ
町内会からの申請に基づき、市が直接設置

（2）電気料・維持管理費用の軽減
ESCO事業導入に伴い、平成28（2016）年度に対象

となる防犯灯のLED化工事を実施している。LED防
犯灯は従来型の水銀灯や蛍光灯よりも低い消費電力
で明るさを確保することが出来るため、契約区分の見
直しなどにより電気料金が大幅に低減することが見込
まれる。また、LED灯は従来型の灯具に比べて寿命
が非常に長い（導入器具は、通常使用で60,000時間、
10年以上の寿命（*1））ため、事業期間中の球切れなど
の対応がほぼ必要なくなることから、修繕費も大幅に
低減することが見込まれる。
（*1）点灯時間は、年間4,312時間として計算

電　　　気　　　料：約14億8千万円
維持管理費（修繕等）：約16億7千万円
導　入　効　果　額：約31億5千万円
※効果額は、現在実施しているLED化工事の最

終的な灯数の増減等により多少の上下が想定
される。

10年ؒͷਪఆࠐݟݮΈֹ

（3）環境負荷の軽減
LED灯具採用による省エネルギー化に伴い、CO2

の排出量も大きく減少することが見込まれる。

導入前 導入後 削減量

電気使用量
（kwh） 15,490,376 5,314,588 10,175,788

CO2排出量
（t） 7,823 2,684 5,139

年ؒͷిؾ༻ྉ、$02ഉग़ྔࠐݟݮ

（4）市内防犯灯の一元管理の実現
従来は、各町内会・自治会等がそれぞれ、防犯灯の

維持管理を行っていたため、市内全体の灯具の状況や
正確な設置場所等を把握することが困難であった。そ
のため、市への移管に当たっては、全ての対象防犯灯
に管理番号を付番するとともに、管理プレートを設置
することとした。また、防犯灯管理システムを新たに
構築し、地図データ上に情報を落とし込むことにより、
市内の防犯灯を一元管理することが可能となった。こ
れにより、故障等を発見した際はコールセンターに管
理番号を伝えるだけで、故障灯具の位置や導入器具を
確認することができるようになり、迅速な修繕対応等
が可能となる。

（5）夜間の通行の安全確保
今回のLED化に伴い、地域から最も懸念されていた

ことは、明るさの低下であった。省エネルギー化を図
るため、従来の電気契約区分よりワット数を下げるこ
とが事業の基本であることから、地域の不安も当然で
あった。

しかし、事業実施により、LED化が進むと、地域か
らの「暗くなった」という声はほぼ無く、「夜道が明る
くなった」という声がほとんどを占めることとなった。

実際の導入前後の写真が次のとおりであり、地域防
犯上も非常に良好な効果が期待される。
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事業実施後に夜のまちを歩いてみると、以前は薄暗
く夜間に歩くのも怖かった道が明るく照らされ、だい
ぶ歩きやすくなったように感じる。一方で、犯罪の発
生場所は、路上に限ったものではなく、明るい場所で
犯罪が発生する場合ももちろんある。犯罪を防ぐため
に重要なことは、地域全体で犯罪を起こさせない環境
を作っていくことである。地域の防犯パトロールなど
の自主防犯組織が増加しており、冒頭で示したとおり、
犯罪発生件数は減少傾向にある。こうした、地域や個々
人の防犯に対する意識の向上が、犯罪を起こさせない
まちにつながっていくものであり、今後も、地域と連
携しながら安全で安心な川崎のまちづくりを進めてい
きたい。
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市民文化局地域安全推進課　担当係長　 中野　諭
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（1）客引き行為等による弊害
近年、川崎駅東口周辺をはじめとする本市区域内に

おいて、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関
する法律（以下「風営法」という。）」または「神奈川
県迷惑行為防止条例（以下「県条例」という。）」等の
現行法令で規制の対象とならない居酒屋やカラオケ店
等による客引き行為、客待ち行為、勧誘行為および勧
誘待ち行為（以下「客引き行為等」という。）により、
立ち塞がりや身辺へのつきまとい等が行われ、公共の
場所における市民等の平穏な通行または利用が妨げら
れ、安心で快適な地域社会の実現が阻害されている。

（2）現行法令による規制
客引き行為等の一部については、（1）のとおり風営

法または県条例等の現行法令により規制されており、
風俗営業による客引き行為やしつような方法による客
引き行為等（*1）が規制の対象となっているが、居酒屋
やカラオケ店等の客引き行為等については、規制の対
象とはならない。

（*1） 人の身体または衣服を捕らえ、所持品を取り上げ、進路

に立ちふさがり、身辺につきまとう等のしつような方法（県
条例第9条第1項第7号参照）

（3）本市における客引き行為等の現状
①客引き行為等の実態調査

平成27（2015）年4月～6月の平日および休前日（金
曜日）に、市内主要駅（川崎駅東口、川崎駅西口、武
蔵小杉駅・新丸子駅、武蔵溝ノ口駅、登戸駅・向ヶ丘
遊園駅、新百合ヶ丘駅）周辺の繁華街で客引き行為
等の実態調査を行った。

・ 調査方法　4月から6月までの3カ月の間に、各駅
平日1回、休前日1回それぞれ18時および20時の
各時点での客引き行為等の人数を目視により調査
した。

・ 調査場所　前述主要駅周辺の交差点等延べ130
カ所以上
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※　客引き（風俗店等）およびスカウトは、風営法または県条例の規制対象
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・ 調査結果　全市の調査結果について、次の図表2
の一番右の欄を見ると、風営法または県条例の規
制対象外となっている客引き行為（居酒屋、カラ
オケ店等）は平日で合計160件（規制対象を含め
た件数全体の7割以上）あり、休前日も155件（規
制対象を含めた件数全体の6割以上）あった。こ
れらの結果から、規制の対象にならない客引き行
為が非常に多いことが分かった。

②自粛要請
川崎市では、商店街等との連携により、川崎駅東口

周辺で客引き行為等を行っている者に対し、市民等の
迷惑となるような客引き行為等の自粛を求めたが、改
善には至らず、新たな規制を設けるため条例を制定す
ることとした。
※　客引き行為者推移

要請前（平成27（2015）年4月17日（金））184人
→要請後（平成27（2015）年5月29日（金））213人

̎ɹྫͷ֓ཁ

（1）条例の目的
客引き行為等を防止することにより、市民等が安心

して公共の場所を通行し、または利用することができ
る生活環境の確保を図り、もって安心で快適な地域社
会の実現に資すること。

（2）規制対象となる行為
実態調査の結果、客引き行為等の態様は3種類「居

酒屋・カラオケ店等による客引き行為および客待ち行
為」「風俗店等による客引き行為および客待ち行為」「勧
誘行為・勧誘待ち行為」に大別することができるが、
客引き行為および客待ち行為による害悪は、業種に関
わらず生ずるものと考えられること、また、重点区域
において行われる全ての客引き行為および客待ち行為
について業種に関わらず規制の対象とすることで、平

等の原則に合致することから、次の①および③のとお
り全ての客引き行為および客待ち行為を規制すること
とする。

なお、次の②の勧誘行為とは、風俗店等の役務に従
事するよう勧誘する行為であることから、県条例を参
考として次の②のとおり業種を特定するものである。
①客引き行為

公共の場所において通行人その他不特定の者の中
から相手方を特定して、立ち塞がり、追随し、呼び掛
ける等平穏な通行または利用を妨げるような態様で、
客となるよう言動によって勧誘する行為
②勧誘行為

公共の場所において通行人その他不特定の者の中
から相手方を特定して、立ち塞がり、追随し、呼び掛
ける等平穏な通行または利用を妨げるような態様で、
風俗営業等の役務に従事するよう言動によって勧誘す
る行為
③客待ち行為・勧誘待ち行為

公共の場所において客引き行為または勧誘行為をす
る目的で、相手方となるべき者を待つ行為

（3）規制する区域
①市内全域の公共の場所
「川崎市路上喫煙の防止に関する条例」を参考とし
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て、重点区域（客引き行為等の適正化を図るため重点
的に取り組む区域。以下「重点区域」という。）での
違反について罰則の対象とし、重点区域外については、

「規制行為を行わないよう努めるものとする」という努
力義務を課すこととした。

条例は、客引き行為等を防止することにより安心で
快適な地域社会を実現すること等を目的としており、
これらの行為の規制に当たっては、比例原則（*2）に従
い、規制範囲を必要最小限度にとどめることとした。

また、規制対象外区域を設けた場合、当該対象外
区域においては市民等に不快感・不安感等を抱かせる
悪質な客引き行為等を許容することとなり、本件条例
の目的に反することとなることから、全市域の公共の
場を規制の対象とし、少なくとも注意は行えることと
した。

なお、客引き行為等そのものは、直ちに違法な商行
為となるものではないが、場所を問わず、不快感や不
安感を抱かせる迷惑行為に陥る可能性があることか
ら、全市域において努力義務を課すところである。

（*2）行政が用いる手段はその目的との関係で均衡がとれてい
なければならないこと。本件の場合、特に客引き行為等
の被害が大きい区域を重点的に規制することを指す。

②重点区域の指定
市内主要駅周辺の繁華街において、客引き行為等に

ついて実態調査を行ったところ、川崎駅東口周辺が特
に多かったため、当該区域を、客引き行為等の適正化
を図るため、市内で初めて重点区域に指定することと
した。

なお、重点区域の指定に当たっては、あらかじめ指
定しようとする区域内の事業者等の関係団体の意見を
聴取することとなっており、当該区域内の商店街関係
者や警察等から構成される川崎駅東口周辺道路適正
利用推進協議会から意見をいただくとともに、実態調

査の結果および区域内の事業者等の意見を踏まえて
行った。

（4）条例の実効性の確保
①罰則

川崎駅東口周辺の客引きについては、これまで商店
街内での自主的な呼びかけや市からの指導により、客
引き行為の自粛を求めてきたところであるが、改善さ
れないため、客引き行為等による害悪の解消のため、
当該行為を規制する必要があることから、罰則を規定
することにより実効性の確保を図るものである。

違反行為者に対して指導・勧告・命令を行い、こ
れに従わない悪質な違反行為者には、罰則を適用し、
50,000円以下の過料を科すとともに、氏名・住所等を
公表することができることとしている。
②間接罰方式

行政刑罰には、義務違反に対して直接刑罰を科す「直
罰方式」と、義務違反の改善等を求める命令に反した
ことに対して科す「間接罰方式」があり、直罰方式は、
行政上の規制に違反すれば直ちに処罰されるため、前
提となる法的義務には明確性が要求されるが、義務内
容が明確でない場合は間接罰方式が採用されるとされ
ている。

本件においては、現行法令において客引き行為等は
直ちに違法な行為とされるものではなく、客引き行為
等の禁止に係る法的義務が明確でないことから、段階
的に対応する間接罰方式を採用することとした。

̏ɹޙࠓͷऔ

（1）違反行為に対する巡回指導
平成28（2016）年9月1日から重点区域内での客引き
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行為等は禁止となり、重点区域において客引き行為等
をし、またはさせた者は、指導、勧告、命令の対象と
なり、命令に従わない者については、罰則が適用され、
公表の対象となることから、重点区域を中心として、
客引き行為等防止指導員の立哨・巡回により、客引き
行為等の減少を図っているが、罰則の適用等について
引き続き十分な周知・啓発を行う必要がある。

（2）周知・啓発
条例施行後、市は、商店街や警察等他機関との連

携により啓発キャンペーンやパトロールを実施するな
どして客引き行為等防止対策を推進している。さらに、
重点区域指定後も、その他の区域も含めて引き続き商
店街や警察等他機関との連携により、広報活動等を
行っており、今後も関係機関と連携し、事業者はもと
より、来街者に対しても一層の周知・啓発を図ってい
きたい。
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まちづくり局住宅整備推進課　担当係長　 皆川　悟史
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（1）背景
少子高齢化や社会情勢の変化等による空家等の増

加により、適切な管理が行われていない空家等が防災、
衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を
及ぼしていることから、地域住民の生命・身体・財産
の保護、地域の生活環境の保全や空家等の利活用を
促進するため、「空家等対策の推進に関する特別措置
法（以下「法」という。）」が平成26（2014）年11月に
制定され、平成27（2015）年5月に施行された。

（2）法の概要
①空家等の定義とは

法による空家等の定義は、「建築物又はこれに附属
する工作物であって居住その他の使用がなされていな
いことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の
土地に定着する物を含む。）をいう。」とされており、
建築物全体として使用されていないものが空家等とな
る。そのため、共同住宅においては、全戸が空家（空
室）でなければ空家等と言えず、おのずと対策の対象
は、戸建住宅が中心となる。

なお、「使用がなされていないことが常態である」と
は、国の基本方針によると「概ね年間を通じて使用さ
れていないもの」となっている。
②特定空家等とは
「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険とな

るおそれのある状態」「そのまま放置すれば著しく衛
生上有害となるおそれのある状態」「適切な管理が行
われていないことにより著しく景観を損なっている状
態」「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置
することが不適切である状態」にあると認められる空
家等を特定空家等と定義し、市が特定空家等と認めた
場合、所有者に対し、助言・指導、勧告、命令ができ
ることとなった。また、命令に従わない場合は、行政
代執行ができることとなった。
③所有者の責務及び市の責務

法第3条において、「空家等の所有者又は管理者は、
周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の
適切な管理に努めるものとする。」と規定されているよ
うに、所有者の一義的な責任を前提としながらも、法
第4条において「市町村は、空家等対策計画の作成及
びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空
家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるも
のとする。」と市町村の責務が規定された。
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なお、市が行うことができる事務の概要は以下のと
おりである。

・ 空家等対策計画の作成（法第6条）
・ 協議会の組織（法第7条）
・ 空家等の所在及び所有者等の調査等（法第9条、

第10条）
・ データベースの整備等（法第11条）
・ 所有者等に対する情報提供、助言（法第12条）
・ 空家等及びその跡地の活用等（法第13条）
・ 特定空家等に対する措置（法第14条）
・ 税制上の措置等（法第15条第2項）

̎ɹۭՈͷঢ়گ

平成25（2013）年「住宅・土地統計調査」（総務省）
によると、全国の空家数は約820万戸であり、住宅総
数に占める割合は13.5％となっている。一方、いまだ
人口増加が続いている本市では、国の空家率が上昇傾
向にある中、空家率は10.4％（平成25（2013）年）とほ
ぼ横ばいとなっている。しかしながら、空家の数は年々
増加傾向であり平成25（2013）年は78,500戸となって
いる（図表1）。

なお、「住宅・土地統計調査」は標本調査であるため、
数値は推計値であり、法で定義する「空家等」と異な
り、共同住宅の空室も含んだ数値である。

住宅・土地統計調査では、空家を「二次的住宅（別
荘やたまに寝泊まりしている人がいる住宅）」「賃貸用
の住宅」「売却用の住宅」「その他の住宅（長期にわ
たって不在の住宅や建替えなどのために取り壊すこと
になっている住宅）」の4つに分類している。中でも、「そ
の他の住宅」は、当面利用目的が無く、半ば放置され
ている場合もあるため、その存在が最も懸念される。

全国の「その他の住宅」に属する空家数は318万戸

で、住宅総数に占める割合は5.3％である。一方、本
市では、「賃貸用の住宅」と「売却用の住宅」が空
家の多くを占めているため、「その他の住宅」の数は
13,600戸、住宅総数に占める割合は、20政令指定都
市及び東京都区部と比較し、最も低い1.8％となって
いる（図表2）。

以上のことから、いまだ人口増加が続いている本市
では、比較的空家率は低く、かつ、大半の空家が賃貸・
売却用として不動産業者等により一定程度管理されて
いるものと考えられる。

̏ɹۭՈରܭࡦըͷࡦఆ

（1）空家等対策協議会の設置
今まで見てきたように、全国的な傾向と比べ、統計

上は恵まれた状況にあるともいえる本市であるが、平
成42（2030）年をピークに人口減少社会が到来し、急
速に高齢化が進むと推計されており、将来的な空家等
の増加及び管理不全化が懸念される。そのため、総合
的かつ計画的な空家等対策を推進するため、川崎市空
家等対策計画を策定することとした。

計画策定にあたり、「川崎市空家等対策協議会」を
平成28（2016）年3月に設置し、東京都市大学の室田
昌子教授を会長として、学識経験者、弁護士、司法書士、
宅地建物取引業者、不動産鑑定士、土地家屋調査士、
建築士、町会関係者、福祉関係者を構成員として、多
角的な視点から計画策定の議論を進めていただいた。

（2）協議会での意見
空家等対策を推進するにあたり、さまざまな議論が

なされたが、中でも特に重要な論点が3つあった。
1つ目は、所有者の管理意識の醸成である。私有財

産である空家等は、憲法第29条（財産権）及び民法
第206条（所有権）において保障されており、基本的
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には、所有者がどのように使おう（使わまい）と自由
である。しかしながら、空家等は放置され管理不全に
至ることにより、周辺に深刻な影響を及ぼす場合があ
る。そのため、空家等がもたらす問題について広く周
知を図り、所有者による適切な維持管理を促す取り組
みが必要との意見であった。

2つ目は、地域特性に応じた対策の実施である。南
北に細長い本市は、南部の木造密集市街地で空家等
が防災上の懸念となっている。また、北部の小田急線
や東急田園都市線沿線の同時期に計画的な市街地形
成が図られた住宅地においては、居住者の高齢化が進
んでおり、今後空家等の増加が懸念される。そのため、
地域特性に応じた効果的な対策を図ることが必要との
意見であった。

3つ目は、市場流通の促進と管理不全の空家等の是
正である。空家等の予防には、適切に管理された空家
等を市場に流通させ、中古住宅市場の活性化を図るこ
とも重要となる。市場に流通されず、適切な管理が行
われていない空家等は、特定空家等に至るおそれがあ
る。そのため、市場流通を促すとともに、適切な管理
が行われていない空家等に対しては、影響が軽微なう
ちにその改善を図ることが必要との意見であった。

（3）基本方針の策定
本市の状況や協議会での論点等を踏まえ、まずは、

計画の基本方針をまとめていった。
前述したように全国的な傾向と比べ統計上は恵まれ

た状況にあるともいえる本市でも、将来的な人口減少
社会の到来を見据え、空家等に至る以前からの予防的
な取組が重要となる。

また、空家等の対策を個別課題の解決としてのみな
らず、地域のまちづくりや住宅市場の活性化の視点で
とらえるとともに、行政だけでなく多様な主体が関わる
ことで、より実効性のある総合的な対策が期待できる
ことから、4つの基本方針を計画に位置付けた（図表3）。

（4）基本方針を実現するための主な具体施策
①総合的な相談体制の構築（Ⅰ予防的取組の推進）

空家等の所有者は、相続、市場流通を含む利活用、
維持管理など、さまざまな悩みを抱えている場合があ
るため、総合的な相談窓口を川崎市住宅供給公社に平
成28（2016）年11月に設置した。窓口では、法律の専
門家団体や不動産団体等とのネットワークにより、専
門的な相談にも応じられるような体制を構築している。

また、将来的な空家等の発生が懸念される高齢者世
帯に対し、住み替え先の相談や住み替え後の従前住居
の流通・活用等に対する情報提供・相談対応も併せて
実施している。
②地域主体の空家活用（Ⅱまちづくりに資する空家利

活用の推進）
高度成長期に計画的に開発された戸建住宅地では、

居住者の高齢化が進んでおり、空家等の増加と建物の
老朽化が懸念される。そのような課題を抱える地域に
おいて、町内会・自治会をはじめとした地域住民とワー
クショップを開催するなどし、課題やニーズ等を把握
した上で、NPO法人、不動産事業者等の多様な主体
が連携し、空家を活用した地域主体の交流の場づくり
等（モデル事業）を実施し、空家の管理に関する意識
の醸成を図り、地域の住環境の維持・向上を図る取り
組みを行っていく。

なお、モデル事業の効果・課題を踏まえ、地域特性
に応じた空家活用の全市的な展開を目指すとともに、
継続的かつ自立した地域主体の空家活用につながる支
援の仕組みについても検討していく。
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③特定空家等への対応（Ⅲ良好な住環境の保全）
住民から消防局や区役所に寄せられた空家情報の

集約及び現地調査を行い、その調査結果を基にデータ
ベースを構築し、庁内情報共有を図ることとした。

また、国によって定められた特定空家等のガイドラ
インを参考に、特定空家等の判断基準を策定するとと
もに、関係局で構成される庁内会議を設置し、特定空
家等の判定及び今後の対応方針を会議にて決定する
こととした。さらに、法に基づく命令を実施する前には、
その妥当性に関し、空家等対策協議会の意見を伺うも
のとした。

（5）実施体制の構築
空家等対策は、発生抑制、市場流通・利活用、管

理不全の空家等への対応等、段階的かつ総合的な対
策が必要となるため、さまざまな課題に対し、庁内に
おいては、まちづくり局をはじめとした関係部署で連
携した対応を図ることとした。

また、各種専門家団体や地域住民との協力体制につ
いても、構築していくこととした。

̐ɹ͓ΘΓʹ

ここ数年、空家に関する記事をニュースや新聞紙面
で耳目に触れる機会が多くなったと感じていた中で、
担当者として本市の空家等対策計画の策定に携われ
たことは非常に有意義に感じている。本計画期間は平
成29（2017）年度からの5年間としているが、今後の
社会環境を見据えると、空家問題は恒久的な課題にな
ることが予想され、この計画もその時々の社会情勢を
見据えながら改定していく必要が生じるであろう。

本市は、首都圏の中心部に位置し地理的な優位性を
備えるとともに、市内には不動産事業者をはじめとし
た各種専門家が多く活躍しており、NPO法人や地域
のボランティア団体の活動も活発に行われている。ま
た、多くの大学が立地しており、先駆的な取り組みを
行う企業もすでに存在している。

こうした優れたポテンシャルを存分に生かしながら、
空家を負のイメージでなく、有効な地域資源として活
かせるような取り組みにつなげていきたい。
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まちづくり局建築管理課耐震化支援担当　担当係長　 村上　雪絵

̍ɹ͡Ίʹ

本市の耐震施策の基本となる「川崎市耐震改修促
進計画（以下「促進計画」という。）」は、平成17（2005）
年の「建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「法」
という。）」の改正を受け、平成19（2007）年3月に策定
したものである。当初は計画期間を平成27（2015）年
度までとし、住宅（*1）・特定建築物（*2）の耐震化の目
標値を90％として計画を推進してきた。

そして平成27（2015）年度末には、これまでの取
組みを総括するとともに、新たな計画期間を平成28

（2016）～32（2020）年度までの5カ年とする促進計画
の改定を行い、耐震化率の目標値を95％に引き上げ、
さらなる耐震化に向けた取り組みを進めているところ
である。

本稿では、今回の改定経過や現状課題、課題解決
に向けた取り組みについて記載するとともに、「災害に
強いまちづくり」の実現に向けた今後のあり方につい
て考察したい。

（*1） 旧耐震基準（建築基準法および建築基準法施行令が改正
された昭和56（1981）年5月31日以前の設計基準）で建築
された「戸建住宅（長屋住宅含む）」「共同住宅」をいう。
促進計画で定義づけ。

（*2） 旧耐震基準で建築された「多数利用建築物（学校や病院、

百貨店等の多数の者が利用）」「危険物貯蔵場建築物（危
険物を貯蔵・処理）」「通行障害建築物（地震により倒壊
した場合、その敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の
者の円滑な避難を困難とするおそれあり）」等をいう。促
進計画で定義づけ。

̎ɹେنͷରࡦͷഭੑ

平成23（2011）年3月に発生した東日本大震災を踏ま
えて設置された中央防災会議防災対策推進検討会議

「南海トラフ」「首都直下」の各地震対策ワーキンググ
ループでは、最大死者数約32万3千人といった大きな
被害が想定されている（図表1）。

また「首都直下」地震では、これまで南関東で発生
した地震の経過を踏まえ（図表2）、今後30年間に約
70％の割合でマグニチュード7クラス地震が発生する
と想定し、今後迫りくる大規模地震の被害を少しでも
抑えられるよう、着実に建築物の耐震化に重点的に取
り組むことが必要かつ重要であると指摘している。
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ਤද̐�վमॿ成੍ͷҰཡ
※（注）いずれの制度も平成28年4月から制度改定されている。
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ここでは、市内の住宅・特定建築物の耐震化の状
況についてみていきたい。なお、市公共建築物および
市営住宅については平成27（2015）年度末で耐震化率

100％を達成していることから、民間建築物について
確認する。

（1）耐震化の達成状況
住宅・特定建築物の耐震化の達成状況をみると（図
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表3）、各総数の平成27（2015）年度の耐震化率はいず
れも目標値90％を上回る状況となっている。しかし、
住宅では「木造戸建」、特定建築物では「危険物貯蔵
場建築物」「通行障害建築物」が目標値を下回ること
から、これらの耐震化対策を重点的に進める必要があ
ると言えよう。

（2）助成制度の活用状況
耐震改修等に係る各種助成制度（図表4）の申請状

況について、はじめに、木造住宅のうち無料で行える
耐震診断士派遣制度をみると（図表5）、初めて制度
チラシの町内会回覧を行った平成19（2007）年が最大
となり、以降は概ね約300件前後で推移していること
がわかる。また、耐震改修等助成制度をみると、補
助限度額を75万円から200万円に引き上げた平成23

（2011）年度以降に申請が伸びているものの、その3年
後の平成26（2014）年度には、前年と比較して約半数
近くまで申請が落ち込んでいる。この補助限度額200
万円は、当時、全国的に最も高いものであるにもかか
わらず、3年間しか申請増を維持できなかったことが
確認できる。

次に、特定建築物についてみると（図表6）、全体的
に東日本大震災（平成23（2011）年3月）以降に申請が
伸びていることがわかる（木造住宅と比較して申請件
数の増加に1年のタイムラグがあるのは、特定建築物
の所有者の多くが事業者であることから、耐震対策費
用の確保のための社内調整等に時間を要しているもの
と考えられる。）。

つまり、申請増加の要因は、国内で大地震が発生し
たこと、また、一時的な効果に過ぎないものの補助限
度額の拡充により自己負担が軽減されたことが契機と
なったものと推測できる。

（3）耐震化目標の達成に向けた必要数
では実際に、どれだけの数の建築物を耐震化すれば

よいのか。平成32（2020）年度までに耐震化率95％の
目標を達成するための必要数について、住宅のうち目
標が未達成の木造住宅についてみると（図表7）、5年
間で8,900戸（1,780戸/年）を耐震化する必要がある。
また、特定建築物についてみると（図表8）、5年間で
301棟（約60棟/年）の耐震化が必要となり、いずれも
これまでの助成制度の申請件数を大きく上回る数と
なっている。

以上、平成27（2015）年度に目標達成できた要因と
しては、建築物の自然増や助成制度によらない所有者
の自助努力による影響が大きいことが明らかとなった。
しかしながら、住宅・特定建築物のなかでも特に木造
住宅については、経済的負担が大きいことを理由に建
て替えを行うことが困難な方が多いことから（*3）、平
成32（2020）年度の目標達成に向けて、一層の各種助
成制度の推進に取り組む必要があると言えよう。

（*3） 診断士派遣制度を利用された方を対象に、平成21（2009）
年度から所管課で実施しているアンケート調査による。

̐ɹଅਐܭըͷվఆ֓ཁͱॿ੍ͷݟ͠

より一層の耐震化の推進が必要となる中、今回の促
進計画はいかに見直しを行ったのか、その概要につい
てみたい。

国の基本方針や神奈川県耐震改修促進計画等に基
づき、住宅・特定建築物の耐震化率を90％から95％
に引き上げ、これまで耐震化が進んでいない「木造戸
建住宅」「通行障害建築物」について重点的に対策を
進めるため、支援制度の拡充やさらなる普及啓発を図
ることを重点に改定を行った（図表9、10）。
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木造住宅については、まずは時限措置を止め、時限
措置として拡充していた限度額を時限措置前の75万
円から100万円に引き上げ、また、災害被害の軽減に
資する新たな制度として、部分的な改修工事や耐震
シェルターの設置などへの支援制度を創設した。

また特定建築物については、「通行障害建築物」の
うち、災害時に特に通行等を確保すべき道路について
耐震診断を義務化するとともに、その支援制度を創設
した。

以上、建築物の中でも優先順位をつけて助成制度を
見直すことで、広い意味での耐震対策について戦略的
に取り組んだと言えよう。

̑ɹʮ͍ڧʹࡂ·ͪͮ͘Γʯͷ࣮͚ͯʹݱ

やや堅苦しくはあるが、促進計画改定に至る経過や
現状課題を踏まえた改正内容についてみてきたが、最
後に、耐震化に向けたさらなる課題から「災害に強い
まちづくり」の実現に向けて私たち行政はどうあるべ
きか、私見を含めて記述したい。

（1）多様なニーズに対応した支援制度の創設
国や促進計画に定めた耐震化率95％の目標値を達

成するためには、建築物の耐震化基準を満足させなけ
ればならない。他方で、耐震改修等の実施に踏み込め

ない方々の理由は、経済的負担が大きいことだけでな
く、建物所有者の高齢化に伴うさまざまな事情がある
こと、工事期間中の仮住まいに躊躇すること、また、
そもそも家を改修しても自分以外に住み続ける人がい
ないことなど千差万別であることから、市民の生命お
よび財産の確保を最優先するのであれば、耐震基準に
縛られない柔軟な対応が今後必要になるだろう。さら
に、空家活用やリフォーム支援など、他施策との連携
を図りながら、所有者のニーズに適切なアドバイスを
行うなど、市役所全体としてのきめ細やかな対応が求
められるだろう。

（2）耐震対策につながる効果的な普及啓発の実施
建築物の耐震対策の主体は、あくまで所有者にある。

行政がいくら支援制度を創設しても、利用されなけれ
ば意味がない。では、いつ起こるか分からない大地震
への備えとして住宅の耐震改修等に数百万円を投資
していただくためには、行政としてどんな促進策が考
えられるのだろうか。単に補助限度額を引き上げれば
良いとの考え方もあろうが、3（2）でも記載したとおり、
高額な補助限度額は一時的な申請増につながるもの
の、それを維持させるには別の対策が必要となる。そ
れは、これまでの申請傾向を踏まえると、毎年行う制
度チラシの町内会回覧を充実させること、また、今後
起こるであろう大規模地震への対策の必要性や重要性
を定期的に情報発信することなどが考えられる。目新
しいことだけでなく、こうした地道な活動が耐震改修
への第一歩につながると考える。

（3）	科学的な根拠に基づく計画立案のためのデータ
収集・分析の実施

耐震対策を巡る課題について、先進的な自治体では、
地域の情勢を細かく捉えて対応策を講じていることが
多いように感じる。社会情勢が目まぐるしく変化する
中で、それに併せて市民ニーズや工事費用等が変化し
続けることから、それらに係る調査や事業効果等の分
析を行い、科学的な根拠に基づき支援制度等の計画を
立案することが、行政として重要であると考える。
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ʦຊࢢの政策ల։からʧϒϥϯυϝοηʔδの策ఆ

ʮࢢͷϩΰϚʔΫ͕มわͬͨʂʯ
͚ͩ͡Όͳ͍ΜͰ͢ʜ
ʙϒϥϯυϝοηʔδͷ策ఆͱɺ
ɹϓϩϞʔγϣϯͷ͓ࣄʙ

総務企画局シティプロモーション推進室 ブランド戦略担当　担当係長　 広岡　真生

̍ɹ2����݄��ɺ͓൸࿐

扉の向うでイメージ動画が流れ始めた。「Colors, 
Future！いろいろって、未来。川崎市‼」。幼い子ども
たちによる元気一杯のナレーションが響き渡り、福田
市長による記者会見が始まる。会見場にはこの日に合
わせて用意されたブランドメッセージのポスター6種
類が飾られ、障害者や外国人、高齢者、子育て中のお
母さんなど、多彩なバックボーンをお持ちの市民の皆
さんが市長と一緒に登壇している。

準備に1年半かけた政策が、いよいよ日の目を見る。
マスコミの反応はどうか、市民は、世間はどんな風に
ブランドメッセージを受け止めてくれるのか。大切に
育ててきた子どもが、巣立っていくさまを見せられて
いるようで、誇らしくもあり、不安もあり、なんともい
えない気持ちになる。まあでも、明日からは少し楽に
なるかな…。

̎ɹࢢΛϒϥϯσΟϯάͤΑʂ

「シティプロモーション推進室ブランド戦略担当」お
およそ公務員の肩書きとは思えない、気取った横文字
が並ぶ現在の部署だが、スタートは平成27（2015）年4

月の秘書部において切られた。
プロモーションの意味を辞書で引くと、「消費者の

購買意欲を喚起するための活動で、販売を促進するた
めに行うもの」とあり、いわゆるマーケティング用語
なんだそうだ。だからシティプロモーションの仕事を
噛み砕いていうと「話題づくりと、川崎市に世間の注
目を集めること」くらいになるのだろう。

そもそもマーケティング用語なのだから、ピンと来
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ないのも当然ともいえる。「ブランド物のバックでも
作ってるの？」なんて質問は半分冗談としても、近年、
市の施策を市民に知ってもらう努力が足りないという
ご批判が増えていることを考えると、シティプロモー
ションは、行政運営上欠かせない仕事になりつつある
のかもしれない。

そしてその「シティプロモーション（川崎市の売り
込み･話題づくり）」を実行するために、「都市のブラン
ディング（他都市との差別化、魅力の明確化）」とい
う命題が浮上、「ブランドメッセージ」の策定へとつな
がっていったのである。

̏ɹʮଟ༷ੑʯͱ͍͏ίϯηϓτ

ブランドメッセージの検討に当たっては、広告代理
店やPR会社などによる企画コンペ形式で制作事業者
を選定、市民アンケートや街頭でのロゴマーク認知度
調査などを経て、候補を絞り込んでいった。臨海部や
多摩川などの地域資源や、「音楽のまち」などのまち
づくり施策、人口動態や消費動向などの統計情報、近
隣他都市との比較・分析から、地理的特徴、はては市
の歴史まで。とにかくさまざまな角度から「川崎」を
評価し直し、まもなく150万人に達しようとするこの
活力にあふれた都市の姿を再定義しようと試みたので
ある。

結局、有識者の会議などにおいて最終候補として
残った2案、4パターンを、市民アンケートにかけた上
で決まったのが、「Colors, Future!いろいろって、未
来。」というブランドメッセージであった。

このブランドメッセージには、多くの方々が市外か
ら移り住んできた川崎の歴史や、外国人市民･障害を
持つ市民と共に形成されてきた共生社会のありようが
示されている。また、さまざまな分野における異なる
もの同士の交じり合いや、その結果生まれる多様性
が、豊かさそして未来の可能性につながっていくとい
うメッセージも込められている。

̐ɹϒϥϯυϝοηʔδͷڹ

冒頭の市長記者会見でお披露目を済ませたブランド
メッセージであるが、翌日からも、市役所内部のロゴ
マークの切り替えや、ポスターの掲出、動画の上映、
ホームページのアップ、市内イベントへの出展や各種

団体への説明など、業務は多忙を極めた（冒頭の「明
日からは少し楽に…。」なんて全然ならなかった）。

そんな中で、市役所内外からさまざまなお問い合わ
せやご提案をいただいた。ブランドメッセージに関す
る評価は、好き嫌いも含めて賛否さまざまであったも
のの、デザイン性の高さについては多くの声をいただ
き、とりわけアゼリアビジョンに流した動画について
は反響が大きかった。

8月の終わり頃だったと思う。都内にある建物の内
装を手がけるデザイン会社から電話が入った。なんで
も新川崎に新たに数千人規模のオフィスが進出するの
だが、その施設のエントランスや会議室の内装を、ブ
ランドメッセージをベースにデザインしたいとのこと。
川崎にゆかりのある企業なので、なんとか地域色を出
したいと考えていたのだが、アゼリアビジョンに流れ
ていた動画を見て、「これだ！」とひらめいたのだという。

川崎の多様性を表したさまざまな色のバリエーショ
ンが、新規オープンするそのオフィスのコンセプトに
ぴったりなんだそうだ。ちなみに新施設の名前は「富
士通新川崎テクノロジースクエア」。富士通の最先端
事業における研究開発機能が集約され、多くの技術者
が集い新たなイノベーションを目指す研究開発施設で
ある。

̑ɹňσβΠϯŉͷνΧϥ

市役所に勤めてまもなく20年になるが、ここ数年「デ
ザイン」について考える機会が増えた。そもそも職員
1万人を超える市役所組織の中で、デザインを専門に
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担う部署は存在しない。当然、「デザイナー」なる肩
書きの職員もいない。多くの市民の生活に深く入り込
み、たくさんの人々が集うまちを支える仕事であるに
もかかわらず、考えてみればおかしなことだ。

世の中には「アートデザイン」「プロダクツデザイ
ン」「工業デザイン」はては「コミュニティデザイン」
など、「デザイン」と名の付く仕事がたくさん存在する。
少し大きな会社であれば、そして消費者に届ける商品
やサービスを扱っている会社であれば、社内にデザイ
ナーを抱えているものである。

優れたデザイン
に出会うと、人は
心地良さを感じ、
心理的な親近感を
覚える。とても手
に馴染むボールペ
ンや、なんとなく
落着く公園のベン
チなど、何気ない
場面を陰で支えて
くれるのが、考え抜かれたデザインである。さて、ブ
ランドメッセージを浸透させる取り組みでは、ロゴマー
クをあしらった付箋を配布している。シンプルなデザ
インのカバーをめくると、ロゴで使用した3原色の付
箋があり、「多様性は、あたたかさ。多様性は、可能性。…」
というメッセージが目に飛び込んでくる。アゼリアビ
ジョンの動画や駅頭の巨大広告物に加え、こんな小さ
なステーショナリーにも「デザインのチカラ」が発揮
されている。

̒ɹʮ࡚͕͖ʂʯͱग़ձ͏ָ͠͞

ブランドメッセージのプロモーションの一環として、
市内のさまざまなイベントに出店し、ロゴマークをデ
ザインした缶バッジの製作ワークショップを展開して
いる。参加者に好きな色を塗ってもらい、それを機械
にかけて缶バッジを作成、その場でプレゼントすると
いう企画で、主に子どもと親御さん向けのプロモーショ
ンである。子どもたちがぬり絵をしている合間を縫っ
て、お父さんお母さんにブランドメッセージの宣伝を
させてもらう。気分が乗れば別に用意した寄せ書きに
も、「川崎のよいところ」「100周年まであと8年」など
のテーマでコメントをいただいている。

東扇島東公園のオールナイトロックフェス「BAY 
CAMP」への出店では、この缶バッジが20～30代の
若い世代にも受け入れられた。寄せ書きには、「かわ
さき最高！」「川崎の『人』が好き。気取らない下町っ
ぽいところがいい」「川崎で子どもができた。このまち
で成長を見守っていきたい」などのコメントが記され
ている。

一方、昨年11月に宮前区の小学校で行われた総合
の時間では、ブランドメッセージの動画やポスター、
新聞記事などを題材に、「郷土への愛着、誇り」をテー
マにした授業が展開された。まず先生が、市のさまざ
まな地域資源や魅力施設を説明した上で、川崎の良さ
を子どもたちに想起させ、このまちの未来を「色」と「言
葉」で表現させる組み立てであった。5年生は5年生な
り、6年生は6年生なりの工夫を凝らし、自分たちが大
人になる近い将来
と、まちの発展を
重ね合わせた発表
をしてくれた。こ
の授業の様子は、
tvkの「LOVEか
わさき新春特番」
でもオンエアーさ
れている。

̓ɹγςΟϓϩϞʔγϣϯͱ͍͏͓ࣄ

武蔵小杉は近年、住みたいまちランキングで常に上
位にランクインし、その小杉を破壊した映画「シン・
ゴジラ」が毎日映画コンクール大賞を受賞、惜しくも
リーグ優勝を逃したフロンターレの後援会は3万人を
突破した。いま川崎は、「まち」に関する明るい話題に
あふれている。

携帯電話ドコモのテレビCMに起用された女子3人
組のバンドSHISHAMOは、川崎市立川崎総合科学高
等学校の出身でライブでは「川崎から来ました」と言
うのだそうだ。10代、20代女子の間で圧倒的な人気
を誇り、aikoの再来とまで言われる今注目のバンドが
である。

人は自分が生まれ、育った土地に少なからず愛着を
持つ。でもその気持ちは、いつもいつも口に出して表
現できるわけではない。ときに近隣他都市との比較に
おいて、ときに世の中の評価を気にして、なんとなく「○
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○出身です」と言えないことがある。
ブランドメッセージの策定は、そんな多くの人々が

大切にしているこのまちの良さやポテンシャルを形に
する取り組みであった。洗練されたコピーにより抽象
化し、デザインや映像の力を借りて人々の気持ちに直
接働きかける。その全てが上手くいったとは言えない
が、それでもいくつかは人々の心に届いたのではない
かと思う。

シティプロモーションとは、まちの素晴らしさをて
らわずに、ストレートに表現する仕事だと思う。そう
した表現を受け止めてくれた人々の間に、「川崎が好き」
というメッセージが残り、そしてそれがつながっていっ
てくれれば嬉しい。

まだまだよちよち歩きのブランドメッセージだけれ
ど、市制100周年に向けて、「多彩なまち」「多様性を
支えるまち」というコンセプトを150万市民にしっかり
届けていきたいと思っている。
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第34号
平成28ʢ2016ʣ年3月ൃߦ

ಛू ɹ̡ ΠϯλϏϡʔʳ

ҬͰ͑ࢧΔ·ͪͮ͘ΓɹʙҬแׅέΞγεςϜߏஙに͚ͨॏཁなࢹʙ
ຊঁࢠେֶ人ؒ社会ֶ部।ڭतɹؠࠇɹ྄ࢠ

ʲҬͷଟ༷ͳओମʹΑΔऔΓΈͷհʳ
ೝͷਓ͕Β͠ଓ͚ΒΕΔҬͮ͘ΓΛͯ͠ࢦ� ಛఆඇӦར׆ಈ๏人ɹָɹཧ事長ɹࣲాɹൣࢠ

੍ྸɺোछผͰॎׂΒͳ͍ҬแׅέΞγεςϜͮ͘Γͷ࣮ફɹʙ川崎区ͰͷऔΓΈʙ
社会ࢱ๏人川崎෩ࢱ会ɹ事ۀਪਐ部長ɹதᖒ�৳

ʲ৬һʹΑΔؔ࿈ࡦࢪͷհʳ
࡚ࢢʹ͓͚ΔҬแׅέΞγεςϜߏஙʹ͚ͨϏδϣϯͮ͘Γ
ʙҰ生ॅΈଓ͚͍ͨ࠷ͷ·ͪɾ川崎市をࢦしͯʙ

長ɹ�ੁ�ஐ局ҬแׅέΞਪਐࣨɹ୲ࢱ߁݈

͔Θ͖݈͞णϓϩδΣΫτʢཁհޢͷҡ࣋ɾվળʣͷऔΓΈ
ʙ࠷ͷ· ʮͪかΘ͖͞ʯをࢦしͯʙ

າࠀਪਐ課ɹ୲課長ɹ�ాɹۀ事ऀྸߴ局ࢱ߁݈

ҩྍͱհޢͷ࿈ܞʹΑΔࡏҩྍͷਪਐɹʙҬแׅέΞγεςϜͷߏஙをࢦしͯʙ
อ�ᚸ人ٱ�長ɹ局ҩྍ政策ਪਐࣨɹ୲ࢱ߁݈

ʲຊࢢͷࡦల։͔Βʳ
ʮ˓ϓϩϘϊʯΛ׆༻ͨ͠৽͍͠ҬͷΈͮ͘Γ

˓త࢈ࡒΛ׆༻࡚ͨ͠ϞσϧʹΑΔதখࢧۀاԉ

˓࡚ͷັྗΛൃ৴͢ΔελδΞϜɹʙʑྗ্ٕڝϝΠϯελϯυ整උʙ

ʲݱͷʳ
ʮ˓ͻͱɾͲ͏Ϳͭ�.*3"*ʢΈΒ͍ʣϓϩδΣΫτʯ
ɹʙଟ༷なओମͱͷڠಇɾ࿈ܞにΑるࢪ策ਪਐͷऔΓΈʙ

˓৽ܕϊϩΠϧεͷൃݟɹʙ݈҆߁શڀݚ所からʙ

˓ັྗ͋ΔҬݯࢿͷൃ۷ɾൃ৴͚ͯɹʙなからϝσΟΞωοτϫʔΫͷऔΓΈʙ�

˓ଟຎ۠�େֶ࿈ٞڠܞձʹ͓͚ΔऔΓΈɹʙڠఆక݁10प年をܴ͑ͯʙ

ʲݚमͷ૭ʳ
˓μΠόʔγςΟʢଟ༷ੑʣͷ·ͪͮ͘ΓΛͯ͠ࢦɹʙϐʔϓϧσβΠϯɾθϛͷऔΓΈʙ

ͷׂߦ˓

ʲ͔Θ͖͞ࢢΧϨϯμʔʳ
˓ฏ2�ʢ2���ʣ�݄ʙฏ2�ʢ2���ʣ�2݄

バックナンバー紹介
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第33号
ʢ平成27ʢ2015ʣ年12月ൃߦʣ

ಛू ɹ̡ ΠϯλϏϡʔʳ

*$5Λ࣏ࣗͨ͠༺׆ମࡦࢪɹʙかΘ͖͞に͓͚るใԽͷະདྷʙ
ɹণ࢘तɹঙڭେֶ�άϩʔόϧɾίϛϡχέʔγϣϯɾηϯλʔʢ(-0$0.ʣ।ࡍࠃ

ʲ৬һʹΑΔؔ࿈ࡦࢪͷհʳ
ଟ༷ͳओମͱ࿈ͨ͠ܞใࡦࢪ

総務局*$5ਪਐ課ɹ課長ิࠤɹ৽Ҫ�৴

ίϯϏχΤϯεετΞʹ͓͚Δূ໌ॻͷަͷ։͚ͨʹ࢝औΓΈ
市ຽɾ͜ど局ށ੶ॅຽαʔϏε課ɹ໌ٛ�ాށ

ҭͯϙʔλϧʯ࣮ࢠԉΞϓϦʮ͓͋͞ࢧҭͯࢠ ͷऔΓΈݧ࣮ূ
ʙࢠҭͯࢧԉͷใΛ୳͘͢͠ʙ

麻生区役所͜どࢧԉࣨɹ୲課長ɹࠤ�७ࢠ

第32号
ʢ平成27ʢ2015ʣ年3月ൃߦʣ

ಛूɹࢢຽͷΛʠௌ͘ʡ
ʙʮରʯͱʮݱओٛʯͷ·ͪͮ͘Γをࢦしͯʙ

第31号
ʢ平成26ʢ2014ʣ年10月ൃߦʣ

ಛूɹࢢຽͷʮ৺ͷ;Δ͞ͱʯଟຎͱͱʹาΉ
ʙଟຎ川を׆かしͨ·ͪͮ͘Γͷߟʙ

第30号
ʢ平成26ʢ2014ʣ年3月ൃߦʣ

ಛूɹ͔Θ͖͞ͷҬྗ
ʙଟ༷なྗを͙औΓΈʙ

第29号
ʢ平成25ʢ2013ʣ年9月ൃߦʣ

ಛूɹࢢӡӦͷࡾຊபʹ͔ͮ͘جΘ͖͞ͷ·ͪͮ͘Γ

第28号
ʢ平成25ʢ2013ʣ年3月ൃߦʣ

ಛूɹࢦఆࢢ࡚ʹ͓͚Δ۠ͷ͋Γํ
ʙ͜Ε·ͰͷาΈͱ͜Εからͷํߦを୳るʙ

第27号
ʢ平成24ʢ2012ʣ年3月ൃߦʣ

ಛू� ɹ৽ͨͳʮҬͷັྗʯΛ͔͢׆
ಛू� ɹޙ����ͷ࡚
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成 ख़社会をܴ͑、ઓޙ社会をܗ成し
͖ͯ ʮͨ成長ܕʯͷ社会γεςϜͷస

に͋ͬ࣌めらΕ͍ͯ·͢。͜͏しͨٻ͕
ͯ、自治ମݱͰ、͞·͟·な政策ɾ੍
ͷ։ൃɾڀݚͷऔΓΈ͕、͋らΏる৬छを
௨しͯ、৬һҰ人ͻͱΓͷ課ͱな͖ͬͯͯ
͍·͢。
ɹͦͷͨめに、৬һݸ人ͷ自༝なൃにΑ
るతҙݟɾఏҊ͕ԿΑΓॏཁになͬͯ
͖·͢。ຊࢽͷߦץͷૂ͍ͦ͜に͋Γ·͢
͕、ଟ༷なҙݟͷൃදɾަྲྀͷʠͻΖʡͱ
しͯ、ຊࢽにൃද͞Εͨ৬һͷߘ、ݪଇ
ͱしͯ৬һݸ人ͷҙݟɾఏҊͰ͋る͜ͱを͝
ཧղ͍ͩ͘͞。ʢฤू部ʣ

ൢചの
͝Ҋ

ʮࡦใ͔Θ͖͞ʯɺ࣍ͷॴͰ༗ঈ൦ʢఆՁʹຊମ���ԁʴ੫ʣΛ
ͷ߹ผ్ૹྉ͕ඞཁͰ͢ɻͤدɻͳ͓ɺ͓औΓ͢·͍ͯͬߦ
˞͓औΓͤد、かΘ͖͞ใϓϥβͷΈͷ͓औΓѻ͍ͱなΓ·͢。
˞川崎市ϗʔϜϖʔδʢʮ政策ใかΘ͖͞ʯόοΫφϯόʔใʣ
ɹIUUQ���XXX�DJUZ�LBXBTBLJ�KQ�TIJTFJ�DBUFHPSZ�38�1�7�1�0�0�0�0�0�0�IUNM

かΘ͖͞ใϓϥβʢ川崎市役所ୈ3庁ࣷʣ、த部ಓਫ࿏ாӾ
ཡ૭ޱʢߴ区役所1֊ʣ͓Αͼ部ಓਫ࿏ாӾཡ૭ޱʢ麻
生区役所2֊ʣ

かΘ͖͞ใϓϥβ
˟210�0005�川崎市川崎区౦ాொ5�4ɹ川崎市役所ୈ3庁ࣷ2֊
ి044�200�2121

ൢചॴ

͓͍߹Θͤઌ

˞ຊॻͷҰ部͋る͍શ部をແஅͰෳࣸɾసࣸ͢る͜ͱを͓͘ݻஅΓし·͢。
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